
-マネジメント錦初出演の背康や採用の政措地帯々で、全国一告な定義が困難

などが挙げられて作4.キ7)いる。

3・4・2・3 資格制度

マネジメント契約システムに携る資格も、全国ーイ掌の定義や規制が未だに存在しない。

そのため、既存の専門資格との閉に混吉Lを招いている。

(1)マネジメント実施者と請負業者との関係

マネジメント実施業者は通常、建設工事や、専門工事業者たちとの契ま悌帝結を行わない

ので、 晴負業者の範鴎の業務を行わない、従って請負業者免許の所持を必要としない」

とする考え方がー寸鈎守な常識になる。しかし、次のような考え方もある。

Genぽ alContractorの定義には、 「自らまたは他者によるか、他者を通して、建設を行

う("doeshim$elf or by or through othern con$truct") jという器見を含んでいる。マ

ネジメント契約の一部の形態(エージェント型、オーナー型、設計拡張主等)を実施する

場合、この請負業者の定設が当てはまる、と解釈出来る余地がある。そうなると、独立の

発注者、建設コンサルタント、設計家たちは、マネジメント契約サービスを提供する以前

に請負業者免許の取得が必要になる。この考え方のもとに、マネジメント実施業者を実質

的に請負業者に定義つけている州に California、Nevada、NewMexic刀、Florida等(*7)が

ある。マネジメント契約の対象を拡張して建設工事を含める場合(施工拡張型、請負拡張

型、最郡斑額{呆証型等)、期。条件の中に環樹E保の保主政見定坪躍する。穏疲担保は、

請負鱒句上、不可欠な契約責任であるから、この保証搾総議務とする難句を繍討る場

合、マネジメント期佐業者は、議負業者免許を所有しなければならないことになる。

(2)マネジメント実施者(MCr)と設計家の関係

マネジメント勢力サービス業務の、建設市場における位置づけや契約上のf封書に最も神

経をとがらせているのは、マネジメント鱒守サービス業務の専門性や特性か競合する諒十

家(Architect)と建設コンサルタント(ConsultaAtEngineer)の専門家たちである。

彼らの業界団体である建築家協会(ALA)やコンサルティング・エンジニア協議会(AαC)は、

マネジメント契約サービス業務が建設市場に定着して一分野を構成する以前から、議会に

於ける法案審議を牽制し、その可決に反対を唱え、マネジメント実施業者の資格制度への

異議喚起なと'の運動を続けてきた。この事実は、彼ら自身がマネジメント契約市場への参

入を意図するばかりでなく、市場の支配を志してきた、ことを示している。この動きは最

近に至っても、衰えることが無い。

例えば Pennsylvania州では、建築家協会(Societyof Archi tects)、コンサルテイング

'.:LエンWジニア協議会{TheC伽Qα∞nsu山』

P任r口of悶 ion∞na叫1Engin附e鴎ers凶吋s司)の三者が、 「マネジメント契約サービス業務は、免許を受げた建

築士や技符止だげ料7うことが出来る(TheAss町 tionThatαl Sぽ vicesMay Be Provide 
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d .. Only by Utili zing A Li censed Archi tect or A Prof，侭sionalEngin民!rin Respons 

ibleぬarge)と主張し、その主張の採択を州政府の建築士・技術士免許委員会(TheArchi 

tects and Engineern Licensure Boar制に要求している事例市報告(柑)されている。

類似の事例は、従来から各地で発生しており‘未だに収束していると言いがたい。

Miぉuori，'11では、同外!の設計専門家の職能団体が、マネジメント契約関連法の可決に異

議を唱え、 「マネジメント契約サービス業務は、免許を取得している建築士やエンジニア

たち地税制〉ら行ってきた業務への侵害である(Viewedωas加 Encroachmenton Servi 

ces Traditionally Provided by Licensed Archiぬcts加 dEngin民 rs)jζとを主張の線

拠として、永年にわたってマネジメント関連法に対して強力に反対を続けていることが報

告(*9)されている。

ところで、その建築家 ・設計家が提供している専門業務(Archtect町 e)の定義の解釈も、

州によって食い違いがある。

California 州では「建設工事のみの監管は設計専門期実の実施を憎成しない ("Supervi

sion of con$truction alone doωnot consti tute the practice of architecture") jと

の見解を理由に、マネジメント菊臨む雪に器官免許(位chitect・Li倒se)を要求しない。

一方、 SouthCalorina州では、 「マネジメント謝儲措は、仕様および設計への適合を

保証するために建設工事の監督を行う ("Su関門isionof construction for the pur仰 se

of assぽ ingc四npliancewith the specifications and design")jとの見解を理由に、マ

ネジメント知齢者に設計家免許の取得を義務づけている。

このように正反対の解釈料躍するのは、マネジメント謝齢者の要件に関する市1腔や見

解が封割に統ーされておらず、発注者が期待するマネジメント契約サービス業務の提供

保証義務にバラツキが生じるためである。

資格問題は、各月・!の解釈が食い違っている事情も加わって、今後も論争の種になると考

えられる(宇7)。

3・4・2・4 マネジメン卜契約の特性

マネジメント鶏旬には、過去において様々な解釈が行われてきたが、現在では以下の二

つの角碍そに収数しているようである。

その一つは、採用される建設生産システムの全段階における在来型の契約(Supp1antTr 

adi tional Con回 cti昭)に対して、発注者の立場に立った機能や育'E:fJ(Discipline)を補う

ことを目指している、との見方(*11)である。

もう一つの解釈は、従来の制度(任ecidentSystem)である総合請負制度や設計施工制度

等の建設生産システムに対する代案又は千憶え方式(Alt邑rnative)であるとの指摘(*7.ホ10)

である。マネジメント契約システムは、要求される機能や採用される形態によって、期待

される機能に対する解釈が幅広く、弾力性を持っている、と見なすことが出来る。
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マネシメント磁ワシステムの形態や条件は、発注者が備える機能や能力、対象プロジェ

クトの規模や環境によって定まる。既往概念に束縛されず、その都度新たに創造される。

マネジメント契約システムは、例外もあるが、原則は工事などを酎妾に実行するシステム

ではないから、必ず従来の起設生産システムである請負工事契約(WorkContract: ¥¥，C)と組

み合わせて期宣される。マネジメン ト契約自体に多くの種類が存在する上に、これと組み

合わされる請負契約の種類の多さも考慮すると、現実には無数と謁見しでも過言でない程、

数多くのシステム形態地年手在することになる。マネジメント契約システムの単草創ヒした基

本形というものはない(山)、といわれる所以である。現在までに数多くの斉婚の発表や報

告均1行われて(ホ12.*10.*11.キ13.*14)いる理由も、そのような事情による。

それらの多くの形態を分類するにも、定まった分類基準が存在しない。米国の主要機関

が公表している分類に限定しても、表3・4・1に示すように、様々である。

(表 3・4・1) 各機関のマネジメント契約の命名

本論文の分類名称 ASCE 印R AGC AIA 

オーナー型 OCM 

(Owner CM) 

エージェント型 ACM Owner Trade 

(Agent CM) Pure α1 Contracts Adviser 側

サービス拡張型 XCM α! 

(ElI.-tended 

Service印)

録高限度額保吉国 GMPCM 

(Guaranteed CMa七Risk ω.1PCM Constr.CM 

Maximum 

Price α1) 

ASCE:樹林会(AmericanSociety of Civil Engineers) 

印R:EngineeringNews Records(McGraw-Hil1悩般趨新都挺}

AGC:ま縫合建設主総(Associat凶GeneralContractors of America) 

AIA:車陸軍宮量生(AmericanInstitute of Architects) 

C胤A

Agent α1 

ωIPαf 

別仕組明会(ConstructionManag剖 entAssociation of Ameriω) 

3・4・3 建設市場における実績

3・4・3・1 市場の結十
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米国では業界団体が、傘下企業の受注 ・完工高の調査や統計の公表を行わない。この樋

の調査や統計は企業問の受注調整の手段につながるとの批判が出る恐れがある、と考える

(*15)からだといわれている。公共機関にも、この種の統計の発表はない。マネジメント契

約に関する巌初の統計は、 1974年に TOP400∞NrRACTO隠の統計0')----g{1に掲載された 1

973年度のマネジメント契約サービスの Valueの売上高リスト(本16)である。 1970年に、お

なじ町R誌がマネジメント契約の事例を、初めて紹介してから 4年後のことである.短

期間にマネジメント契約市場地噺計に現れるととか可能となったのは、マネジメント契約

の存在が公になる前から、潜在的な市場地堺3成されていたことと、公的機関の採用を契綴

にマネジメント契約サービス業務の需要b宅地してきたからである。

当初、建設会社や設計会社の中で扱われていたマネジメント締切統計は、 1989制当

ら独立して"TIlETOP∞N幻'RUα']ON胤NAGERS"または "TOP100α.1 FIF脳"が発表作17)

されるようになった。この時期に、マネジメント鰭旬システムが、鐙設市場で独立した地

位を認知された。

3・4・3・2 マネジメント契約の市場見模陥rcketb同nitude)

(1) Feeペースと AtRiskベース

ENR誌の統計は、マネジメント実的サービス業務を、 Feeベースと AtRiskペースの二

つの謁見で区分している。

前者は、発注者カ鴇供を受げるサービスの報酬だけを支払う。マネジメント契約で提供

するマネージメントサービス業務の対象である工事に対して金額資任を問わない、俗に純

料型仇r官)とかエージェント型(AgentType)と称する耳嫌である。

後者は、発注者がマネジメント実施者に対して工事金額の責任を謀す。マネジメント契

約 atRisk、最高限度額保証型(即αf)と称される。

との形態は複雑で、

・マネジメン ト鶏旬金額にすべての請負契約の金額を含み、マネジメント期踏にその上

限金額の保証を求める形態(ケース 1) 

・マネジメント契約金額に請負契約の一部の金額を含み、マネジメント実施者にすべてま

たは一音防請負契約の』良金額の保証を求める斉懲(ケース2)

・マネジメント難句金額に請負錦句の金額を含まず、マネジメント実施者にその却良金額

の保証を求める形態(ケース 3)

・マネジメント契約金額に請負契約の金額を含みながら、マネジメント実路者にその上限

金額の保証を求めない形態(ケース4)

など、個々のリスクのf封書に差異があるが、そのすべてを At1liskとして統計従躍を行

っている。
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(表 3・4・2) Feeベースと AtRiskベースの区別

71γ tiト実施者に

請負工事の

表中の者牒トけ部分が、 AtRiskペースである。

マネジメント謝緒が、契約上のリスクを負うマネジメント契約の形態には、請負拡張

型、施上弘強裂などが含まれる。 AtRiskベースの契約金額と、マネジメント実施業者の

売上高との間んは、次の(表 3・4・3)に示す関係がある。

(表 3・4・3)At Riskベースの契約高に占めるマネジメント実施業者(MCr)の売上高

ケース
1
7
-，U&41← ケース3

関係者の

¥ 
契約高を

構成する

資自

議負工事金額 全額 一昔日 無

契 Work Contract Amount (MCr担当分)

約 品耀費(仮設費) 全額 一笥l 一昔日

高 General Conditions (MCr担当分) (MCr担当分)

マネジメント契約金額 全額 全額 全額

地nag'旬陪ntCost & Fee 

(2)市場のすう勢

ENR誌の 1988年から 1996年の間に公表された統計、建設封土上位 400社/設計会社

上位 500担jマネジメン卜契約サービス専業者の集計克描上位 100社によると、個々

の契約高または克上高($biIlion)の過去 8年間の推移は、 (表 3・4・4)の通りで

ある。

-94 -

表示されている傾向を覇守すると、統計が開始された時から、・マネジメント契約の市場は、鉱大麗周にある。

. ただし、 F田 (F)ベースは、 93年と 94年が景気の停滞のために、後退気味だった。

• At Risk(R)ベースの統計は、例年に契約高から完t高に切り管えられた。契約高か

らは、 AtRisk市場規模が分かるという利点があったが、 売上高踏十lこなってからは、 93

年以前と 94年以降と統計上の比較が不可能になった。このために、この表では、建設会

社の年間契約 ・売上高(G)も、設計施工工事の契約 ・売上高(0)も、例年から売上高に切り

替えている。

(表 3・4・4) マネジメント契約の契努力高・克上高

年度 Fee At Risk 鼠会位置400n韻虹I事

紅高 Ij・魁高 主的・魁高 隷1世高

F R G D 

1995年5.9 世高 23松高 121.7 完上36.0

1994年5.3 19 109.8 32.2 

1993年6.4 効高 73 建情 217.8 努ザ1.2

1992年7.5 68 230.5 80.9 

1991年6.6 65 229.9 74.0 

1990年4.6 54 204.5 57.3 

1989年4.2 45 187.0 54.1 

1988年3.1 42 154.3 43.0 

1987年 37 127.8 23.3 

3・4・3・3・マネジメント契約 forFee 

( 1 )業種の構成

FIR lVG D/G (R+O) /G RlD 

0.26 0.19 0.25 0.48 0.64 

0.28 0.17 0.29 0.47 0.59 

0.09 0.34 0.33 0.66 1. 03 

0.11 0.30 0.35 0.65 0.84 

0.10 0.28 0.32 0.60 0.881 

0.09 0.26 0.28 0.54 0.94 

0.09 0.24 0.29 0.53 0.83 

0.07 0.27 0.28 0.55 0.98 

0.29 O. 18 0.47 1. 59 
ーーーー」ーー一

(靴:$ million) 

マネジメント契約 forFeeを手がけている企業の業種は、統計(*18.ホ19.ホ20.*21. *22. 

*23)から整理すると、 (表 3・4・6)に示されるような構成になっている。

設計会社やマネジメント契約サービス(削専業者が手がけるマネジメント契約!;t， F田

ペースカ鴇どであると言われているい24)が、 Feeベースのマネジメント契約の市場は、

(表 3・4・6)のように、実際の売上高の 7筈肱l上を、総合エンジニアリング会社と

総合建設剣士が、支配している。

-95 -



(表 3・4・6) マネジメント契約 forFeeの売上高(Bi1lings): SBillion 

年度 合計 総エyγニ.7
'
)/7鎚 器官鐙鉛I 額輔百 M得業者

1995年 5.9 2.9(49%) 1. 9 (32%) 0.7(12%) 0.4 ( 7%) 

1994年 5.3 2.4(45%) 1. 7 (32%) 0.8(15紛 0.4( 8%) 

1993年 6.4 3.3(51克)1. 7 (27克)1.1 (17%) 0.3 ( 5%) 

1992年 7.5 4..4(59%) 1. 8 (24%) 1. 0 (13幼 0.3 ( 4%) 

1991年 6.6 3.8(57%) 1. 7 (26%) 0.8(12%) 。.3( 5%) 

1990年 4.6 3.0(65%) 0.3 ( 7%) 0.7(15%) 0.6(13%) 

1989年 4.2 2.3(55%) 0.7(16%) 1. 0 (24克)0.2 ( 5%) I 
1988年 3.1 2.0(65%) 10.3 (1郎，)/0.6(19%) 10.2(側」

超大手の総合エンジニアリング会社の市場支配力は、 (表 3・4・7)で見るように

のように銭群である。その中でBechtelCorporationは 1988年以来首位を独占している。

同社は、社是として、克t高重視ではなく収益高重視の企業戦略を採り、リスク回避の立

場に立って特にマネジメント契約 forFeeの受注に傾倒している(ホ25)とのことである。

Fluor Danie1 Inc.も、常に 3位以内を常信寺している。

(表 3・4・7) マネジメント難句 forFeeの売上高上位2耽の構成

年度 ~エングニ7') ン合会社 飴畿鋭 耕輔 M符事者
1995年 12 5 2 l 

1994年 10 4 3 3 

1993年 12 l 5 2 
1992年 12 2 4 2 

1991年 11 2 3 4 
1990年 12 3 4 

1989年 11 3 3 3 

1988年 10 3 4 3 

(2)設計事野庁

設計専業者の業界は、当初からマネジメント鍬旬への進出を強く意識していた。 ENR誌

の TOP500 DESIGN FIRMSの統計の中に、毎年」ど、ずマネジメント契約の市場統計が掲載さ

れるのは、そのあらわれである。業界挙げての意向を反映しているためか、今までは活躍

する設計事務所は、数の上では、総合建設封土やマネジメント専業者を凌いできた。長近

-96 -

は、やや総合建設会社に押され気味になってきている.

ENR誌 (*26)によれば、設計事務所におけるマネジメント矯りの F回の売上高は、 (表

3・4・8)のような割合を示している。統計の上からもマネジメント契約が、設計専

業者の業界でも大きな存在に育っていることが、うかがえる。

(表 3・4・8) 設計会社の売上高に占めるマネジメント契約の Feeの割合(%)

年度| 託統協;占める MCFe輔自

1988年/13耳 目

1980年

(3)終酔マネジメントサービス専業者

1988年から 1992年までの 5年間に、少なくとも一度は上位 20位以内にランキング

された実績を有する大手の専業者は、 (表 3・4・9)のような活鴻状況を示している。

(表 3・4・9)

主要専業者のマネジメント契約 forFee売上高ランキング順位の変化

1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年

Bovis Inc. 2 

C1iff Gardener 21 12 

HRH Construction 36 18 13 17 

Lehrer McGov町 η BoviaInc. 19 4 4 

0・Brien-Kreitzberg 15 22 18 14 13 13 13 16 

Tisbman construction 9 24 12 12 14 16 20 22 

(ーは100位以下)

専業市場の中でありながら、大手の専業者といえども‘市場支配率を高めることも、市

場支配力の濁養も不可能のように見える。企業活動も安定していると言い難い。エンジニ
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アリング会社や総合建設会社を相手に苦戦を強いられ、市場支配力地味細り状態、である。

3・4・3・4 マネジメント契議守 atRisk 

At Risk形態の市場動向を見てみる。

( 1 )業符の併成

マネジメント契約 atRiskでは、 (表 3・4・10)のように、さらに一層、エンジ

ニアリング会社と総合建設会社の比重が大きく、市場支配は、彼らの独壇場の状j兄にある。

(表 3・4・10) マネジメント契約 atRiskの売上高上位20社の構成

器台工げニ7リYク会社 飴態鋭 設計轍 M符章者

1995年 7 13 。。
1994年 7 13 。。
1993年 14 6 。。
1992年 15 5 。。
1991年 15 4 。l 

1990~ 15 5 。。
1989年 13 6 l 。
1988年 13 5 。2 

(2)設計事務所とマネジメントサービス専業者

設計事務所とマネシメノト専業者の atRiskの実績を(表 3・4・11 )に示す。

(表 3・4・11 ) 

マネジメント契約 atRiskの売上高上位100社中の設計事務所と専業者

識噺 品開業者

199坪 。。
1994年 。。
1993年 。。
1992年 。。
1991年 。7 

1990年 l 5 

1989年 9 

1988年 2 12 
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設計事務所とマネジメントサービス専業者は、エンジニアリング会社と総合建設会社に

くらべて、極めて劣勢な立場にある。

マネジメント契約 atRiskの実績を持つ設計事務所の数は、非常に少ない。マネジメン

トサービス専業者は、当初は設計事務所よりも健闘していた。持に初期(1988年、 1989年)

の段階では、 10社前後の専業者が、 100位以内にランクされていた。彼らが、意欲的に市

場開発を試みた意図か読みとれる。専門業者の狩持を汲み取ることが出来るが、年布、実

蜘 1減分頓向にあり、現在は諾十覇鮪と五十歩否歩にある。リスクに耐えられるだけの

実力地帯っていないと想像される。

3・4・3・5 建設会社とマネジメント契約

(1)大手建設会社の動向

各種の統計から、米国のマネジメント契約市場は、エンジニアリング会社と総合鍵設会

社によって支配されているととが、実証された。大手9社 (1988年から 1992年までの

5年間に、マネジメント契約 atRiskの克と高上位 5出ぷ内に一度でもランクされたこ

とがある企業)の契約高又は売上高は、 (表 3・4・12)に示す巡りである。

(表 3・4・12)マネジメント契約 atRiskの大手9社の契約・売上高と11頃位

(Unit:$ Bi1lion. 紳*:合併のために存在せず、 ー :100位以下)

1988年 1989年 1990年 1991年

ABB Lwmrus Cr邸 t *** 3.409.0 (4) 2.345.0 (8) 2.850.0 (6) I 
おchte1 4.631. 6 (2) 2.761. 5 (6) 4.493.4 (2) 4，732.3 (3) 

Brown & Root 65.4(67) 5，476.1 (3) 2，991. 4 (5) 829.0(15) 

CRSS 3，055.0 (5) 1. 800. 0 (7) 2，860.0 (6) 3.630.0 (4) 

品asco 885.9(11) 1.552.5 (8) 1. 275. 0 (11) 3，404.0 (5) 

F1uor Daniel 4.203.4 (3) 5.987.6 (1) 9，813.5 (1) 16，300.0 (1) 

Ke110gg 2，792.0 (6) 3，184.0 (5) 474.7(21) 1.203.0(13) 

Lunmrus Crest 3.800.0 (4) **本 本** **事

Parsons 5，175.8 (1) 5.827.0 (2) 3，200.0 (4) 5.340.0 (2) I 
T町 ner 3.288.3 (3) I 2，725.6山|
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F 

1992年 1993年 ※ 1994年 ※ 1995年

ABBL畑1lUSCrest 3.384.0 (6) 807.0(17) 99.0(48) 105.0(51) 

恥chtel 6.623.9 (3) 2.910.0 (8) 123.0(41) 

Brown & Root 7.792.3 (2) 4.903.4 (4) 678.1 (4) 1，353.7 (2) 

αss 1. 070. 0 (14) 1. 339.4 (13) 

おasco 2.863.0 (8) 

F1uor lJaniel 8.536.0 (1) 13.361.0 (1) 1.891. 0 (2) 644.0 (7) 

Kello箆 3.697.5 (5) 3.124.9 (6) 68.2(67) 459.2(12) 

Lumrrrus Crest キ*本 客** *キ* *** 
Parsons 6.600.0 (4) 9.337.0 (2) 652.0 (5) 337.1 (17) 

Turner 3.214.6 (7) 3.023.8 (7) 2.050.7 (1) 2.627.3 (1) 

※ 1994年 1995年の2年間は売上高。その他の年度は契約高。

~ ' 4 ・ g) の企業の中で、 Turner 的対幣合建設会社である。その他はすべて‘
エンジニアリング会社である。なお、表示されているこれらの 9社の順位は、この 5年

間に(表 3・4・13)のような分布を示している。

(表 3・4・13)

大手9社の8年間のマネジメント契約 atRiskのランキング分布

ランキング 回数 比 率

1位ー5位 34 47% T . 
6位 -10位 15 21% ↓68% 

ll(立-20位 91 13%1. 

21位 -50位 3 4% 

51位ー100位 3 4% 19% 

100{立ー 81 11% 

全数 72 100% 

(表 3・4・13)は、一度でも 5位以内にあった企業は、 8年間に 5位以内にあ

ること、ほぽ半数(47克の割合)にのぼり、そのほとんどが 10イ叫内にある (68%の割合)で

ある。 20位以下に下がることはあまりない(19%の割合)。

従来の米国の建設市場では、建設企業の浮き枕みが激しいとの定評が流布(*27)されてい

るが、上記の表示から観察する限り、マネジメント契約の市場での大手企業の期責は、比
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較的安定している。

(2)大手建設会社におけるマネジメント契約の比重

上記の大手9社の、諮負工事を含む盤貴市場における現状の位置を調べてみる。

とれらの全売上高のl順位、全売上高に占めるマネジメン卜契約 atRiskは、 (表 3 

・4・14)のような比率を示めしている。

(表 3・4・14)

大手9社の弱。 ・売上高とマネジメント難句 atRiskの比率

およひ瀦句・売上高の順位

(Unit:$ Billion. 榊:合併のため存在せず、 ー:100{似下)

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年
A. LUlTJsUS Crest *** 62% (8) 39% (7) 42% (10) 43% (8) 25% (14) 9%(20) 9%(20) 

Bechtel 43% (2) 23克(2)37% (3) 26% (2) 28胃 (1)20% (2) 2% (2) 0%α) 

Brown & Root 3% (13) 50克(3)40% (6) 7% (6) 57% (3) 52% (5) 26% (5) 49% (5) 

αss 79百 (7)23% (6) 28% (5) 46% (8) 23%(13) 100 (24) 

民as∞ 40%(11) 48%(12) 30%(13) 75%(12) 54%(11) 

Fluor lJanie1 35% (1) 36% (1) 54克(1)76% (1) 37% (2) 53% (1) 28% (1) 9% (1) 

Kellogg 30官 (3)34% (5) 4% (2) 9% (3) 28% (4) 34% (6) 6%(18) 35% (16) 

Lummus Crest 70% (5) *** *** *** 本** *ホ* *本* **事

Parso凶 84% (4) 60% (4) 27% (4) 41% (4) 56% (5) 82% (3) 50% (15) 18% (15) 

Turn巴r 。軍 (9) 0%(11) 98%(15) 95完(15)96覧(15)96% (15) 96% (8) 96% (8) 

マネジメント難。の順位の高い会社は、売上高全体での順位も相対的に高い。市場競争

力はマネジメント契約の履行能力に比例している、あるいは、請負工事の遂行官'E1Jが高い

封土がマネジメント契約能力も高い、と見なすことが出来る。

マネジメント難句 atRiskの比率は、同じ会社でも変動がある。上記のマネジメント契

約 atRiskの比率は、 (表 3・4・15)のような分布を示す。この(表 3・4・1

5)によれば、 マネジメント契約 at駈skの売上高比率の分布は、 20-60%範囲利関・に

多い(59%)。つまり、マネジメント契約 atRiskを手掛ける大手企業は、おおむね 20-60

誌の売り上げを、マネジメント契約 atRiskから得ている。
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(表 3・4・15) 

大手9社の契約・売上高に対するマネジメント契約 atRiskの比率の分布

MCf全走路 計上倒 出蹴事 5 10 15 20 先

。官 3自 3% T 
1-10% 9 14 

11-20% 2 3 

21-30% 13 20 

31-40% 10 15 59% 
ー.・

41-50% 10 15 
ー周・

51-60克 6 9 . 
61-70需 2 3 

71-80% 3 4 

81-90% 2 3 

91-100% 7 10 

!合計 67 

上記の9社の知句・売上高順位は、 (表 3・4・16)に示すように分布する。

(表 3・4・16) 大手9t上の8年間の契約 ・売上高のランキング分布

ランキング|回数| 比 率

i位 -5位I341 48%1 1 T 
地叫位I131 18%1 I 92% 

ii位 -20位I191 26%1 1 1 

21位ー5地 I11 1% 

51位ー100位I01 0% 

100位ー I 51 7%11 

全数 I 721100%1 

(表 3・4・16)は、大手9社のマネジメント契約 atRiskの難句 ・売上高ラン

キングが、 20位以下に下がることは、非常にすくない(制。とれも米国の建設市場が、意

外にあ宝していることを裏付けている、と考えられるデータである。極言するならば、マ

ネジメント契約 atRiskを引き受けることが出来る企業が、大手の建設会社としての要件

を備えていると言える。
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米国では、日本ほど売上高の志向は強くなく、手1)蕊志向が強いと言われる (*28)が、この

趨勢を見ると規模の拡大は、結果として経営努力の反映であることに、変わりがないと考

えられる。

3・4・4 マネジメント契約に対する認識と評価

3・4・4・1 マネジメント契約の革IL~

マネジメント契約の手l協について、すでに多くの主張や調査結財境表されている。以

下に、米英両国の代表的な意見を挙げる。

( 1 )米国の議直結果

NaolID1他は、建設プロジェクトにマネジメント契約手法を採用したことがある米国の発

注者たちに対して行ったインタビュー結果から、以下のような布陣、(傘33)を挙げている。

①工期上の利王手、

・着工前(Precons七ructionJの期間の短絡が可能。

.工期の予islJ.精度(Riabi1ity)を高めるととが可能。

.建設工事を最短期間に短絡が可能。

②コスト上の手IJJ点

・コストの予測精度を高めることが可能。

・最も安価なコストを得られる選択カ可能。

・使用コスト (Costsin Use)制丘減が可能。

.最街寺費の低減が可能。

G渇賃上の利点

・美的魅力 (Aestheti.cAppea1)の発揮か可能。

④設計上の利点

・設計段階でマネジメント実施者の関与が可能。

⑤管理との利点

・プロジェクトの種類に応じた適創主(Suitability)のある形態の選択古河能。

・専門性の高い仕事(Specia1izωWork)に高度な人的管理(PersonlConもro1)が可能。

なお、このインタビューでは、発注者達の多くがマネジメント契約に金銭上の利益を期

待していない、としている。

(2 )英国の調査絵果

官紅せ他は、英国における発注者、設計者、建設会社のトップ ・レベルのマネージャー逮

に対して実施されたインタビューの結果から得られた所見をもとに、マネジメント契約の

利点を、以下のように列挙(*34)している。

①工期上の手IJ)長
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-設計と建設工事が重複して進められるので、早い着工が可能。

・完成の迅速化が可能。

-工期予測の信頼度を高めることが可能。

.現実的な計画立案が可能。

②コスト上の利点

・静入札に適する基盤に改善され、競争を盛んにすること伺能。

.ドミノ効果(Knock-onEffect)現象的なクレームの減少カf可能。

・コスト予測の信頼度を高めるごとが可能。

告渇質上の利点

(記述なし)

④設計上の利点

・設計部皆のマネジメント実施者の助言によって、早期に施工性 (Buildability)関連の

インプットが可能。

⑤管理上の利点

・計画段鰭でのマネジメント実施者の関与により、誌重な工事区割り (PackagingJが可能。

・工事中の灘力性(Flexibility)のある運営が可能。。

・問題が生じた場合の多くの支援が可能。

-状況に応じた管理能力の強化が可能。

・現実的な計画立案が可能。

3・4・4・2 マネジメント契約の欠点

マネジメント契約の欠点、については、以下のような意見や主張がある。

( 1 )米国の調査結果

出国他は、米国におけるマネジメント契約を経験した発注者逮は、以下のような欠点

を挙げていることを、指摘(*35)している。

①工凱上の欠点

(記述なし)

②コスト上の欠.9.

-最終コストが不確実

・納税者逮の金(Tax Payers' Money)を費やすには、高価である。

@品質上の欠点

(記述なし)

@鮫計上の久保

(記述なし)

⑤管理上の久点
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-マネジメント錨踏の責任が、十分に定義されていない。

・発注者側の組緒構造カ棺維になって、業者の遂行(pぽform飢 ce)に悪路響を与える。

(2 )英国の誕部告裂

Wぽせ他は、英国において、発注者、設計者、建設会社のトップ・レベルのマネージャー

遥が、マネジメント契約の欠点とする要素を、 ιfFのように列挙(*13)している。

①工期上の欠点

(~2i注なし)

②コスト上の欠点

・発注者が業者から被るリスクが大きくなる可書針生。

・着工時に完成までのコストが不明確。

@品質上の欠.9.

・品質管理に対する詩情とマネジメント実施者のf錆リと責任が不明瞭。

④殺計上の久者、

・設計者が時間的な巴皇を受付、設計がしわ寄せを受げる可樹生。

⑤管理上の欠点

・関係者の責任(Liabi1iti es)に疑念が生じ、苦情(Difficulties)が発生する可制生。

.余分なマネジメントが存在する可制空。

・マネジメント実施者が、専門的な事項の不注意や怠慢の責任に限定される可百討を。

・騨齢ヲ工事発注が、専門職制盈度な関与につながる可制きら

・管理市鴇雑化して、ペーパーワーク耕助目する可制也

・マネジメント謝踏による段取り(Sit忍 Establishmentand Other Preliminaries)が

浪費を発生させる可能性。

3・4・4・3 マネジメント鮪のに対する総合開筒

3・4・4・1と3・4・4・2にJIsCした、米英両国における、マネジメント契約実

施経験者の所見を件数で盤理すると、 (表3・4・18)に示す返りである。

この調査は、マネジメント契約が実施されて間もない頃に行われた。このシステムの体

系化は確立されておらず、関係者の認識も固まっていなかったので.個々のプロジェクト

毎の成否の結果に左右されている可能性を含むものの‘その評価にはきわめて素朴な，感想

が含まれている、と考えられる。

最も明快な傾向は、工期に対する評価である。多くの利点が挙げられているが、欠点の

記述はない。工期に関してはマネジメント契約の効用が無条件で評価されている。

コストに対する関心も高いが、利点と欠点に評価が割れている。コストの評価は、マネ

ジメント契約による貢献よりもプロジェクトが置かれていた個々の環境や条件に左右され

る方が大きかったのではないかと、と考えられる。
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品質や設計に対する評価も割れており、はっきりした傾向がない。マネジメント契約の

影響を認めにくいと考えている、と思われる。

(表3・4・18) マネジメント契約の手IL~と欠点、

利点 ?ζ寺主

キーワード 米国 英国 米国 央国

工期 3 4 。。
コスト 4 3 2 2 

品質 1 。。 1 

設計 1 i 。 l 

管理 2 6 2 61 

設計上の利点として、設計段階からマネジメント実施者の関与が可能であるごとを挙げ

ていることが注目される。 VEの機能を発揮できる余地治性まれる。

管理上の問題は文字どおり評価がまっ二つに割れた。マネジメント契約の存在が功罪棺

半ばしており、まったく正反対の評価を受けている。欠点として挙げられている点に着目

すると、管理概室カ鴇維になって、責任の明確さが失われる点に:鱗守されている。このよ

うな久点も備えているマネジメント契約システムは、規模が小さく単純、予想される変化

が乏しいプロジェクトには適していない、といえる。

このような評価から、マネジメント契約システムは、けっして7J能とはいえないととが

わかる。机点を最大限に発揮し、欠点を出来るだけ抑えるように、個々のプロジェクトの

タイプや置かれている状況から慎重に判断してマネジメント契約システムの採用を決めな

ければならない、といえる。

一世鈴引こ

江湖模地吹きいこと

②複雑であること

③必要な変化をi産宣受け入れる務力性が求められること

@早期の着工と完成が必要か、経済的手1騒があること

などの特性を持っているプロジェクトは、マネジメント契約に適していると見なされてい

るい2針。

3・4・5 マネジメント契約システムに関する既往の研究

マネジメント契約システムを対象にした研究は数多く発表されている。 1972年から1996
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年までの聞に、米国土木学会から発表された研究論文の傾向と発表者の所属は、 (表 3 

・4・19)に示す通りである。

(表 3・4・19) 論文発表者と研究対象の傾向

対象 内容 学会 大学 設計J:I守 業者 行政 合計

ルタント等

システムの問題 定義、システム、組織等 l 7 4 。0112 
ルールの問題 法律、契約、仕様等 1 3 6 。1 11 1 
履行能力の問題 選定、入札、評価、教育等 1 5 2 。。8 
思怠の問題 煎‘リーダーシヲ7・‘鯨 1¥・ートナリング等 1 2 2 。i 6 
リスクの問題 リスク、クレーム等 。2 1 1 。4 

経営の問題 市場、戦略、ベンチマーク等 1 3 。。。4 

利害の問題 強者・樹君 4主務倒立場 。1 l 2 。4 
外国の払曙 。1 l l 。3 

品質の問題 。3 。。。3 

価格の問題 価格、 VE等 1 。l 。。2 

安全のrJ噛 。。。1 。l 

工程の問題 。。。i 。
労務の問題 。。。1 。l 

歴史貯変遷 。1 。。。l 

論文の紹介 。2 。。。2 

[7・Eγ ェクト事蜘 。。2 。2 4 

合計 4167 

論文の対象は、マネジメント契約システムの遼営ルール、システムの分析、マネジメン

ト実施者の選定や教育に関わる技量や資格、思想性のrJ閣に集中している。

価格、品質、工程、安全に関わる事象に対して、研究者たちの関心が低い。従って、プ

ロジェクト ・チームのスタッフたちに有用な実務的なものは少ない。そのため、従来の建

設生産システムとの実務上の優劣 ・長短を比較を検証することが困難である。これらの比

較検証を知りたいならば、実体験を有している研究者が、既往の論文に依存せずに、自己

休験をもとにした検証を試みて、制辱カのある研究に発展させることが必著書である、と恕

われる。

米国では、他者の研究に対する関心度訪河まいようである。明確な主張性はあるが、他の

研究との関係や影響は分かりにくい。日本の研究論文につきものである既往の関連研究を
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時系列的に紹介し、その変遷をたどりながら自分の研究を位置づげるような配慮も払われ

ない。

論文発表者は、大学関係者の研究者が半数近くを占めており、この穫の研究の主流を担

っている。ついで諒十やコンサルタントの帯稼の研強調が多い。既に、彼らの所属す

る業界が占有する市場見機がけっして大きいと言えないことを分析したが、それにも関わ

らずこの活発さは、彼らがこのシステムでの存在感を示そうと努力を重ねているあらわれ

である、と考えられる。業者は、安全、工程、労務等、彼らでなければ書けないような分

野を対象に取り上げている点に注目できる商もあるが、その数は非常に少なく、企錯言動

を通じて得られたノウハウは、次の仕事のために企業内に蓄積されるためなのか、研究発

表などの活動には、腰志望いとの印象を受ける。行政の活動は、さらに不活性でありしか

も個人レベルにとどまっている。学会(ASCE)の名前で発表された論文は、数は決して多く

ないが、線擁する対象に均衡がとれている。一般の研究者に先んじた時期の発表は、先駆

的でしかも後続の研究の指標となる役割を果たしている。
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第4章マネジメント契約(MC)システムの特性

4-1 マネジメント契約(MC)の機能

4・1・1 マネジメント契終職能の基本原理

4・1・1・1 マネジメント契約の誕生

建設生産システムの変遷は、 (表 4・1・1)に示すように、受注者の負担リスクの

拡大の歴史、と言える。発注者は受注者にリスク負担させることで、管理機能を縮減し、

管理機能の低い発注者ほど、リスクを受注者に押しつけざるを得ない、と言える。

(表 4・1・1) リスク負担と管理吉'E7J

繍鳴R~7*γ 力団1YJ.'iA般車商 ~7~シ・メン卜効シ'J.'ib.定着
発 注 者 の 管理 能力 高い 低い 低い

マネジメント実施者 (MCr)の管理能力 高い

発 注 者 が負担するリスク 多い 少ない 多い

受注者信茸負工事業者)が負担するリスク 少ない 多い 少ない

第3章の第2節で述べたように、マネジメント契約(舵)誕生当時の米国の鐙設市場に顕

在していた諸問題の発生原因の所在は、 (表 4・1・2)に示されるように、発注者自

身と建設生産システムの二つに大別されていた。発注者の問題とは、発注者自身の機能・

能力の不足 ・矧口の顕在化が建設プロジェクトのマネジメントに郡濯を及ぼしている問

題である。建設生産システムの問題とは、従来の請負システム純情える運用上 ・階差上の

弊害 ・欠陥が顕在化した結果、建設プロジェクトの円滑なマネジメントが図難になってい

る問題である。

前者の問題の解決には、発注者の機能 ・青thを「補完Jする機能を、マネジメント契約

(MC)システムに持たせることで対応しようとした。後者の問題の解決には、従来の各種も

建設生産システムが備える発注者に不利益や障害の是正、例えば受注者のリスク負担の仕

組みを「代替えJする機能を、マネジメント契約(MC)のシステムに求めることで対応しよ

うとした。その試みは、初期の試行錯誤の時代の湿託を乗り越え、米国市場に定着した.

マネジメント錯。システムが、米国の建設市場こ導入された結果、 (表 4・1・1) 

に示すように、発注者側(マネジメント実施者(MCr)を含む)の管理能力の高め‘受注者側の

リスク負担の軽減をもたらした。
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(表 4・1・2) 是正を必要とした原因

原因となる問題

是正が求められる原因 発注者の問題 滋生産シ1テムの問題

各 段 階 毎 の 不 連 続 な 管 理

分 離 発 注 業 務 の 過 重 負 担 句'".

ユニオン対策の過大なリスク ;!!" 

大 幅 な 工 期 遅 延 の 頻 発 眠..ー

契約上の厳しい緊張関係
t 

インハウス ・エンジニアの不足 ?、

契約上の全リスクの発注者負担 l・'・-司・，・

物価高勝のリスク ".~ . ~~; 

コス ト の不透明

調 逮 の 不 透 明 "・・.... ・

4・1・1・2 マネジメント契約システムの機能

前項において、マネジメント契約(MC)への期待が、発注者を補完する機能(以下、補完

機能)と、建設生産システムを代管えする機能(以下、代替え機能)の二つに錯令される

ことを明らかにした。

( 1 )補完機能

発注者を補完する機能は、 i野日寸鰯達庁防.A)、米国建築家協会(AIA)、日本の建設省

などが重殺している。

GSAは「大室控設プロジェクトの実施にあたって発注者のインハウス・エンジニアを補

う(C銅 pli冊目凶tion)ために民間会社から提供を受ける運営管理的な支援業務」と言って

(刈)いる。

AIAは「発注者の代理人である関係を守り、発注者の立場に立って行う還蛍管理Jと言

って(ホ2)いる。

日本の建設省は、建設産業政策大綱の参考資料の中で、 「建設現場において、発注者の

代理人あるいは補助者として、発注者の手1嵐を守る立場から行うマネジメント方式Jと明

言してい3)いる。

(2 )建設生産システム代替えの機能

建設生産システムを行潜えする機能は、米国土木学会同旬、米国総合管或業者協会(A

GC)などが重視している。

ASCEは「総合請負システム (G側)や設計施工システム (DBS)の代替え方式(如 Alternati

ve)であり、建設産業の伝荒舶守業務の契約上の革新(ContractingInnovations)Jと言って

-110 

(叫)いる。

AGCは「設計施工分離方式(Desi伊ノBid/BuildJや設計施工方式の代替え方式であり、多く

の異なった形態に手直しを加え、特定のプロジェクトの婆件に合致させることができる契

車明5態」と言って(め)いる。

両機能の存在を認める機関に、米国ヨン1卜77ション・1*γ1ン卜協会(α仇AJがある。

側M は「設計施工方式の代替え案として有効なプロジェクト実施方法」であり、 「発注

者の代理者と独立した誘負会社の二種類の基本的な実胸強Jと言ってい6)いる。

4・1・2 補完機能

4・1・2・1 発注者の機能

発注者の機能は、本来絶対的に固定したものではない。プロジェクトの種緩や発注者の

思溜.により、発注者が発揮する機能は様々だからである。しかし建設生産システムは、発

注者の機能の発得力に影響を与える。発注者が備える機能は建設生産システムの溜Rを左

右する。発注者が備える機能は、建設生産システムの歴史的な変遷による影響を受けた。

(表 4・1・3)に示される5つのシステムは、時系列的に(1)(2) (3) (4) (5)のM辞で

出現してきたと考えられる。 (1)は、最古のシステムである。米国では今もTVA:Tennes 

see Val1ey Authority、陸軍工兵隊:Corpsof Engine師、 i劉 l目前日号:Bureau of Recl訓

ationなどに採用が見られるが、マネジメント難句(MC)システム誕生時には既に主流では

なかった。

マネジメント契約(MCJシステムが誕生した時代に、多用されEつマネジメント契約(MC)

システムの代替え適性が高いのは、 (2)(3) (4) (5)である。

(表 4・1・3) 各種の建設生産システムにおける機能分担

(1)直営 (2)詞髭頂難 (3)分離発注 (4)昔話十施工 (5)1-iキー

強盗嫌量 胸躍 踏の儀 脳灘 重量叡湖盛 井滋綴 脇機 蜘器量 是正吉田敏 胸趨

計画の実施 。 。 。 。 t::，. 。
調査の実施 。 。 。ム 。t::，. 。
設計の諸富 。 。 。 。 。
調達の実施 。 。 。 。 。
工事の期留 。 。 。 。 。

0 必ずやる。 ム やる場合もやらない場合もある。

マネジメント契約(MC)システムが審匙主した当時の建ー設生産システムでは、発注者は(2)
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(3) (4) (5)の発注者機能の全てを弼草していた。それは(表 4・1・4)に示すように

O計画を、発注者「自らが」おこなう。

0調査を、発注者「自らが」おこなう。

0設計を、発注者「自らが」おこなうか、外掛轄に「させる」。

O調達(入札、契約など)を、発注者「自らJがおこなう。

OI事を、外剖喋者に「させる」。

である。

(表 4・1・4) マネジメント契約誕生院長の概寧的な機能分担

慰 謝 綿{雌

計画の謝在 。X 

調査の実施 。f::， 

設計の実施 。。
調達の実施 。01 
工事の実施 × 。

発注者には、本来備えるべき機能の標準的な要素(表 4・1・4の鶴量産の織の0)

がある。その一部が欠落すると、欠落を補完するマネジメント実施賓の存在曾義が出てく

る。マネジメント期路(附)が備えるべき基本機能(表 4・1・4に示す網掛け部分)

は、発注者の機袋の全要素を網羅している。

発注者1:1，プロジェクト ・ライフ ・サイクjレ(ProjectLife Cycle)の計画、調査、設計、

調室、工事の全段階に関わる機能を発揮する宿命にあり、発注者機能を繍完するマネジメ

ント実施者は、この全騨皆に対応出来る欄Eを備えるととが必須の使命となる。

4・1・2・2 発注者の組織運営の恩恵

( 1 )個人責任の恩溜

「個人の責任Jの観令が明確な欧米個人主義社会では、人々は相互の責任の範囲を出来

るだけ明確にしようとする傾向がある。そうでないと彼らは、不安に陥るからである。経

嘗組織でも、偶人の責任の範囲を極力明獲にすることが、人々の不安感をとりのぞくと同

時に自分の職務に対する黄色感を高める努操をもたらす。個人の賞任を鮮明にすると不

安になる日本人の場合とは、逆の志向が働いているといえる。

岩田地沖尉荷(牟7)するように、米国の経営組織は、一人の人間によって担当しうる明確な

費任範囲の「職務Jを単位として、これらの職務が全体として過不足なく、組織目標を達

成しうるように構成されている。それは、様々な部分品によって組み立てられている臥
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な精密機憾のようなものである。従って組織の構成員は、 「互換性部品Jのような存在で

あるから、欠員ができれば直ちに補充がおこなわれるし、ある「歯車」の動きが円滑でな

ければ直ちに取り替えられる必要がある。

(2) 組織樹寺の思思

組織誇成員に欠員が生じた場合や組織構成員の動きが円滑でない場合の対応は、 「構成

員の補充 ・交換」または「組織内でのやりくり」の二通りがある.

前者は、組織構成員に欠員が生じた場合、組織の機能 . ti~のt慨を目的として補充要
員を求めることで、常識的な方法である。

後者は、配置転換組織改組、駿務の責任範囲の調楚などの対応を指す。機能低下の組

織内吸収や特定の構成員への救援や管理強化を意味し、日本の組織で好んで採用される。

日本の組織では、欠格構成員を排除して別の交替要員を充てる方法は、よほどの場合を

除き採用されにくい。それは「集団責任」を重視する日本の組織では、組織構成員に欠待

者の絡E日を回避する意図が働くからである。中根の指摘(時)のように、日本的な組織は内

司精進で「タテ」線の機能が強く密着しているので、庁タ踊重で一見弾力性がない硬直し

た組織だが、序列を守り人間関係をうまく保てば、自由な活動の場を個人に与え、行動力

を強力的に発揮することを期待できる。

日本 米国

トップ

管理者

担当者

面白面白画面白 業務

(図 4・1・1) 日米の職務分担の違い

米国では「組織内でのやりくりJは、臨待的措置を除き採用されない。その理由は、こ

れも中根均主指摘(*9)しているように、米国では組織の人間関係のあり方が「契約」関係に

よるからである。米国の殿場では、予め契約によって担当する明確な責任範囲を前提に、

職務を引き受ける。各人の職務の専門性は普遍的、責任鈍図は固定的で、状況に応じた伸

縮が困難である。そこで解職そして組織外からの補充、均等采用される。組織の補完がI!P外

部からの補充という米国的な車隊総蜜営，智恵が、米国で、マネジメント契約(則市議註した
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背景となっている。個人と総織の関係に関する日米の違いが演も鮮明にあらわれるのは、

上図作10)のような両国の聡概分担方法の遣いである。

三のような、個人と手邸哉の関係のあり方を決定づける職場運営の思謬J正、国民性からの

景簿が無視できないだろう。益見は著書の中で、西洋の原理は「二個の者が SameSpace 

を Occupyするわけにはいかぬ」として、申が乙を払いのけるか、乙が甲を押しのげるか、

のいずれかであり、排除と選別の体系であるが、東洋的な思想は「ひとつの場所に何人も

の人間がニコニコしている和Jであって、激石がロンドンで直面した悩みとは、ギスギス

した論理性なり合理性に対する悩みであった、と述べている(キ11)。これは東西における、

集団の中の個人のかかわりかたの相違をついている。

4・1・2・3 マネジメント実施者(MCr)の企業の誕生

組織は、構成員の欠員や解職が生じた場合、その補充のため「雇用契約(EmploymentAg 

r畑町t)Jや円程保期旬(SupplyContract) Jを締結する。

雇用契約は、長期間を対象とし、必要な質と量の人材が十分に供給可能な市場累境が整

っている場合に、採用地容易である。

鍵供知加、外部の人材提側邸設から人材の側8をうけるために締結されるもので、比

較的短期間を対象とし、人材の質と量を供給する市場環境が整わない場合、例えば調i主が

困難な専門性の高い織種などを対象とする場合にまが裂があり、その場合マネジメント実施

者(MCr)機能は、人材提供企業の能力によって発揮される。

GSAは「民閉会社から鑓供を受けるJと定義(*1)している。

マネジメント実施者の業務は、発注者の業務そのものだが、発注者自身の業務はマネジ

メント鮪守サービスではない。業務均秒間からの提供される行為として行われるとごろに、

マネジメント契約(MC)サービス、マネジメント実施者(舵:r)の存在意義がある (*3)。

4. 1・3 代替え機能

4・1・3・1 建設生産システムの伝統的な機能

従来の建設生産システムの代替え(Alt釘 native)機能とは、従来(Original)の建設生産シ

ステムが持つ要素を置き後える点に特徴がある。伝統的な建設生産システムとは‘ (図

4・1・2)に示されるような菱本形態を備えるシステムである。
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( 1 )設計直営 ・施工外注システム

(Own Design and Award Construction System) 

(2 )設計施工分離外注システム

(Design and Award Construction System) 

(3 )設計施工システム

(Design-Construction System) 

(4 )性能発注システム

σ'urn-Key.or Perfonnance Specification System) 

(図 4・1・2) 従来の建設生産システム

これらの従来の各建設生産システムは、 (表 4・1・5)に示すような機能や特性を

備えている。

(表 4・1・5) 従来の建設生産システムに対する代替え特ti

建設生産シ J.T A 総書仁tって K替え置量的要不要

従来の建設生産システムの特性 (1) (2) (3) (4) 州側主 (1) (2) (3) (4) 

受注者が完成責任を負う。。。。俊 不 不 不 不

受注者が環疲担保資任を負う A 。。。優 不 不 不 不

着工前に工事金額を確定が可能。。。。イ憂 不 不 不 不

当事者間に対立発生の恐れ。。。A 劣 要 要 要 要

発注者にリスク負担の恐れ。。ム X 劣 要 要 婆 不

契約対象が一段階に固定。。× × 劣 婆 婆 不 不

契約対象が複数段階 × × 。。優 要 要 不 不

受注者の運営管理が不透明。。。。劣 要 要 要 要

受注者選定の価格重視。。A X 優 不 不 要 不

受注者選定の能力重視 X X 。。優 要 要 不 不

0優先的に機能 A機能する場合も存在 ×機能の可能性なし

代替え機能の基本的な方向は、 「オリジナルシステムへの回帰」である。オリジナルシ
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ステムとは、建設生産システムの最も初期の「直営工事のシステムJである。それは、発

注者側樗讃的なプロジェクト運営の櫛Eや能力を保持し、受注者に過大なリスクを押し

つけないということで、オリジナルシステムの時代に手中に収めていた要素、すなわち多

くの管理機能、管理責任、より多くのリスクが発注者の手中に残る。マネジメント契約(M

C)システムの採用により、発注者の手に多くの管理の機能や責任、リスク均壌ねられる場

合は代替え率が高く、受注者の手にそれらカ要ねられる場合は代替え率糾lfい。

オリジナルシステムへの回帰を 「マネジメント契約の代替え機能の尺度」と考えた場合、

この機能を構成する基本的な要素は、 (表 4・1・6)に示すように、緊張張関係の緩

衝 ・解消」と「マネジメント機能の活性Jの2点に集約される。

(表 4・1・6) 代替え機能の基本的な要素への集約

代替え機能の基本的な機能

?~;/ j';ト鮒システム匙織の絹械の翻駿 軍事関幅町E画す~~. j';ト勧灘l
各段階毎の不連続な管理

ユニオン対策の過大なリスク '

大幅な工期遅延の頻発 o ，_". 、，'，

契約上の厳しい緊張関係

契約上の全リスクの発注者負担

物価高臓のリスク

コス ト の不透明

調 逮 の 不 透 明 ，1 

4・1・3・2 緊張関係の緩衝

( 1 )緊張関傍の存在と緩衝の方法

米国は、契約だりが調瑠間を結びつける契糊士会である。主張が食い違い、利害地f相

反すると、直ちに論争が起こり、決着に至るために法廷闘争に持ち込まれることは、日常

茶飯事とされている (*12)0 契約期間中、当事者は心理的に常に緊張関係を強いられ、精神

的にタフな米国人にも、耐え難いときがある。

筆者が米国のモトローラ本社を訪問したことがある。応対した米国人建築技師は、日本

モトローラ社に出向し、日本の建設会社に工場を建設させた経験があった。彼は「日本で

は、同僚の日本人技師は、契約当日は非常に浮き浮きと纏しそうだつた。工事業者逮は契

約前から工事完成まで一貫して劫子的な態度を堅持していた。日本のシステムはナンバー

ワンである」と言い切った。米国では、発注側の担当者は、工事を発注する際になにか手

落ちはないか、難場帝結してから業者から文句をつけられることはないか、と不安な気持
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ちを抑えきれないそうである。米国では、発注者は契約時も工事制守中も‘緊張状態を余

儀なくされていることがわかる。その騎馬緩和均立夫された。

マネジメント契約(MC)システムには、緊張関係を緩和させる機能として.パートナリン

グ(Partnering)機能とリスク軽減機能の二つが上げられる。

(2)パートナリングの機能

パートナリングは当事者の対立関係を緩和する目的で誕生した。具体的な誕生の動機は、

関係者の仕事上の対立を減らし、工程促進、工事の質の向上、工事価格の縮減、適正利益

の確保、建設産業のイメージ向上などであった(*13)、とされている。

(図 4・1・3) パートナリングによる提携関係

パートナリングの手法は、具体的には関係者全員が一体感と共通目標を確立するために、

(図 4・1・3)に示すように、信頼、継続、持直利益を基鑓とした提携関係(Allianc

巴)の組織を作るい14)ところから始まる。勤時は、円卓的アプローチによって見解の相違

を調整し、協定書仏gr閏間lt)、契約書陥訂ter)、明細書(S句t側飢七)を策定し、関係者会

員の梢尋したルールと結論によって、工事が履行することを確認する。パートナリングを

促進するために、その成果によって産み出された手1監は、 Allianceの構成者会員に還元さ

れることを予め約束することもある。

マネジメント契約(MC)システムに、パートナリング地鳴用される場合マネジメント実

施者(MCr)は、発注者に有益な助言を与え(キ15)、必要な支援を行い(*1)、受注者との聞に

立って発注者のrOlI投をつとめ(本2)、パートナリングを主宰して紛争が生じた場合の、解

決者の役割を果たす。

従来、米国では、コンサルタント、ぜ術士(Prof，ぉsiona1Engineer)、建築家(Archltec

t)、弁護士などの知的専門家が、発注者の革l脳鶴のために有効な役割を果たしてきたが、

マネジメント実施者は、 (図 4・1・4)のように、彼等より更に自発的な行動性やあ

らゆる要件を備えることで、発注者が要求する役割を果たす可制全を期待される。
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(図 4・1・4) マネジメント契約(MC)によるパートナリング効果

(3) リスク車お減の機能

緊張関係の発生は、リスクの存在にある。リスクを軽減出来れば、緊張は緩和できる。

マネジメント契約(MC)システムには、リスク負担を巡る緊張緩和の機能がある。

従来の建設生産システムで大きなリスクが発生したのは、当事者に早い時期に決断を迫

ったからである。あまりに早期に予測を立てると、不確定要素が多くなるとと、リスク発

生要素を見落とす確率か寓くなること、などの理由でリスクは大きくなるο 発注者はリス

クを回避するために、受注者にそのリスクを負担させる。受注者は、そのリスクを見Z賞金
額に盛り込むので、工事金額は高価になる。発注渚は、マネジメントの実節目分も受注者

に委ねるので、次第にリスク管理の当事者能力を喪失し、更に多くのリスク負担を受注者

に押しつげ、ますます工事金額は高くなる、という循環をたどる。

リスクは予測できない不確定要素で発生するから、受注者が被る大きさは、受注者の見

込みより大きい場合も小さい場合もある。被害が予測よりも大きい場合、受注者がリスク

に備えていた金額を超える部分は、受注者の損害となる。この損害は、クレームによって

受注者は発注者から回収し績害を補填する。被害が予測より小さい場合、受注者がリスク

に備えていた金額を下回り、その黍l除は最終的に受注者の草l監となる。発注者は、受注者

の損害を補填に迫られるが、受j主者の剰余を回収することは出来ない。このことに気づい

た発注者は不公平感を抱くに違いない。リスクを抱えた受注者の先行きに対する不安感に

リスク負担を理由に損害要求を突きつげられる発注者の疑Il:暗鬼の感情がぶづかりあって、

両者間に関長関係が出来上がる。

決断のタイミングを遅らせても調整可能な領域を出来るだけ長期間残しておくことがで

きれば、物価高械や条件変更なと'のリスクは小さくかっ少なくなり、クレームは減少する。

マネジメント契約(MG)システムでは、当事者に早期の決断を迫らない。早期決断を迫らず

決断を遅らせることが可能な理由は、 t錦町在工方式(PhasedConstruction Syst倒)を採用

できるJ点にある。段階施工方式とは、騨駒に設計を進めながら、設計が完了した部分か
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ら段鞠切こ工事を発注する方法である。この方法を採用すると、 (図 4・1・5)に示

めすように、従来の方法(いっぺんに全部の設計を済ませて、封道図の工事を一度に発注

する方法)に比較して、予測時期 (A)を発生時期 (8)に接近させることができる。

話十 i予測時期 工事 i発生時期

A← TO →B ~O) Schedule 
設計 工事

PhasωCons訂uction
A← Ta →B Schedule 

リスクの大きさ

RO 

Ra 

発生1時期

時間

(図 4・1・5) 予測時期とリスクの大きさ

リスクを予測する時点を、工事の着手時期に近づけると、予測の確実度カ塙まり、確率

の少ないリスクは除外さ礼金般的にリスク見込み窒は小さくなる。その車彰菜、リスクの

減少(消滅ではない)と発注者の制等しやすいリスク負担の低減が、メリットになる。

リスク負担を受注者に求めなげれば、未確定部分に対応するための予備費を、発注者の

懐に残しておくととが可能になる。工事費の見積金額は縮減し工事金額は減少する。

発注者は、見議時または契約時の予測より大きな被害には予備費による様壌が必要だゐえ

予測より小さな被害には予備費を使わずに済み、寮除金として発注者の懐に残る。受注者

は、現実に見合う金額を手にするので不満はない。リスクの大小lこ限らず、当初の予測に

対する越島の有無を問わず、実際に費やされる支出に、当事者達は納得しやすい。

4・1・4 マネジメン ト契約システムの機能の二菌性

マネジメント契約システムが、 2つの機能から成ることを検証したが、それは、発注者

とマネジメント実施者を、以下の原理で結び付けていることを意味する。
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0発注者機能の補完の原理

マネジメント実施者は、発注者の組織檎成員に等しむ暢能を持つ存在であり、その究極

は、発注者そのものの姿である。

ぴ従来の建設生産システムの代替えの原理

マネジメント実施者の発注者との契約上の関係は、先に述べたワーク契約の相手であり.

その究極は、 3背負契約業者そのものの姿である。

マネジメント難句システムには、相反性を持つ二つの機能が何らかの形で内在している。

発注者カ朝待する効用に応じて、採用されるシステムの機能が備える比重が決定される。

各機能は、 (図 4・1・6)に示すような効用が期待出来る。

代替え機能をまったく期待しない場合は、従来の請負契約のシステムと同じになり、発

注者のリスクは小さく、受注者であるマネジメン卜笑施者のリスクは大きい。マネジメン

ト契約システムは、代替え機能の 0%から 100%の問にも、無数の形態均年躍しうる。

情

耕

一

酬
算
一時

一

高

い

T
匿到

j人桁欄知。;

受注者のリスク小 発注者のリスク大

雇用契約の原理H同僚の増員による補完

代

替

え11請負業料l←
機

官巨

→匿歪習

人材提供契約の原理同外部化による補強補完 受注者のリスク大 発注者のリスク小

リスク軽減の機能

低材JJ6Jj.: 

い|請負契約J

低い←

ー圃
!性自暁注契約'

→高い

緊張関係の緩 衝 要 素

補完機能の率

パートナリングの機能

マネジメントの連続性 (図 4・1・7) 補完 ・代替え両機能の関係

マネジメント機能の活性要素

情報の透明性 このようにマネジメント契約システムは、補完機能と千晴え機能の両軌座標の 0%から

100 %の問に、無轍の~!1l;が存在することが分かる。との可能性が、マネジメント契約シ

ステムに多様性を与え、建設生産システムを多様化させ、市場の調達制度の多様化につな

がる、と考えられるのである。

(図 4・1・6) 二つの機能が果たす主な効用

この二つの俊能が‘とのシステムに同時に内在していること、しかし内在する機能の比

重がシステム毎に異なること、そのために実際の目的に合わせたシステムが、その笥渡作

り出されること、などの理由によって、実際に運営されているマネジメント契約(舵)シス

テム明婚は、 (図 4・1・7)の直交座標系で示されるように、この座擦の中に無数

に存在する可能性がある。

つまり、補完機能を 100%発揮する場合のマネジメント実施者の存在は、発注者そのも

のの立場になり、補完機能がまったくない(0%)の場合は、請負業者そのものの立場にな

る。マネジメント笑施者の存在は、発注者と請負業者の問を動き、ここに無数の形態の可

能性がある。発注者が代替え機能を 100%期待する場合のマネジメント契約システムでは、

発注者のリスクは大きく、受注者であるマネジメント実施者のリスクは小さい。
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4-2 マネジメント実施者(舵c)の要件

4・2・1 マネジメント契約の実施者(丹actitioner) 

米国では、開業医や弁護士など「直接その現場で笑務に従事するJプロフェゥショナル

な職業の組織や個人を‘Practitionerと称する。知的専門職のマネジメント契約の実務に

従事する組織や個人のマネジメント実施者も、任actitionerである。 ω仏Aが rConstru
ction Manager (α仕)の選択は、選議塚、管理技郁1者、法律家のような専門的なサービス業

務の選択と同じ意味を持つ」と記述している(*1)のは、そのあらわれである。

マネジメント実施者は、プロジェクト組織の中では個人を指すが、システムや制度の中

で述べられる場合は、マネジメント契約サービス軒続提供する「業者Jを指す。

新しい市場が倉l臆されると、その市場の担い手が既存の組織から転身や進出を図ること

が多いが、米国では、マネジメント契約(MC)のPractitionerには、以下のような既存の職

業からの転身又は進出の可能性が考えられているい2)。

0建築設計家(Architects)

0建設コンサルタント樹精(Engineers)

O総合建設会社(GeneralContract日間)

0マネジメント専門コンサルタント (Manag，四時ntConsul tants) 

O不動産会社 (HealEstate F irms) 

0電子計算機ソフトウェアー封土仙刷 町 SoftwareCompanies) 

O企業に蜘去する技者間(IndustrialEngi口町s)からの転進者

0一回良の専門家及びその他(SelfAppointed Exp町 ts制仇hers)

これらの Practitionerが元来備えている機能や能力は様々であり、発注者がマネジメ

ント実施者に求める要件も、プロジェク ト毎に異なる。発注者が求める要件の合格者がマ

ネジメント実施者として選定されるととか主恩想である。そのためには、マネジメント笑施

者(MCr)が備えるべき基本的な要件と、個々のPractionerの持つ機能や能力の傾向を明ら

かにするごと由主必要である。

なお、 「要件Jとは備えることを要求(文は期待)されている機能、 「機能Jとは能力

を発揮できる{訴Eみ、と規定する。

4・2・2 各樹菊がマネジメント実施者に期待する要件

マネジメントが備えるべき要件に関しては、米国では数多くのガイドラインや論文が、

発表されているい3)(叫が、マネジメント契約システムに関わる公約機関埼玉期待している

要件について、検証してみることにしよう。
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4・2・2・l 米国土木学会(AS促)

ASCEが期待するマネジメント実路者(MCr)の婆件は、以下のように、学会論文集(*5)に

発表されている。

イ企業の安定度

ロ従業員の能力

ハ財務力

ニ E般若経験の深さ

ホ古術力

へ過去の成功例

ト倦報システムの整備状況

チ問題解決能力

リ情l腹の適応性

ヌコミュニケーション有E1J

ルマネジメント揃待

オ契約管理術

4・2・2・2 j野繍過す(G鈷)

GSAが規定するマネジメント実施者(MCr)の基本的要件は、 i野原周到願リのTlTIE41 

(*6)に記述されている。

イ 専門的なサービス業務を謝をする資格

ロ 専門分野に織亙して蓄積した経験

ハあらゆる樹齢広範な業務遂行能力

一 発注機関の手Ij益を守るための実行カ

ホ過去の期以プロジェク卜の経験

へ主要従業員の能力 ・適性

ト マネジメントの適応性

4・2・2・3 米国総合建設業者協会(AGC)

AGCが規定するマネジメント実施者(舵r)の基本的劃牛は、当協会が発行するガイ ドラ

イン (*7，時)に列挙されている。

イ 既往菊似プロジェクトの成功事例

ロ 発注者 ・設計者の推奨 ・鞘面

ハ 主導性 ・蹴剛生を発揮する行動能力の立証

ー 既往のマネジメントシステムの成功事例の誇示立証
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ホ Value Engineeringを実施する知識や経験

へ In-Hause S凶行の能力と専門的知識

ト I也元業界の評判と調室・工事完成の能力

チ労働問題の知識や克盟能力

リ 安全衛生雇用環境問題の樹見 ・規制の知識

ヌ 経済的責任負担能力と最高保証金額提供育E1J

ル僻突の計画・実施のための知識と古肋

オエ翠を自ら実施する能力

4・2・2・4 米国建築家協会(AIA)

AIA岩槻定するマネジメント笑施者(舵r)の要件は、当協会均e1'Tしているハンドフ・ツ

ク(*9)の 2.1に、記述が見える。

イ 設計期間中の発注者の代理役

ロ 施工技術 ・施工性に関する助言

ハ材料 ・製品に関する助言

ー 建設市場の軒牛に関する助言

ホ期信十函に関する助言

へ原価に関する助言

ト 購入 ・納入時期に関する助言

チ契約区割りに関する助言

リ 入札 ・交渉の調整

ヌ工事契約のマネジメント

jレ醐伽蜘町]瑚刷暁

オ工事の財務責任を引き受ける存在

4.2・2・5 米国CM協会旧制)

側A.~が規定するマネジメント実施者(舵:r)の要件は、当協会が発行している基準作1) の

IIIの 1.0のGenera1Q国 lificatianCriteriaに、記述がある。

イ 間程度のプロジェク卜を経験 ・成功させた事例と能力の立証

ロ従業員倒防と企端臓の適応性

ハ過去の顧客 ・向業者の評判と経営上の安定度

一 該当プロジェクトに対する提案の妥当性

ホ発注者の目的に対する理解

へ プロジェクト要員の能力 ・適応性

ト 地元事情の精通
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チ 発注者の工期・予算目療内での完成宮w;とマネジメント術

4・2・3 要件の性向

マネジメント実施者に期待される要件を、補指全とイで管え性に鐙理して、傾向を調べて

みよう。なお、

補完性とは、発注者治Z備える特性、発注者を附予する能力、発注者の立場に立つ思考能

力など、補完機能を発揮する発注者側の役に立つ性向。

代替え性とは、企業が備える袖鈷向、請負契約の履併E1Jなど、代替え機能を発揮す

る請負業者の企業基盤に役に立つ性向、を指す。

4・2・3・1 米国土木学会(ASCE)

ASCEの期待する要件は、 (表 4・2・1)に示すように、代替え性向が大きい。

(表 4・2・1) 必CEの蛸寺する劃牛の性向

ASC日癒する要件 補完性 代首i性

イ銭彼~ 。
E縫員f勧 。。
1¥蜘 。
ニ溺機時総 。。
本繍力 。
ヘ猷倒閣 。。
ト鰍システム纏糊 。。
チ際競縫力 。。
リ稼噛性 。。
1コミェニトショ泡力 。。
ル7ネシ.j.')ト鱗 。。
オ鶏管理描 。。|

該当数 9 12 

性向率(紛
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4・2・3・2 連邦誠童庁(GSA) 4・2・3・3 米国総合建設業者協会(AGC)

GSAの期待する要件は、 (表 4・2・2)に示すように、補完位向が大きい。 AGCの期待する要件は、 (表 4・2・3)に示すように、代替え性向が大きい。

(表 4・2・2) GSAの期待する要件の性向 (表 4・2・3) AGCの期待する要件の性向

GSA機械件 補完性 備え性 AGC機宣する欄干 補発性 l蹴性
イ専怖t-t'J..務摘する資格 。。 イ雛醐7・0;/~7ト械功繍 。。
ロ鞠野!.:織して綴噸 。。 日樹・諸君制緩摘 。。
1¥あら腕織磁藁桟礎控IJ 。 1¥主灘・蹴俊競f硝翻遊 。。
二党調航船守るt;Jj/蔚力 。 ニ艇初すネグメントトシ'J..'jA械勝航続誼 。。
本通政糊7・ロシ・ ~7ト嚇 。。 本ValueEngineering捕する織嚇 。。
へ主灘員側適性 。。 へIn-HouseSta封樹t守蹴書 。
ト7tγメYト町量聡 。。 ト臨界繍再t謎's誠噺 。。

該当数 7 5 f繍際自町鴻報盟組 。
特性率(%) 58 リ鐙健闘醐璃嚇・繍嚇 。

ヌ繊繍餓鐙力t鼠値銭欝駒 。
ル帆稲・鶏紛た制緩t勧 。
才I車を自鳴紬 。

該当数 7 1 1 

特性率(刻 39 51 
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4.2・3・4 米国建築家協会(A1A)

A1Aの期待する要件は、 (表 4・2・4)に示すように、補完性向が大きい。

(表 4・2・4) AIAの蛸寺する劃牛の性向

AIA曜邦要件 制ヲモ性 橋治

イ謝野抑癒蹴1磁 。
日j阪繍・革I位閣する臆 。。
11 U科舶:防る前言 。。
ニE霊硝係僻;酎る助言 。。
事籍調請する腐 。
ヘW.i閣する慌 。
h踊人・似醐崎する助言 。
H約闘り閣する脂 。
1} 入札・碗耀 。
jl]珊加わ，.';ト 。
ル鵬貴紳蛸骨頂瞬州搬 。
オ工事側駁悦引き受11る舵 。

該当数 8 7 

出向的) 53 47 
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4・2・3・5 米国CM協会(α仇A)

A1Aの期待する要件は、 (表 4・2・5)のように、両性向均ヰ吉抗する.

(表 4・2・5) CMAAの期待する要件の性向

ω1M峨rm要件 有続性 K昔正性
イ幡町7・D;/:<7卜搬・蹴批事問t脚 立証 。。
口錦町勧t倒働蹴 。。
1¥厳舗客・際叡糊と皇室t彼謹 。。
ニ詰アロシ・ェクトに柿働部 。。
ホ脇町目的附する燦 。。
ヘアロシ・ェクト顕樹]・蹴 。。
卜煙元事側E 。。
チ完iJ:~Q)瑚 ・ 予算目壁内での競識とすわ， j.'/卜前 。。

該当数 8 8 

性向率(%) 50 50 

4・2・3・6 各機関が重視する機能と期待する性向

4・1・1・2で、明ら

糾こした繍跡、マネジ 糊鰍|一回 一回

メント鶏令システムで重視 | 

する機能と、 4・2・3・臓ともに鱗 l一一;一一一一;--Ic山1
1から4・2・3・5の検 1 1 

証で明らかにしたとれらの

各機関がマネジメント実施

者に期待する要件の性向の

関係を整理すると(図 4・

鰍酬鰍iベ-EW--j-一一回 ー-回

58 53 50 51 57 性向附

続性描t← 中間 一倦述。魯t

2・6)のようになる。重

視する機能が同じでも、要 (図 4・2・6) 各機関カ糊待する機能と要件の性向

件の性向に対する期待度が異なることが分かる。

補完機能への期待は、 GSAが、代替え機能への期待は、 ASCEが大きい。

4・2・4 各機関が期待する要件の重要度
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4・2・2に示した、各機関が期待するマネジメント実施者の要件を、共通要素毎に整

還して集計すると、以下のようになる。

間 観 椴 紛J 8件

実績の蓄積 7件

マネジメント技術 6件

発注者を理解擁護 5件

従業員の能力 5件

企業の安定 4件

施工樹肋 3件

外部の評価詔ヰJj 3件

コミュニケーション 2件

コスト意識 2件

市場地元の精通 2件

企画提案カ 2件

マネジメント期在者の要件に対する期待度は、問題解決官肋、実績、マネジメント技術、

発注者の理解j揺菱、従業員等の要素に集中している。とれらは、マネジメント実施者の選

定にあたって、影響を及ぼすと考えられる。

4・2.f) 既存の企業、職業が備えるマネジメント実施者の適性

4・2・1で挙げた既存の企業や職業について、マネジメント契約サービスの提供能力

の潜在力を検討すると、 (表 4・2・6)に示すようになる。重みの配布、は、 4・2・

4で錯十した、各機民1か鴻階する重要度の件数を用いた。検討対象には業界トップクラス

を想定し、検討に当たっては、米国の大手建設会社の経営者と建設コンサルタントの専門

家の助言を得た。
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(表 4・2・6)既存の企業・職業の適性の倹討

問 実 マ 発 従 :i'E 施 タト ココ 市 企 総

題 績 ネ 注 業 業 工 部 ミス 場 画 -e コ
解 の ジ 者 員 の 技 のュ トI也提 点

決 蓄 メ を の 安 術 評 意 フE案 数

官E積 ン理 能 定 力 価 ケ識 の カ

カ ト解 力 評 I 精

技 機 判 シ 通

術 護 ヨ

ン

重みの配点 817 615 514 313 212 212 49 

建築設計家。。。。。 。。。38 

uコyサルタント苦情書。。。。。 。。。38 

総合建設会社。。。。。。。。。。。。49 

7ネシ'メY卜専門コンサ砂川。。。。 。。。33 

不動産会社。。。。。。。。。。41 

章子措置y7トウェ7-会社 。。。7 

脱サラの技術者。。。。 。。。。。37 

-~iQ)専門家Eびその植。。。 。。。。。31 

(表 4・2・6)の検討結果によると、総合建設会社、不動産会社の浴在力に対する

評価地塙い。現場経験ある転進者やマネジメントの専門家が建設コンサルタントtf'0ir者と

同等の評価を受けていることは、日本での常識とやや異なる印象を受ける。米国の特徴と

して、専門性の高い個人への高い評価があることがうかがえる。
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4-3 マネジメント実施者(舵:rJの選定

4. 3. 1 選定の思想

マネジメント実施省・の確固たる選定方法は、マネジメント契車怖11度の歴史が新しい三と、

選定に主観が入りがちなこと、非公開の場合が多いこと、等の事情のために、米国でも、

まだ定着していないといわれている。

初期の騨皆では、マネジメント契約(MC)サービスが従来の建設生産システム (Tradition

al Construction Project Deliv町 Syst倒)と異なる、との認識利引こ彊局された結果、

マネジメント実施者を、設計者やコンサルタントエンジニアと同じカテゴリーの専門家集

団(Prof<臨 iona1)である、と理解して、その選定芳法を転用した事例が多かった。そのた

めに、マネジメント鯨沸l鹿への理解不足も原因して、係争が多発した作1)。マネジメン

ト実施者の選定の基本的な思想は、マネジメン卜期首者に補完機能を求める場合と代替え

機能を求める場合の二つに、大別される。

4・3・1・1 補完機能を目的とする選定

発注者が、自らの機能を補完するために選定するマネジメント実施者は、発注者の一員

としてのf鑓蛇果たすことを期待される。この場合のマネジメント鶏在者の選定は、発注

者の人事責任者が、自分の従業員、同僚や笥T下を雇用するのと、同様の意味を持つ。補完

機能目的のマネジメント実廊者の選定思想は、個人の雇用契約に通じる、と考えられる。

4・3・1・2 代替え機能を目的とする選定

一方、発注者が代替え機能を求めて、マネジメント契約システムを採用する場合、マネ

ジメント実施者は、発注者との聞に契約を介在させた一方の当耳靖である。その対極の代

替え率0%のマネジメント実施蓄は、ワーク契約、即ち請負契約の実施者の立場に立つ。

代替え機能目的のマネジメント実施者の選足思想は、請負業者の選定に通じる、と考えら

れる。

4・3・2 信人の雇用契約の仕組み

補完樹投目的とするマネジメント実施者の選定守担は、個人の雇用期初仕組みの中

にあることを、先に述べた。

日本では新卒者以外の公開された労働市場は存在しない(*2)が、米国では転職が多いの

で、中途採用を自的とする個人の育.E1J水準に応じた、多樹主のある労働市場が関かれてい

る。企業は、必要に応じて人材を募り、雇用するために雇用契車場守款(Stan也rdof Emplo 
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知町ltAgr阻n飢 t)を備えている。

米国の常識的な雇用契約の--ol1に、筆者7)症験した TAC(TaiseiAmerica CorpOration) 

の Emplo抑制tBandbookを取り上げる。

企業は、まず採用者に与える仕事の種類、期間、分量.水準などを設定する。企業にと

って、自らが備える機能の現状に対する認識なくして、雇用の必要性の認識や、雇用の動

機は生まれないe

種類を明らかにすることにより採用者の職権を、期間を明らかにすることにより採用と

解雇の時期を、分量を明らかにすることにより採用人数を決定することが出来る。

水準とは、仕事の質に対応する採用者の階層や格のことで、例えば所長(ProjectManag 

er)、責任者(Manager)、主任櫛市(SeniorEngineer)、補助員(Assi試制)などを指す。

これらの要点が明らかになった時点、で、採用者の給料やその他の待遇が決定される。

企業は、業務罫牛(仕事の内容など)と雇用条件(期間、給料、ポストの俗、動欄間IJ

など)などを告示して、希望者を募る。告示には、仕事の内容や待遇に適応する裏付けと

なる要件として、応募者が備えるべき必要な実綾、経験、経歴などの水準を付記する。

告示を見て、その内容と条件に梢等した者が希望者として応募する。企業側は、応募者

の備える要件の事実を確認審査する。採用定員以上の応募者があれば、その中から選抜す

る。その選按は応募者間の質的な要素の比較であり、応募者が金銭的な晶子示をして、競争

するわけではない。

ιL上のプロセスは、一番先に仕事の内容があり、それに付随して決まる金銭的条件があ

り、その条{牛を受け入れる者が応募して、質的比較競争によって採用に至る、という過程

をたどる。採用候補者が登場する前に、金銭的条件が確定していること科轍である。

4・3・3 ワーク実施者の選定と手}I慎

代替え機能を目的とするマネジメント実施者選定思想は、請負契約と同じことを、先に

述べた。米国の常識的な請負難。の選定例である競争入札の甑歯を取り上げる。

発注者側は、まず発注する仕事(建設工事など)の内容を決定する。その内容は、設計

図面(Drawings)、数量表(Billof伽antity)、仕様書(S阿 ification)に具象化される。設

計図面は仕事の種類、数量表は仕事の分量、工事蓄は水準を示している。

ついで、その仕事を履行する条件(工期など)が決定される。

発注者は、以上の書類を備えて、入札の告示を行う。その告示を見て入机希望者が応募

する。外融府の例をとると、入札者の資格をまったく制限しない場合もあるし、入札者の

資格に条件をつけることもある。全員に入札を認めるが、入札後に洛礼者にのみ資格審査

を行う州政府もある。

入札の合否は入札価格によって決定し、最低価格を提示した入札者が落札する。
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以上のプロセスは、一番先に仕事の内容があり、それに付随して決まる質的条件があり、

金銭的な条件をつけずに応募者を受けい札発注者にもっとも有利な金銭的条件(最低価

格)を示した者カ鴇用に至る、という過程をたどる。採用関商者が登場した後に、金銭的

条件が出てくるごとが特徴である。

4・3・4 マネジメント笑施者の選定原理の要素

4・3・4・1 康問契約とワーク契約の相違

( 1 )雇用契約の仕組み

雇用契約の白姐みは、先に金銭的な条件埼玉確定している選定過程に加えて、雇用される

者はあらかじめ契約されたとおりの報酬を受け取る、という生産要素・用役提供者の立場

にあること (*3)カ均等徴である。

事業者は、リスク負担者(RiskTaker)としてリスクを負担することによって、利潤にあ

りつくか損失をこうむる。従業員は、あらかじめ契約された品質水準の生産用役を提供す

れば、企業の期実変動によるリスクを負担せずに、契約通りの報酬を取得を保証されてい

る。このことは、使用者と従業員の役割分担に、明1Iiな違いがあることを示している。

(2 )ワーク契約の原理

一方、ワーク契約、特に請負契約の原理は、金銭的条件が最後にあって、それが決め手

になる、という選忠盈程に加えて、発注者がリスクを受注者にも負担させる、というリス

ク分担(RiskSharing)を特徴としている。

ワーク笑施者(WGr)は、発注者に対して要求通りの品質水準を提供するという事業のリス

クを負担することで、事後に報酬1カE利潤として決まる (*3)のである。

4・3・4・2 価格依存と非価格依存の問題

(1川蹄依存の競争原理の機宣

価格依存とは、価格を競争原理にするが去で、金額カ唖めて大きな比重を持っている場

合に意義がある。これは、請負契約の業者選定の原理であり、代替え機能を白的とするマ

ネジメント実施者の選定の思想になる、と考えるととが出来る。

(2 )非価格依存の競争原理の概釜

非値踏依存は、金額が全体に占める比重が小さい上に、提供する生産役務や生産要素の

品質水準均自主の結果に大きな景簿を及ぼす場合に採用される。雇用契約で個人を選定す

る思想は、この非価書依停であり、それは品質依存と言い換えることもできる。

4・3・4・3 市場取引と相対取引

マネジメント実施者(MGr)の選忠範程を、取引行為として捉えてみる。

13-1. -

一鍛に売買や取引には、市場取引(あるいは鏡争売買取引)と相対(あいたい)取引が

い3)ある。マネジメント期間の選定に与える取引原理の彫響を考えてみる。

(1)市場取引の原理;競争性

市場開1は、耐告、品質、サービスなどの取引条件均5先にあって、取引栴手はあとから

決まる。先に決まっている条件に対して、市場閉里が働いて自由競争の勝利者が取引相手

となる。自由競争原理が!動く市場取引では、取引条件によって、相手を自由に変え、短期

的な取引となる。

(2)相附取引の原理，相対性

一方、相対取引は、取引相手が特定している。まず弼|相手を決めて、倒告、品質、サ

ービスなどの取引条件は、あとから決めるもので、 「はじめに相手ありき」が、市場取引

と異なる。先に取引相手が決まっている相対取引では、長期 ・継続的な取引になり、相手

が固定される。

4・3・5 各機関のマネジメント実施者選定事例と特徴

米国で実際に採用されているマネジメント実施者の選定方法を、具体的に各機関の約款

やガイドラインの中の提案や規定で見る。

4・3・5・1 米国土木学会(ASα)ガイドライン

ASGEは、以下のような手順のマネジメント実施者の選定のガイドライン(*4)を提案して

いる。

事前書類審査

|一次プロポーザル縮|

|二次プロポーザ凡審査|

| :融(面接)髄 | 

(図 4・3・1)ASGE提案のマネジメント実施者選定の手.]1頂

プロポーザルの具体的明示はない。逝常のプロポーザルは、技術提案が前提であるが、

金銭的な提案俣費償還以外の蜘概鴨川 F回の見殺り提出など)の可能性はある。

ASGE自身が‘意識して自ら提案したガイドラインの性格イ寸けをしているわけではないが、
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契約(WC)の競争入札智忍そのものである。

4.3・5・3 米国総合建設業協会(AGCjの規定事例

AGCは、マネジメン卜実施者(舵r)の選定に、以下のような手順を提案(*6)している。

-司--

プロポーザル柑姉提案にとどまっている場合はマネジメント実施者の選定思想は補完機

能の目的を重視し、金銭自慢集まで含まれた場合は代替え機能目的の要素も考慮される、

との認識が可能である。

同績格審査|

| 個人面談 | 

i融面談 |

|践肱よる2欄 |

|鰍選定|

4・3・5・2 連邦政府一般調達庁(GSA)の規定事例

GSAは、マネジメント謝踏の選定方法に、公開(Formally-Adve出 sed)方式と胞管契

約(NegotiatedContracts)方式の二種類を規定作5)している。その手順は、官庁内に設け

られるマネジメント業者評価委員会(The倒 FirmEvaluation Boards)によって以下のよう

に行われ、その結果は、契約担当官に推薦され、業者と難。に至る。

応募業者が提出する公告回答やプロポーザルは、以下の方針で評価されている。

技都地ワな資格:業者の資絡(営業業種、経験、技術・管理の古E1Jなど)

業者の能力(工期内完成)

業者の既往実績(原価 ・品質 ・工期管理)

主要実務要員の資格催験、技術 ・管理能力、実毅筋の酪旬)

金設との事項:実質(Directco武)
経費(Gen邑ral/A伽linistrationExpences、Overheadand Profit) 

上記の実質(Cost)には、固定金額と実費償還の二方式の選択が出来る。

このほかに、民部艮度額保証型では、工家業者の落キl以前に、工事原価の見積り金額が、

決まっていなければならない、との規定がある。

GSAのマネジメント実施者の選走習担は、公開方式は市場取引、随契約方式では相対取

引の原理、選定手I1良から見る限りでは品質依存の補完機能目的であるとみなせるが、評価

方針には、代替え機能重視の傾向も見られる。特に固定金額の畠示要求の場合は、 ワーク

AGCのマネジメント業者選定の手順

各部皆において審査される、応募者の資格項目凶ぷ下の通りである。

予備資格審査:経歴、最丘の経験、資金能力

個人商談:既往実施事例、経歴証明

最終面談:プロジェクトに対するマネジメントの考えや方法の披漉する能力

最終選定:報酬(TheFee:Reimbursable Costを含む)

以上の選定プロセスでは、最終商談が終わって上位2f:b'J湖 Rされるまでは、 縮 機 能

目的の原理が働いており、最終選定には、代替え機能を重視した‘金銭条件が決定的な存

在になっている。

4・3・3)(図

一概
一

↓
同
競
一

i

亙
一査
一

一審一

GSAのマネジメント業者評価委員会による選定手順

随意契約方式

|プロポーザル珊|

医高言繍定

交渉

|審査 ・選定・蜘|

公開方式

l儲回答の評価

|有資絡業者の諮問IJI

4・3・2)(図

4・3・5・4 米国建築家協会仏IA)の規定事例

AIAが、通常の専門家集団(Prof間 ional)の選定に適用する方法として、建築諒十家の選

定に採用されている以下のような種類(*7)を想定している。

1 ;比較による選定(ComparativeSelection) 

発注者が複数の候補者を集め、それらをH識して最適者を選定する方法である。この場

合にはしっかりとした選定方針と面談カZ重要である。

2;直接の選定(DirectSelection) 

発注者が、複数の候補者の能力比較を行うととなく、直樹旨名して選定を行う方法であ

る。発注者に過去の採用実績があり、良好な信頼関係地謙信守されている相手の場合に多い。
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3;競争設計(Design伽関ti七ions)による選定

複数の候補者に設計安静を行って、最優秀の成果見を提出した者を選定する対去である。

コンサルタントやマネジメント実施者の選定の場合にはこの方法の応凋として企留提案や

プロジェクト運営実等を提案する競争提案(CαnpetitiveProposa1)によって、互いの提案

令比較し、その結果によって選定を行うごとがある。

ιL上のいずれの方法も、実際にマネジメント実施者の選定に利用されている。一般の請

負工事業者を選定する入札のような価樹衣存の競争ではなく、非価格依存、品質依存の競

争である。 1と2は、個人雇用の選定守想であり、 3は個人雇用の選定守想ではないが、

Fa'}j童いなく品質依存の競争である。従って3種類のいずれの方法も、補完機能を目的とし

た性格を帯びる選定方法に属する。

4・3・5・5 米国CM協会(CMAA)の規定事例

αω は、マネジメント実施者の選定に、以下の手)1債を提臨時)している。

公告回答

一般資格審査

|プロポーザ)~査定 |

細佼 渉

(図 4・3・4) C胤Aのマネジメント業者選定の手順

各部皆において審査される、応募者の資格事項は、以下の通りである。

一般資格審査:経験、従業員の能力、企業組織、評判、提案業務の質と節回

プロポ)ザル査定:目的の理解度、スタッフの能力、地元の楠亙度、マネジメント手段

報酪佼捗:期待される努力度が反映された金額

以上の選定プロセスでは、プロポーザル査定が終わるまでは、補完機能目的の原理が働

いている。最終脚皆の報AH皮渉で金銭条件カ啄されるが、最低価格が決め手になるわけで

はない。期侍される努力度とは、サービスの質に見合う金額を意味し、個人の雇用原理、

すなわち補完機能重視の思想に通じている。

4・3・5・6 最高限度額保証型のマネジメント実施者の選定

マネジメント実施都立、長初から最部良度額保証型のマネジメント契約サービスを引き
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受けるわけではない。一旦マネジメント実施者として選定されたあと、マネジメント実施

者(MCr)糾呆証するべき上断面格(臼ilingPrice)を、発注者との閉で合意した結果、最高

限度額保証型のマネジメント契約b嚇給される、というこ邸皆のステップを踏む。最初の

マネジメント実施者の選定には、競争性と相対性の2方法がありうるが、二段階自は相対

性が適用される。受注者がリスク負担をするという点で、代替え機能重視である。

4・3・5・7 各機関地重視するマネジメント実施者選定の思想

一般論として、マネジメント実施者の選定容器は、袖完機能と代答え機能の間にあり、

双方の樹各を併合させていると考えられる。その重視している傾向を直裁的に表現すると

(表 4・3・1)のようになる。

個々の機関が、自由競争原理の「競争也、価各競争力の「耐告依存J、リスク負担の

「代替え機能Jのいずれかを挙げておりながら、事酔のワーク瓢勺即ち請負業者選定のよ

うな競争入札制度のように、この3点すべてを求めているところは存在しない。

(表 4・3・1) マネジメント実施者選定の原理

取引原理 依存対象 重視機能

A S C E 競争性 品買・齢 補完機能

G S時 競争性 績・磁 禍ヲモ機能

栂対性 績・鰍 補完機能

A G C 競争性 品質依存 補完機能 l

A I A 競争性 最演依存 補完機能

C M A A 競争性 品質依存 補完機能

最高間度重臣証聖 相対性 価格依存 千晴え機能

4・3・6 選定の時期

マネジメント実施者がプロジェクトに携わる時期や期間は、発注者が決める。発注者に

とって、当面マネジメント実施者に期待しない時期であっても、発注者がマネジメント実

施者(MCr)の採用を決心した時点、で、直ちにマネジメント実施者を選定して出来るだけ早

期に雇うべきであり、設計者と殆ど同時期地望ましい、と言われて(時)いる。マネジメン

ト実施者(MCr)が、出来るだけ早期から参画する方が、プロジェクト関係者やプロジェクト

に対する理解が深まり、その後のプロジェクト運営に好影響をもたらし、プロジェクトの

成功につながること、がその理由とされている。
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4-4 マネジメント菊路(MCr)の責任とリスク

4・4・1 各マネジメント難場撤における責任の規定

米国の各機関のマネジメン卜期制款の責任規定の実態は、以下のようになっている。

4・4・1・1 費出見定の概要

米国のマネジメント契車守約款の責任条項(Responsibi1ityArticle)には、契約当事者

(The伽 erandノorThe舵r)栂折するべき業務材リ挙されている。その記述は「列挙さ

れているこれらの業務を実行する責任がある」ごとを意味している。責任(Responsibilit

y)の定義によれば、義務の不履行や違反に対する賠償 ・懲罰の罰則(Pena1ty)の規定を含め

ることで、契約責任が諮吉するはずだが、実際には公的な約款の規定の中に賠償 ・懲罰の

罰則のg2i!:Eは少ない。僅かに∞iNS1RUGI'ION抗ANAGEMENTREQ促~r FOR PROPOSALS GUIDE(* 

1)に認められる程度である。従って殆とゅの約款の責任規定は、 「ここに規定してある業務

を実行する義務がある」と解釈するのが正確であろう。義務はあるが義務不履行の罰則

(責任の追及)はない、ことになる。マネジメント契榊肢は、まだ歴史地噺しく知立も

少なく、研究成果(キ2.札 *4.*5，本6.*7)も少なく、明確な責任問題の規定が困難な現状であ

る(刈)ので、マネジメント契約の標準寺管設に、罰則の規定を取り込む程に統一された考え

が確立されていない、という考え方がある。罰則を設けてマネジメント実施蓄の結果責任

を追及しない、または追求出来ないのは、先に述べた補完機能目的における賓任のあり方

均等タ響しているから、とも考えられる。

筆者の経験では、米国の民間工事のマネジメント契約には、罰則条項を取り込んだ責任

条項城見定されていた。それは、期旬当事者間の力関係(樹荷力や財務力)や予測される

リスクを判断して決められていた。

4・4・1・2 責任規定の内容

各機関 ・団体は、模戦ワ款で契約責任の内容を、以下の表示のように規定している。

すべての約款が発注者の資信見定を設げながら、マネジメント実路者の貴信見定を設け

ていない約款(AGC、側AA)が存在することは注目される。マネジメント契約は、すべての責

任を発注者が引き受ける、ととを前提にしているように見える。

相場部長度額保証型のマネジメント契約で、マネジメント笑施者の責蝕肢を設けた

約款がない。 i合意した上F良金額を、マネジメント実施者が守らなければならないJとの

規定は、責任規定でなく糊句条項の最高限度額保証の規定である。最高限度額保証型のマ

ネジメント契約は、エージェント型のマネジメント契約に、上限金額(Cei1ing/地泣mumP 

rice)を守る責任を付与したものである。受注者の責任を規定しないことは不思議であるが、
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最高限度額を守れなかった煽合の懲罰 ・賠償などの対応処鐙が、どのように定められ運用

されるのかは、公には明らかではない(*針。

(表 4・4・1) 各機関 ・団体の契約上の費任の規定

機関 ・団体 約款番号 マ4シ・ r/卜契約QJU知事町鮫量EMCr煽慨

ASCE  なし あり

G S A エージェン卜型 あり あり

A G C 者500 最高F艮度額保証型 あり なし

#510 アドバイザー型 あり なし

#565 施 工 型 あり あり

A I AIA121/1倒c施 工 型 あり あり

8801/(弛 アドバイザー型 あり あり

CMAA A-l アドバイザー型 あり なし

ωIP-l 最司1艮度額保証型 あり なし

4・4・1・3 責任の分但

マネジメント契約の標鞠旬款における責任規定の現状は上述の通りであるが、プロジェ

クトの円滑な推進のために、発注者、設計者、マネジメント実施者たちの責任分担を考慮

する必要がある。具体的には、 (表 4・4・2)に示すエージェント裂の提案例(*10)の

ような責任分担を、プロジェクトの開始前に決定する。この例では、責任は履行義務を意

味し、誠実な態度によって履行した結果責任は追求されず、リスクは発注者に帰する。こ

の考え方は、既に述べた補完機能の原理である。
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(表 4・4・2) マネジメント・チームの関係者の責任(*10)

(PrOfE出 iona1ωns廿'UctionManaganent R箆 ponsibili七iesof Te銅 M銅 bersl

資 任 の 所 在

貨務(Task) 詩情

構想、と企画(丹ojectP1anning) • 
計画設計(DesignP1anning) 。

建設計画(ConstructionPlanning) 

施工方法(Co口氏ructionStrat叩) • 
事業工程計画(ProjectScheduling) • 
設計工程計画(DesignScheduling) 。

工事工程計画(ConstructionSch凶uling)

図面と仕様(DraWIngs飢 dSpecifications) 。

入札書類(BidDoCUll削tsーPrep町 chased) 。

入札の処理(BidProcess --Prepぽ chas凶) 。

円滑な促進(Expediti ng --Prep町 chased) 。

蜘 ti1k貌醤(ControlledA伽 inistration--Ditto) 。

承認された業者資料(ApprovedVendor Da凶) 。

入札書類(BidDo∞鵬ntsーConstruction)

入札の処理(BidProc間一Constructionl

働 ti1k諮濫(ControlledAdministration --Ditto) 

箇t蹴欄(Interpretationof Dwgs量Specs) 。

勝間t鎚(FieldSupervision and Inspection) 

，f'.sま遵守のための監視(QualitySurveillance) 

責務冬検査と受領(Fina1In勾 ection/Accep加 C巴) • 
供用開始(Start-up) • 

。全商的な責任(Excl凶 iveResponsibi1ity) 

O 主導的な責任(LeadResponsibi1ity) 

・ 参画(Participation) 

4・4・1・4 義務 ・懲罰 ・賠償

1:tγメント幾吉 治語l

• 。

。

• 。

• 。

。

。

。

。

。

。

• 。

• 。

各条項に記述される資自見定の実態は、義務の列挙であることを先に述べた。責任の本

来の意味は、義務を履行すれば責任を果たし、義務を履行しない場合は責任を追求される

ことである。費任の追及とは、被害や損害を懲罰や賠償による解決の要求である。

責任の追求と解決の方法は、マネジメント契約の忽忽J時院機能の重視にある場合は懲
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罰の性絡が濃くなり、代替え機能の重視にある場合には賠償の償措が浪くなる、と考えら

れる。賠償責任持性する場合は、被害者がクレームを出して相手が応ずる形を採る。解

決に至らない場合には、調停(Mediation)、仲裁(Arbi回 tio日)、裁判(La附 it)などの方法

治採用される。この解決手法は、ワーク瀦旬の場合と同じである。本論文で取り上げた個

々の標準語慌大には、懲罰や賠償の具体的な5自主は見あたらない。

4・4・1・5 僻会による担保

賠償責任を問われる場合、マネジメント実施者は、液疲担保貨任の能力を備えているこ

とが必要になる。マネジメント実施者に事故責任を迫られるきっかけは、車丘出された判

例の影響がある。間重する判例は、係争のあった1'11の裁判断で、散発的に出されている。

マネジメン ト契約に対する法律的な解釈は、コンサルタントや設計事務所などの既往の業

穫の仕事に対する解釈を援用することから始まったが、マネジメント契約を特定する新し

い解釈が力日わった。それらによると、現場安全、過失不実需見、不適切な監理による受注

者の損害、マネジメント謝路桝桁する契約の磁波防止、不樹子為に対して、マネジメ

ン卜実施者は責任がある(*11)としている。

従来の{験では、マネジメント契約(MC)業務に対する担保を取ることが困難なので、側

AAでは 1991年以来、プロフェッショナル責任保険の開発を試みてきた(*12)0 範丘の新

しい動きとして、ロンドンのロイズシンジケートが、マネジメント契約(版;)運用のための

プロフェッショナル補償僻対E保に同意した(*13)ごとがある。 α仏Aでは α，1MCorrmende 

d Prof，箆 sionalLiabi1ity Po1icy標準を情l促して、 ωM会員に供与している。とのよう

に、 僻錦 l肢の整備カ楠提となって、マネジメント実施者に責任を持たせるととができる。

4・4・2 マネジメント契約のリスクの負担

受注書が全面的にリスクを負担するフルターンキー契約カ昔、一方の究極の建設生産シス

テムとするならば、受注者にリスク負担を求めず発注者がリスクの負担を覚悟する対極の

システムが、マネジメント契約システムの基本思慰、である。しかしその基本思想も、マネ

ジメント契約のシステムの形態を変える乙とにより、様々に変形される。

4・4・2・1 オーナー型

(1 )発注者のリスク

オーナー型は、発注者自身がマネジメント責任を持つ形態である。オーナー型には契約

の結果責任がなく、リスクは全て発注者が負う。発注者の設計や工事のリスク回避は、ワ

ーク契去りの元請負契約で、ワーク実施者の受J主者に転嫁して負担させる方法が採用されるa

(2 )マネジメント実施者のリスク
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発注者のプロジェクトチームに外部から参加するマネジメントスタッフ1;1，発注者の従

業員と同じ存在である。従業員の過失責任が、職務分割芝定などの範囲で追求出来ないの

と同様に、マネジメントスタッフの故意でない過失による損害を、賠償させることは出来

ない。発注者組織に参加するマネジメント実施者は、発注者組織の中の一員として、結果

責任から免れて、リスクの負担はない。

4・4・2・2 エージェント型

( 1 )発注者のリスク

エージェント型は‘マネジメント実施者が発注者に代わって、その意志 ・意図を忠実に

笑行に移す代理役を果たす形態である。マネジメント実施者の行動、提案、助言は、発注

者の指示や承認のもとで具体化される。発注者は、指示や承認の榔艮を行使することで結

果責任がありリスク負担を引受ける。プロジェクトチームの対外的な代表者をつとめるマ

ネジメント実施者が引き受ける公的責任は、内部泊守な手続によってプロジェクトチーム内

の実質責任者(発注者)に帰属するので、発注者が最終責任と全リスクの負担を引き受け

る。アドバイザー型も同じである。発注者のリスク回避の方法は、オーナーと同様である。

(2 ) マネジメント実施者のリスク

エージェント型は、マネジメント実施者と発注者が対却期系にない。錯誤のない限りマ

ネジメント実施者は、結梁責任もリスク負担もない。

しかし、発注者利寺つ指示や承認の榔良を、マネジメント実施者に委譲し、マネジメン

ト実施蓄が、発注者の持つ責任をすべて被り、リスク負担を引き受けるようなマネジメン

ト実施者が責任を負う契糊帝結は可能である。その場合、マネジメント実施者は、リスク

の負担やリスクを付保する保険費用を必婆とする。総工上のリスクを付保する保険費用は、

通常のエージェント裂のManag，倒防ltFeeに較べて遥かに高額であるとされるので‘実際

には全榔良を委譲する招ヲの採用は難しい、と考えられる。

ほかに、マネジメント実施者の過失責任を問う対去がある。例えば、 GSAでは、マネジ

メント実施者の過失に対し、以下の規定を設けている。この規定では過失か否かは、発注

者が判断するので、マネジメント実施者のリスクになる。

IF.3工事の遅延(DELAY OF WORK U即日 01l:lER∞悶"RAαo)

この契約のもとで、マネジメント実施者の過失や怠慢を原因とする範囲の停止、

i盛正、中断によるマネジメント費用港加の金額調理室を行わない。

この規定で金額調整均当子われない場合、その期間の出資はマネジメント実施者の負担と

なる。この規定は、発注者が余分な金額支出を拒んで・いるに過ぎないので、マネジメント

実施者が負う責任には、限界があることを示している。発注者の損失のすべてが補填され

たわけではないから、発注者は、マネジメント実施者の過失によるリスクから、全面的に

逃れるごとは出来ない。
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筆者が携わったエージヱント型のリスク対応事例を、 (表 4・4・3)に挙げる。

(表 4・4・3) 環耐過失責任に対する対応処砲の事例

このプロジェクトは、連邦政府指定の自然保謝似或(米国先住民の居留地を含んだ砂漠

地帯)の土工事と舗装工事が主体俳句3年の土木工事である。マネジメント実施者に対す

る責任問題が主題となった件数は、 41だった。

調査企画段階のマネジメント実施者の行為で問われたのは、環境アセスメントなどに関

わる問題で、すでにその結果を反映し諾十や施工の段階に入って手直しゃ訂正が必要とな

った。関係者の協議によって、理解不足、誤解、錯誤なとー原因を作った当事者を特定させ

て、費用補壌の負担者を判定した。協議の際の判断の基礎になったのは契約約款と業務分

担規定書である。協議の際に発注側か官在的になったり.受注側がおもねったりすること

はない。一見マネジメント笑施者の独断専横が許容されている減態のようだが、基本的に

は厳絡なJ~ールのもとに役割が分担されている。特に‘マネジメント実施者の専門的知識

に全面的に依存している様な発注者でも、企業者として不可欠な法措IJJ:の知識の熟知から

免嚢されるととがあり得ない、という瀦紡窪婆である。この邸皆でマネジメント実施者

の責任とされたのは、 6件中l件である。具体的には、マネジメント実施者の調査結果の

報告書に遺漏があり、その結果に基づいて作成した設計仕様警の不的確部分が原因で設計

をミスリードした責任を関われた。マネジメント期路は、発注者から手直しのための設

計費用の封ムいを要求された。マネジメント実施者は、自社カ討す保する設計保険で処理す

ることにしたが、僻食会社は、{府剣安済対象の自社設計でないことを理由に、支払いを拒

否した。僻会会社との簡で交渉が続けられ、2年半後に、保険会出=妥協して封ムいに応

じた。その問、マネジメント実施者側では、負担相当額を仔辱E扱いにした、と言われる。

読十掛皆のマネジメント実施者の行為で問われたのは、諒十業者料j断基準とする設計

仕様書の規定や設計指示書に関わる問題で、すでにその規定を反映し設計が終了している

か施工に入っており手直しゃ訂正が必要となった。協議の結果、マネジメント実施者の責

任に帰されたのは、 12件中2件だった。具体的には、準拠すべき規格を開室えて指示し

たことが原因で、設計をミスリードした責任を間われた。手直しのための設計と施工の費

用は、設計保険で処理した。難守章。款に、仕様や指示に対する設計者の照査責任耕旋さ

れてあったので、単純ミスのマネジメント責任から免責されるζとカ可能だった。
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施工段階のマネジメント実施者の行為で問われたのは、工事契約と施工仕様書の規定の

解釈を巡る係争事が多かった。施工責任は対象金額が大きくなるので、マネジメント実施

者が対応を間違えると、経嘗的に致命傷になるほどに深刻なダメージを受けかねない。こ

の時は幸いに、全ての責任から回避することができた。

マネジメント資任から免資された問題は、別に後述するクレーム苑盟にまわされた。

マネジメント責任を補填する{呆険制度は、米国でもまだようやく実用の絡についたばか

りなので、利益追求を目的としないマネジメン卜実施者が過失責任を負うことは、大きな

リスクとなる、と考えられる。米国でもとの問題は、今後も大きな課題とされる。

4・4・2・3 サービス拡張型

設計舷張型は、諒十難句の締結後、マネジメント契約を締結するものである。

設計マネジメント型は、マネジメント実施者に設計の実施をまかせるもので、リスク負

担では、双方の聞に決定的な相曜はない。

施工拡張型では、マネジメント実施者は、施工を引き受けた部分にリスクがある。マネ

ジメント謝在者が工事業者を引き受ける際に、メリットのある工事区分だけ引き受けて、

リスク負担を震ノNこすることが出来る。

(表 4・4・4) サービス舷猿型のリスクの負担

負担するリスク

サーヒ・ 1監事MQJJ!j I 発注者 マネジメント実施者

設計拡張型 工事リスク 設計リスク

設計マネジメント型 工事リスク 設計リスク

施工拡張型 設計リスク 工事リスク(引き費l1o現制-股)

請負拡張型 設計リスク 工事リスク (workcontractor時嗣能)

請負施工拡張型 設計リスク 工事リスク(ワーク実施割l綬11{'館構咽

請負鉱張型は、マネジメント実施者の責任で、ワーク実施者を選定して工事契約の締結

念行うものである。発注者は工事リスクをマネジメント実施者に、マネジメント実施者は、

そのリスクをワーク実施者の元請負業者に転嫁することが可能である。

議負施工鉱張型は、施工t広張型と請負拡張型の双方の性格を合わせ持つ。マネジメント

実施者が、あらゆる施工上のリスクを負いながら、マネジメント実施者は自身が施工する

部分はリスクを負担し、他の工事業者の施工部分は彼らにリスク転嫁が可能である。

4・4・2・4 最高限度額保誼型
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(1)発注者のリスク

長部長度額保証型は、エージェント型の契約に工耳費の短高限度額保証条項が追加され

た形態である。発注者の予算超過リスクだ11に注目すれば、発注者のリスク回避として意

味がある。

(2) マネジメント実施者のリスク

最高限度額保証型で、マネジメント期踏が負うリスクは、契約条件により変動する。

保証金額が超過した場合、マネジメント実施者が;

① その超過した金額の全額を補模する。

②契約であらかじめ取り決めた比率で一部だけを補填する。

③髄昼金額を補壊しないが、マネジメント報酬(Manag鵬 ntf，民)の開l臓を受ける。

などの場合がある。

マネジメント実施者が彼るリスクは、 q溜渇のいずれが適用されるかで、異なる。

標準最部長度額保証型では、マネジメント錯簡は、予算立案責任に加え、契約関係が

ない工事業者の工事費の最高限度額の保証責任を負うので、リスクは極めて大きい。

マネジメント実施者が負担できるリスクは、上記の③が消識的には妥当である。発注者

との交渉によっては、②の選択も考えられる。①は、工事業者の窓意的行為に影響される

おそれがあり、危険な選択となる。

施工鉱張最高F良度額保証型には、マネジメント実施者が自分の鶏蹄iゆだけの工耳礎の

最部長度額を保証する場合と、全工事費について最高限度額を保証する場合がある。マネ

ジメント実施者には、後者のほうがリスクは大きい。

前者は、マネジメント期路がリスクの小さい工事だけを自分の工事範囲に含むことで

リスク回避を図れる。予想されるリスクの大きさによっては、超過金額の全額補漢の選択

肢もありうる。

後者は、マネジメント謝在者がリスクの小さい部分だげ引き受け、リスクの大きい部分

を他の耳議賭に押しつげる選択は、自分の工事費抑制を図ることが出来ても他業者の工

事費が予算魁昼する可能性が高く、マネジメント実施者自身のリスク軽減にはならない。

リスクの高い部扮をマネジメント実施者の手中に収めた方が、自身に納得しやすいリスク

対応が出来るだろう。この方法は、マネジメント実施者のリスクは大きい、と見なされる。

全ての工事をマネジメント実施者自らが行うことは、最も納得しやすい選択だが、発注

者にとってマネジメント実施者のリスク軽減だりを目的とする形態は、受入れ難い。発注

者とマネジメント実施者の思惑ヵι致しないまま、発注者の要求通りにマネジメント実施

者が、自身の施工する範囲や条件を受け・入れた場合のリスクは大きくなる。

請負拡張援部艮度額保証型では、マネジメント実施者が元請げ業者となり、本来の元請

け業者がマネジメント実施者の下請け業者の立場に立つ。マネジメント実施者は工事に関

する全てのリスクを負うが、その全てを工事業者に転嫁することが出来る。但し、工事業
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者選定の入札の結果、震低入杭金額が、マネジメント実施者が立案した予算金額を超える

場合のリスクにマネジメント実施者が対応する必要がある。その場合は、再入札と VEの

実施が、採凋できる。

藷負施工拡張辰商1良度額保証型では、マネジメント実施者は下請け業者を持つ元請げ業

者と直営工事業者の2つの機能を持つ。リスク回避の方法も、工事業者への転嫁と、自ら

の施工による回避努力の2つの対去がある。

(表 4・4・5) 巌高限度額保証型のリスクの負担

「ーーーーー

標準型施工砿張型 議負拡張型 請負施工拡張型

慈紛のみ 全工事

① 発注者 全面回避 全面回避 全面回避 全面白避 全面回避

可九γ主、J危険 リスクあり 危険 リスクあり 一昔日リスク

ト霊協 (掛端磯) 舗を類嚇可革)

② 発注者 回糧不十分 回避不十分 回避不十分 回避不十分 回避不十分

(悩llVCrに磁) (伯lWCrに総)

，，*γ;.'/ 一昔日リスク 一部リスク 儲食 一部リスク 一音日リスク

ト実磁 (翁IJ嗣華) 舗を韓請碓)

③ 発注者 リスクあり 回避不十分 リスクあり リスクあり リスクあり

(曲目WCrに総)

7*y' j.，/ リスクなし リスクなし リスクなし リスクなし リスクなし

ト実路 (諮帥時胴陸) (婚にω時用瑚

上記の(表 4・4・5)では、

①は越盈全額の補袋、②は超過額の一部補壌、③は報酬の削減、

「全面回避Jは、リスクが皆無であること。

「リスクなし」は、皆無ではなく、若干の損失の発生の可細企があること。

Iリスクあり」は、通常の議負難句における程度のリスクの可樹笠があること。

「一部リスクJとは、一音防$1)スクあり、残りがリスクなし、の状態であること。

「回避不戸何子Jとは、全範囲にわたりある程度のリスクが存在していること。

「危険」は、対象範囲以外の部分も含めて大きなリスク負担がある乙と。

を意味している。

「粂者Jは請負業者、 fGMP Jは最高限度額保証型を指す。
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4-5 マネジメント契約(MC)の報酬と支才ムい

4・5・1 対価(PriωICompensation)

4・5・1・1 対価と構成

(1)取引の対価

商品の取引で、買い主や注文主が支払う対価は商品の値段(Price)であり、動重原価(白

st)と経費(Overh巴ads)から成る。建設業では、注文主培技才ムう対価は工事鶏守金額(Const

ruction Contract Prioe)であり、約束された工事完成のための工事原価(Construction C 

ost)と経費から成る。原価は、商品や工事の完成のために消費さオし売り手や受注者の手

に残るのは、経費である。経費は、売り手や受注者の存続や活動俳留守や拡大再生産のた

めに使われる。

Cost 

Priω 

IOverheads I [ 

→I I← 

Construction Cost 

Contract Price 

(図 4・5・1) 任iω の構成 (図 4・5・2) Conlracl..什iceの裕成

(2)サービス業務の対価

サーヒ'ス業務には製造原価秤躍しない、という認識の下では、買い手均境り手から貿

い取る僻各や値段(Price)を、料金や報酬(Fee)と呼ぶことがある。

マネジメント契約で提供する業務は、サービス業務である。マネジメント契約方式を採

用する発注者は、工事の実施費用 (Work伽回ctPrices)に加えてマネジメント鱒抑・ー

ピス費用(Man毎回entFee)が必要になる。

|恥rk伽回Ict任ices IMan砲慨ntF，ω| 

Project Amount Cost 

(図 4・5・3) 建設工事費の構成

(3)マネジメント契約サービス業務の対価

発注者からマネジメント実施者に支払われる対価は、直接貸 (D)‘間援資(1)、経

費 (0)から成る。
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直後費 (D)は、対象プロジェクトの支出であり、具体的に特定できる費用を指す。例

えば現場で支出される費用である。

間接費(1)は、対象プロジェクトの支出であるが、具体的に特定できない費用を指す。

例えば本社や支庖でプロジェクト向けに発生する資用である。

経費 (0)は‘上Z出汐1の費用で、当業経費、宣伝費、貸与、税金、内部留保、利益、

配当などである。

ワーク契約の請負工事資の構成と対比させると、 (図 4・5・4)になる。

ワーク契約 工事賛

マネジメント契約

A:事務F応霊営費など。

B 本克苫で支出したプロジェクト費用。本却苫からプロジェクトに振り替える。

C:営業経費、宣伝費など。

(図 4・5・4) ワーク契約とマネジメント契約の費用機成の比較

上記のBは、マネジメン卜実施者はCostとしたい、発注者は Feeとしたい、と意見が

ぶつかる部分である。

4・5・1・2 対価形態の種類(TypicalContract Pricing Alternatives) 

米国で採用される対価形態は、 (表 4・5・1)のように種類が多い。対佃形態は契

約の実効力に強い彰響を及ぼすので、米国の契約の多様性につながってい1)いる。
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(表 4・5・1)対町線の種類(*2)

分類 7f強(Pricing恥thods)

固定金額 1.総価ωmpSum) 

(F以 edPrice) 2.単価 (Unit Pr ices) 

折衷型 3.変動条項付き総イilli(Lump Sum wuh Esωlation) 

4.報償型固定金額(FixedPrice Incentive:Guaranteed Maximum) 

5.予想金額再決定式固定金額

(F以凶PriceProspective Price Redetennination*) 

6.遡及再決定式固定金額

実費髄霊型 (Fixed Price Retroactive Price R凶et佐官ination*)

(Cost Reimb町 sable)7.報酬無し実質精算(臼stReimbursable No Fee本)

8.原価配分(CostShari~) 

9.奨励報酬付き実質精算(CostP1us Incentive Fee) 

10.裁静岡H付き実費精算(CostPlus Awarded Fee*) 

11.定額報却制寸き笑費精算(CostPlus F以凶 Fee)

12.時給及び現物強制Ti冊飢dMaterials) 

13定率等間ff付き実費精(臼stPlus Pぽ centageof Costs) 

(注)*の形態は、大規模な建設プロジェクト(刊eConstruction of Major COl1l1lercial 

or Industria1 Projects)の利用は少ない、とされる。

これらのうち、頻用されている8つの斉舞は、 (図 4・5・5)に示す(*1)ような特

徴を備えている。
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1)S(L νs Unit Guara Cost+ Cost+ Time Cost+ 

特徴 程度 umpS with Price n民凶 Insen Fix<ω & Mat % of 

um) Esc. Max. t.Fee Fee 'ls. Cost 

(1)発注者リスクと 高い
トーー ーーーーー

トー一・日

支出監視の必要性 {民い i竺竺竺
日ーーーートーー

一
(2)事前確定地吃要な 閣I!~調 ~ ャー~

「ー~トー~卜-仕様 ・範囲 並み ト~ートー~
(3)予算局亙しの 高い

ト-
トーr

ヤF

不確実度 低い

-ム.... 
γ¥ トJ

ト戸ー--(4)業者の続制全 高い -，-ー~h圃幽匂司ー‘・・司同帽.

低い 下 一 r--トー-と=
(5) 適~H'IW糊 (UI術総 高い/長い

トー一同一ー-
トーー

い♂ー'
.J.jj械古) 低い/短い

ー トーー
-圃-聞嗣-

(6)適した工朝見様 高い

トア
r-

一
低い トーート一一←ー一

ーー
←代替え機能 補完機能→

(図 4・5・5) 各対価iJl~態の特徴 (F<ωture of Pricing Alternative) (*3) 

発注者のリスク (1)柄高いほと精読3機能を発鐸でき、業者の競争性(4)か古いほど代替え

機能が期待できる。(図 4・5・5)の右側に補完性向が大きく、左側に代替え性向が

大きい、と見タすことが出来る。

つまり、補発性の高い対価形態は、

O定率報酬H寸き実質精算(CostP1us Percentag巴 ofCosts) 

O時給及ひ主見物支給(Tin陪釦dMateria1s) 

O定額報酬付き実費精算(CostPlus Fixed Fee) 

0奨続報酬付き実質精算(CostPlus Incentive Fぽ)

の順位で適性が高い、と言える。

また、代替え性の高い対価形態は、

0総価(LumpSum) 

O変動条項付き総価(LumpS畑 with EscalationJ 

0単価(UnitPrices) 

0報償型固定金額(FixedPrlce Incentive:Guar加 teedMaximumJ 

の順位で適性が高い、と言える。
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4・5・1・3 対価(マネジメントコスト)とマネジメントの分担

発注者がマネジメント契約システムを採用する際、提{共されるマネジメントの質とその

対価(マネジメントコスト)が、重要な基準になると考えられる。特にマネジメントの潜

在力を有している発注者は、発注者自身とマネジメント謝踏の両者のマネジメントの役

割分担と、両者を併せたトータルマネジメントコストを比較して、お互いの分担涜図を決

定することが望ましいと考えられる。筆者治味国で携わったプロジェクトにおけるトータ

ルマネジメントコスト比較によるマネジメント範囲の決定結晶を、 (図 4・5・6)に

示す。

マザメント紐 10 20 

3 : 

④器十マネジメント①用地問題

②地元問題 信滋健マネジメント 7~γ lï 卜実踏のす.7-:/メントコ1 ト

信濃境アセスメント ⑥施工マネジメント

30 ミリオンドル

: 28 : 

(図 4・5・6) マネジメントの分担とトータルコストの関係

当初、筆者が所属する企業体は、発注者からマネジメント分担に関する5クースの条件

明示を受げ、マネジメント費(上図の×一一一 x)を提出した。ケースBを中心とする条

件交渉の結果、ケースBとケースCの間の条件で妥結を見た。交渉時には察知していなか

ったが、交渉相手の発注者側はその当時、マネジメントの分担を内部で検討していた事情

が、その後に判明した。その事情を伝えた発注者側の網目から、当時は制-*sの聞社受
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けて1何愛したものが‘上図の(図 4・5・6)である。

4・5・1・4 各機関の対価の規定事伊1)

米国の主要機関の約款・ガイドラインには、 (表 4・5・2)に示すような対慨見定

がある。 AGCとAlAには対価の項はなく、原価と報酬が目l_ffl己されている。

(表 4・5・2) 主要欄の対価規定

対価(Priω)の実態

機関 対車-nシ・メ Yトu 原よ文表ヨ見 原価(Cost) 報酬(Fee)

ASCE エージェント型 νs 固定 画定

L/S plus Reimbursable 精算 固定

Reimbursable 精算 固定か定率

F田 Eぱlancωent 精算 成功報償主J

設計拡張型 νs 固定 固定

1/S Plus Reimbursable 精算 固定

請負拡張型iFeeE巾加畑肥nt 精算 成功報償型

Financial Risk Enhanc目nentリスク分担 成功報償型

施工拡張型 νS Pl凶 Reimbursable 精算 固定

Financial Risk Er由anc聞記ntリスク分担 成功報償型

請負施工鉱張型 L!S Pl凶 Reimbursable 精算 固定

Financial Risk Enhancen剛 tリスク分担 成功報償型

銭高限度額保証型 Financial Risk Enhancemen七 リスク分担 成攻報償型

G S A Fixedα，1 Fee 固定 固定

CMAA 工-，/a卜型/最高臨線認 ωst Plus Fixed Fee 精算 固定

νSFee 固定 固定

4'5・d 原価(Cost)

4・5・2・1 マネジメント契約サービス業務の原価の事蛤:

(1 )原価の基本概念

マネジメント契約サービス業務の原価とは‘対象プロジェクトのために、マネジメント

実施者か支出する費用である。合目的の特定は、発注者とマネジメント実施者との協議、

または発注者やマネジメノト掲暗からの提案によって行われる。原価の概念、は制す的な

ものではなく、当事者間の合意によって決定される。
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(2)原価の対象範囲

筆者が米国で謝留したプロジェクトで発注者との簡で了解されていた原偲項目は、以下

の通りであった。これが米国での常識的な原価範囲である、と考えられる。

O人件費(Costfor Management.Supervision and Labor) 

プロジェクト ・チーム要員に封ムう給与、社内規定の手当て、雇用者負担のf験・租税

考謀、退職金等の引当金など。

0事務諸経費(OfficeExpences) : 

プロジェクト ・チームが使用する事務用品費、イ博苦備品質、公用巡{言質、出張 ・公休交

通費、書類作成費、書類保管 ・整理賞、資料・図書購入賞、会議賛、受録免許許可賀など。

0総合仮設費(GeneralCondi tions) 

事務開也代家賃、仮設建物造作費、動力用水光潔慣、用地 ・進入路造成費、組寺僻善授、

外構工車事費など。

0業務支援費 :プロジェクト ・チーム外(社内外)からの支援費用で、コンサルタント

費、罷査費、試験費、検査賞、監査費、作鄭5援費用など。

上記のプロジェクト ・チームとはマネジメント実施者の現場組織、社内とはマネジメ

ント実施者側の会社を指す。

4・5・2・2 原価形態の種類と特徴

前田;婚には、定額、定率、単価、実費などの種類がある。

(1)定額(Fix凶Cost)方式

固定金額を原価として、マネジメント実施者に儲塁する方式である。発注者には、事前

に金額確定できる点が優れている。期間料調にわたる場合、マネジメント実施者にリス

クが発生する乙とが久有、であり、提供サービス業務の質が金額に反映されないので、イン

センティブ (やる気)か官きにくい。手抜きをして出資制肺1)することが綿fJ金の埼加に

つながる仕組みは、両者の利害を相反させる。

(2 )定率(百Cost)方式

一定の率を、プロジェクトの事業費に乗じた金額を原価と見なして、マネジメント錨在

者に償還する方式である。仕事の規模と、マネジメント難句のサービス業務の量椛仁例す

ると考えている。
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S マネジメント契約(~に)サービス業務の原価

Sa:完成時点に受領する原価

Ss 契章句締結跨に設定した原価

P プロジェクトの草喋費

Pa:完成時点の却祭のプロジェクトの事業費

Ps:鶏悦締掛lこ想定したプロジェクトの事業費

S 

S a i-一一ー一一一一ーコ.<'
1--ーーーーー--ーー一一一 __...- ， 

ssl ./勺:
I ..........-- : : P 
l/"" 

Ps Pa 

(図 4・5・7) 定率方式の原価決定方法

事業費が大きくなると、実際のサービス業務量に関係なくマネジメント実施者の原価が

培える。発注者手l踏になる事業費縮減の努力が殺がれ、発注者の利益を損なう事業費広大

への誘導方性じ、発注者とマネジメント実施者の手l庫地主相反し対立する。

(3 )単価(Unit Cost)方式

階般、脚皆毎の人目単価に、マネジメント実施者の笑動員数を乗じた金額を原価として、

マネジメント実施者に償還する方式である。サービス業務が、事前の想定より負担増にな

ると、マネジメント実施者は損失を招く。損失を抑えるためにサービス業務の手技きが行

われると、発注者の利益を損なう欠点がある。

(4)実質(Reimbぽ-sableJ方式

マネジメント実施者がサービス業務のために実際に支出した費用を、マネジメント実施

者に償還する方式である。実情を反映した方法で、関係者に理解しやすいが、以下のよう

な久保がある。

一番目は、精算に手間がかかることである。

二番目は、必ず精算されることに依存してマネジメント実施者の出資カ貌憾になりやす

いことである.マネジメント実施者の支出の合目的性を判断出来る冗費阻止を講じる必要

がある。

(5) 原価f~態の適性

0小規模で短期間の仕事に、少人数のマネジメント実施者スタッフを、発注者が採用する

場合、発注者は、 「実質Jか「単価」の苅ムいを考えるa

0定型化された(仕様、規模、期間、範囲などが明篠)仕事を定常的にマネジメント実施

者(M凶に委託する場合、同種の事例が多ければ発注者は、野黄金額に近い「定額Jを採用

する。若干の不確定要素が予測されるなら「定率Jを溜Rし調整の余地を残す。

0大規僚、動員数が多い、長期間、という仕事の場合、原価は慎重に決定される。与条件

の変更が少ないと予想される場合は「単価方式J桁墾択され、変更の可能↑生か高い場合は、

実質精算j拭 城E択される。針婚には(表 4・5・3)のような適性カ認められる。
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(表 4・5・3) 原価形態の適性

(注)

1 :実際の出資冷笑幽になる可能性が大。 建設プロジェクトの特性

(マネジメント笑施者の損失) 規模 仕様 期間

2:笑際の出資料盈少になる可能性が大。

(発注者の損失)

3:過大な支出意図を阻止できない可能性

がある。(発注者の領失)

融明暗E

定額

定率

単価

実費

大

不 適

適 2 通 1

適 適

適 3適

確定 来舵 長 短

適 不 不 適

適 不 不 適

適 不 不 適

適 適 適 適

定額、定率、単価、実質のいずれにも、長所短F斤があるので、原価のすべてをこのいず

れカ」つの形態だりで規定することに無震がある。そのために原価の個々の費目に適応し

た汗須震を採用すること均望ましい。基本的には実質方式を採用し、状況に応じて定型化に

よって事務省力化を行うととが、通常のやりかたである。(表 4・5・4)は、筆者が

経験した~IJである。

(表 4・5・4) マネジメント敷引MC)サービス業務の原価設定方法事例

費百 方式 算出根拠 請求根拠

人件費 単価(人月) 月給 ・手当 ・引当金 月給支払い寄

事務所 単価(月) 賃貸契車噌 賃貸契約滋認、領収書

電話代 単価(月) 開始数カ月の実績

郵便代 単価(月) 向上

電気代 単価(月) 向上

出張貯讃 単価(回) 日米間:積算により定額設定 出張申請

米国内:距離毎に定額設定 出張申請

休暇貯讃 単価(回) 積算金額 伽段許可願い

会議費用 単価(回) 穫頴毎に定額設定 会議報告書

調査費用 実費 業者請求金額 謁査承認願い・請求書

試験費用 実質 向上 試験承認願い ・請求書

単価(fi.目) 積算金額 試験(コンクリート)報告書

引越費用 実費 君主者請求金額 通知 ・請求書

机 ・家具 実質 業者誘求金額 調達申請書・詩求書

事務用品 単価(月) 積算により定宮戎定

OA器具 単価(月白) リース契約書 リース契約承認
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4・5・2・3 各機関の原価の緩定事例

米国の各機関が採用している原価問Eは、 (表 4・5・5)のような現況にある。 AS

CEと 帥M は実質と定額の併用、 GSAは定額だけ、 AGCと AIAは笑貸精算を考えている。

隔であり、その定義は(図 4・5・8)のように F伐を封ムい対価全額とする。

米国の機関のなかで ASCEと GSAが、支払い対価全額を Feeと称している。

ASCEは、 CostPlus Fixed Feeに当たる形態に、 LumpS聞 PlusReimbursabl巴Sという

言い方を与えている。

GSAは、 FixedCost Plus Fixed Feeに当たる形態を FixedCM Feeと称している。

側AAでは、 一部に Feeを対価全額と見なす萄見があり、 LumpSum(Fixed Cos~ Plus 
Fixed Feeのことを、 LumpSum Feeと称している。

(表 4・5・5) 各機関の原価の規定

機関 封量，*シ・ 1ント契約器産 原文蔀見 原価(Cost)の実態

ASCE エージェント型 νs Fixed 定額

Reimbursable Reimbur宙 ble:実費精算

設計拡張型 νs Fixed :定額

Reimbぽ sable Reimbぽ sable:実費精算

請負拡張型 Fee Enhanc側聞t Reimbぽ sable:実質精算

FiDancial Risk Enhancement Sharing iリスク分担

施工拡張型 Reimbursable Reimbursabl巴l実費精算

Financial Risk Er由ancementSharing :リスク分担

請負施工拡張型 Reimbursable Reimb町 sable;実費精算

Financial Risk Er由ancen氾ntSharing 。リスク分担

最高臨踏買保証型 FむlancialRisk Er由加C印刷tSharing :リスク分担

GSA Fixed Fix凶 宿額

AGC 綾部艮度額保証型 Costs 1 ncurred Reimbursab 1e :笑費精算

アドバイザー型 Reimbursable co抗s Reimbursab1e:実費精算

錨 工 型 Co釣sNec回 sar斗ylncurred Reimbぽ sab1e;実費精算

AIA 施 工 型 Costs Necessarily IncUl1red Reimbursable:実費精算

アドバイザー型 α仕・sC側 pensation Reimbぽ sable:実費精算

CMAA AgentαVGMPω Cost Reimbursable:実費精算'

Total L/S in刀)eAmount Fixed ;定額

ト
l
「
I
l
l
1↑

発注者からの支払い対価総額

儲 l

は
一価

ω
一原

マネジメント実施者の Fee

(図 4・5・8) Feeの範囲 ・1

(2) 実費精算の F飽

Feeには、CostPlus F，旬、CostPlus F以凶 (Percen凶ge.lncentive)Fee、という契約用

語がある。この場合の Feeの概念は、原価(白st)を含まない経費や報奨金などであり‘支

払い対価総額を意味しない。

ωstを含まない Feeは、発注者や買い主が原価の支出について管理統制を行う笑聖堂精

算方式の状況下で成り立つ概念である。実費精算方式には、受注者の支払う実質を発注者

や注文主に代わって一時的に立て替ると見なす考えがある。

発注者からの支払い対価総額

Cost Overhωds 

原価 経費

Fee 

(図 4・5・9) Feeの範囲 ・2

4・5・3 報酬(Fee)

4・5・3・1 用語の定義

( 1 ) 対価総額としての Fee

英米の約款で使われる Feeは、報酬または料金と訳され、報酬は、我が国の契約用語と

して定着(*4.*5.柑)しているが、Feeや報酬は、幅のある使われ方をされているa

Feeと報酬は、サービス業に使われる既念である。マネジメント実施者の業務の対価は
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米国では AGC、AIA、α出の一部の概念が、 Feeに Costを含まない。この Feeの概念、
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は、 (図 4・5・8)と混同して紛らわしい。 Feeには rF田 IncludingCostJと rFe

e Fxcluding CosLJがあることを承知して、文献や情報に接する必要がある。

(表 4・5・6) 各機関の Feeの概念

0 含む

ー含まない

本論文は、原文の表現をそのまま引用し、その笥渡、 Feeの意味を示すことにする。注

をつけない場合は、後者の FeeExcluding Cost = Overhωdsを Feeと指すことにする。

4・5・3・2 報酬の設定

(1) 報酬の対象

報酬は、原価が対象とする飽囲外の存在であり、一つの契約の下では原価と表裏一体に

ある。報酬の概念は、個々のプロジェクト毎に決まるもので、お動性があり絶対的に固定

されたものではない。 AGCの標機湖、では、以下のように規定(*7.叫している。

0プロジェクト・チームに所属しない材主支l苫の従業員の俸給、手当

O現場事粧斤を除く材「や支庖の一般的な運営管理の費用

Oとのプロジェクトに使用された資金およびその金利

0原価に含まれない間難費

原価はプロジェクトの目的を特定できる費用であるが、報酬はプロジェクトの費用とし

て特定できない質問であり、各プロジェクトに割り振りをして回収する。

(2 )原価の特定と報酬の確保

実費精算型の対(耐5態では、原価と見なされる支出は、発注者から補填され、原価では

ない支出は、報酬から填補される。原価の規定を唆妹にすると、支出を巡って発注者は報

酬の箆図に含まれていると主張して原価としての封ムいを拒絶し、マネジメント実施者は

原価であると主張して支払いを迫る、というトラブル地境生する。

例えば下図のように同じ基本給でも、支給や負担の範囲により、個人が自由に処分でき

る金額は相違する。規定があいまいだと、従業員は予定しない負担を強いられ、死活問題

となって、雇用主への信頼を援ない勤務窓欲を失う。額面に劣らず個人負担の規定の明確

さが重要になる。

発注者の主張が通ると、その費用はマネジメント実施者の報酬から填補される。マネジ

メント実施者の主張カち通ると、その費用が原価としてマネジメント実施者に支払われ、報

酬の取り崩しは阻止される。結論の行方は、報酬のストックに腕書する。報酬のストック
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州、さくなると、料土や支庖の運営管理にまわる金額が圧迫され、最終的に利潤が舵かす

る。報酬からの取り崩し均報献総額を超えると、マネジメント実施者の損失になる。

支出を巡る衝突は、当事者が協議をして結論を出さなければならないが、相反する利害

を前にして取り決めを追加することは難しいので、事前に具体的な特定を行っておくこと

が重要である。

4・5・3・3 報酬の形態

(1 )報M彫態の種類

マネジメント契約の報酬には、以下の様な形態がある。

a.報酬を特定しない形態。

b.固定報酬金額(F以 凶 Fee)。

C.契最強額に比例した報酬金額(p，邑rcentageFee)。

d.成功報酬(Insentive Fee)を考慮した形態。

上記のa.は、報酬カ壊面に出ないが、報酬を期待しない企業活動はありえない。企業

地当与る報酬は、原価に報猷阿当分を劉り掛けて、原価の中に潜在されている。原価の総価

や単価の契約に採用可能である。

bーは、あらかじめ報酬の全額を定めてしまうので、発注者は予定金額を最初に把握で

きる手IL'者、がある。マネジメント実施者は、実績カ報酬に反映されないので、向J:.;志向が働

かなし、久的1ある。

C. は、プロジェクトの規模(事業費)カ糟加するほと報酬金額も増加するので、発注

者とマネジメント実施者 (MCr) の手幡市~目反する久点がある。

従って、 b.c.だげの採用は減っている(時)と言われている。

d.は、 「評価方式Jと呼ばれる。マネジメント契約は競争原理が働きにくいので、マネ

ジメント実施者にインセンティブ(やる気)を起こさせるごとが重要である。 a.b. c. 

の報酬を基礎に成功報酬を契約に盛り込み、目標達成したり、目概以上の成果を挙げたマ

ネジメント実施者に、成功報酬やボーナスを与える。

(2 ) 報醗彫態、の決め方

0規模が小さく、工期が短い、難しくない、変更の可能性市抄ない、リスクが少ないよう

なプロジェクトでは、発注者は特に「報酬を特定しないJか、 「定額Jの報酬形態の採用

を好む。報酬を特定しない場合は、原価の中に幸悶1閥当額地主害リり込まれる。

0変更の可能性が無視できないプロジェクトでは、 「定耳障Jの報猷臨態で、プロジェクト

規模の変化に対応出来るような配慮が必要になる。

0規模が大きく、工期も長い、困難さが予想される、変更の可吉町主も大きい、リスクが大

きい、発注者にとって重い意味を骨コプロジェクトでは、定額または定率の報酬を基礎に

して、その上に「制面方式Jをつけ加えて、マネジメント実施者のインセンティブの喚起

161 -



を考える必要がある。

これらの報酬彫態んは、 (表 4・5・7)に示すような適用性が認められる。

(表 4・5・7) 報掛彫態の適用性

建設プロジェクトの特性

規模

原働Ifl! 大

非特定 不 適

定額 不 適

定率 不 適

評価 通 適

(3 )成玖諏酬(Insentive Feelの方式

成功報酬の定め方には、

0定額による方去(Insenti ve F以edFee) 

仕様

確定 縦

適 不

適 不

通 巡

i盈 適

0達成度に応じた算定基準に基づく方法(SlidingFee) 

がある。

期間

長 短

不 適

不 通

不 適

適 適

前者は、関係者に理解しやすい単純な目擦を設定した場合に採用される。

例えば、工期内に完成させたマネジメント実施者に、 10Million $を報償として追加

しよう、という場合である。外国の建設工事では、契約交渉を行う際に複数の中間工期 (M

ilesωnes)の定額報酬条項を加え、業者側が工期の遵守によって価格交渉で譲歩した金額

を取り返す、という駆け引き均将子われることがある。

後者は、目僚のプロジェクト予算金額よりも縮減して竣工するととが出来たら、追加報

酬を、臨盈してしまったら報酬削減を行うような規定を契約の中に設ける例である。予算

金額に対する差額を尺度にして報盟栓績の調態をする方法は、関係者に理解しやすい。

以下は、マネジメント契約で適用可能として紹介されている事例である。

事例 1 : 

Ha1pin逮は、インセンティフ報酬を決定する目的として、次式を提案件10)している。

Fee = R (2 T-A) T ;プロジェクトの目標金額(TargetPrice) 

R;基本報酬伽sePercentage Value) 

A;プロジェクトの謝佐金額

(Actual Cost of The Constructioo) 

上式によれば、謝包金額が目標金額を上回って発注者に利益をもたらした場合には、基

本報酬の2倍を上限とする報酬料辱られる.目標金額を酷遇して発注者に損失を与えた場
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合には、実擁金額が目標金額の2倍になると報酬は零になる。

事例 2 : 

Gilbreathは、Cost-Plus-Insentive-F艇の事例を、以下のように図示(*11)している。

Contractor's Fee(Mil.$) 

(or less) 

。

50 60 

Contractor'sωst (Mil. $) 

70 

T釘 g巴tωst = $60.000.000 

Target Fee = $ 3.000.000 

Cei1ing Price = None 

(図 4・5・10) Cost-P1凶ーIncentive-Feeの Priceと Feeの関係(*11)

上図は、以下のような契約関係を図示している。

工事の目標金額を、 60.000.000$， 

報酬金額を、 3.000.000 $と設定し、

発注者の支淵繍が、 63.000.000$の取り決めを行った。

実際の工事金額が、 57.000，000$となった場合(1)に、

報酬金額l立、 4.500.000 $に増加し、

発注者の支宇必念額は、 61.500.000 $となる。

実際の工事金額が、 66.000.000$となった場合(2)に、

報酬金額は、 o $になって、

発注者の支払い総額は、 66.000.000$となる。
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(4片岡 倖

報翻慣には、スケールメリッ卜が働きプロジェクト規模に対して瞥減の傾向をたどる。

ζの定性的な伺旬は、以下の事例によっても、劉寸けられる。

事例 .1: 

Barrie等は、 1970年代後半に米国とカナダで実施された約切のマネジメント契約

のプロジェク卜の報酬率を(図 4・5・11 )のように示して(*12)いる。対象のプロジ

ェクトは報酬放醇型笑費精算(CostReimbur濁 bleP1us Fee)で、報酬には、本支活経費(H

om巴 O仔ic巴 Cost)、間接経費(Ovぽ heads)、手IJ益(Profit)を含む。この図の上下限の範囲は、

1980年代後半のプロジェクト併問停でも適用する、と述べてい13)いる。

事例 2: 

マネジメント契約の報動俸を公表している事例は数少ない。米国i野自政府エネルギー省

の調達規則は数少ない例であり、 (表 4・5・8)のような規定(*14)を設けている。

なお、 Feeの額は、次式で算出される。

Fee = Fee Base x Fee. % t Over Fee Base x Incr倒 的t.耳

(表 4・5・8) Construction Manag伺 ent契約の報酬規定作14)

Approximate Fee Guidelines 
6 

胤XI肌M陀ES.DEPAIffi町rOF町ERGY

ConsなuctionManag側 聞tContracts Schedule 

Fee Base F田 Fee.% Increment，克

$100，000 $5，400 5.40 5.25 

$300.000 15.900 5.30 5.00 

$500.000 25.900 5.18 4.72 

$1. 000， 000 49.500 4.95 3.331 

$3.000.000 116.100 3.87 2.821 

$5，000.000 172.500 3.45 2.53 

$10.000.000 299.000 2.99 2.18 

S15， 000， 000 408.000 2.72 1. 90 

$25，000.000 598.000 2.39 1. 68 

$40.000.000 850.000 2.13 1. 46 

$60.000.000 1.142.000 1.90 1. 28 

$80.000.000 1.398.000 1. 75 1.z.t 

$100，000.000 1. 646. 000 1. 65 1. 03 

$Over 100.000，000 $1. 646. 000 1. 03 

lndicated Upper Limit 

コ

。

4 

U
叫
弘
氏

q
J
 

2 

。 35 40 45 50 
Project Value -Millions of Dollars 

(図 4・5・11) Cost Plus F偲 型CM契約報酬率の概略範囲(*12)
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4・5・3・4 各段関の報酬の規定事例

米国の主要な機関の標準約款では、 (表 4・5・9)のような報酬形態が規定されて

いる。具体的な金額や料率は、当事者の交渉 ・協議で決定されるため、空欄になっている。

(表 4・5・9) 主要機関の報酬規定

機関 対象マネシ'j.'Jト契約語草 原文芸ぎ見 Feeの実態

ASCE エージェント型 υs Fixω i定額

νS Plus Reimbur羽 ble Fixω :定額

Reimbursabl巴 Fixed or %;定額/定率

Fee Enhanc居間nt Insentive :評価

設計拡張型 l!S Fixed :定額

L/S Plus Reimbursable Fixed :定額

請負拡張型 FeeEnhanc釦氾nt Insentive :評価

Financial Risk Enhancement Insentive ;評価

施工拡張型 νS Pl凶 Reimbursable Fixed 淀頚

Financial Risk Enh釦C旬間tInsentiv巴評価

務負施工鉱張型 νS Pl凶 Reimbursable Fixω :定額

Financial Risk Er由加CωentInsentive :評価

長高限度額保証型 Financial Risk Er由加C印刷tInsentive :評価

GSA Fixed CM F偲 Fixed ;定額

AGC 最高限度額保証型

アドパイザー型 具体的な規定はない 具体的な規定はない

施 工 型

AIA アドバイザー型 呉体的な規定はない 具体的な規定はない

CMAA エーシ・ェント型/量級感魁 Cost Pl凶 FixedFee F以凶 ，定額

L!S F巴巴 F以凶 ;定額
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4・5・4 支払い

4・5・4・1 支払いの方法

支払いには、 (図 4・5・12)に示すような方法があり、米国では通常、分割支払

い均ヰ采用される。

「諸白出来高対応

期間Z肢払い斗

L実質対応

(図 4・5・12) 苅ムいの方法

4・5・4・2 却ムい方法の適性

( 1 )原価の芳ムい

原価部分の封ムい方法は、 (表 4・5・10)のような適性がある。

(表 4・5・10) 原価の支払い方法の適性

原価形態

支払方法 定額 定率 単価 実質

均等分割 適 適 不 不

予定出来献す応 適 適 不 不

実施出来高対応 適 適 不 不

実費対応 不 不 適 適
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(2)報酬の支払い

報酬の支払い方法は、 (表 4・5・11)のような適用性がある。

(表 4・5・11 ) 報酬の封ムい方法の適用性

報酬彫態

支払方法 定額 定率 非特定 評価

一括封ムい 適 適 適

均等分割 適 適 不

予定出来献す応 適 適 不

実施出来高対応 適 適 不

(3)封ムい時期

原価と報酬を{井せた対価の封ムいは、 5・4・1に述べたように、分割支払いが主流で

ある。その理由として、受注者側に過度な財務負担を与えない配慮がある。マネジメント

実施者の支出は、請負工事の材料費や外在費のような買い掛け勘定治勢どなく、人件費や

事務所維持費のようにプロジェクトの趨歩に沿ったリアルタイムな発生の多いことが特徴

である。財務負担の軽減には、収入と支出のタイムラグのないことカ寝思想である。筆者が

t似のプロジェクトで経験した封ムいに関する契約条項は、原則として以下に示すような

条件が常識であり.圏内の公共工事の条件とは極めて対照的である。

支払い請求:毎月一回

支払い時期:請求から一ヶ月以内

支払い金額:毎月出来高から前渡金 ・保留金を控除した金額

出来高査定:着工前に確認した予定出来高を、実際の進捗に従って毎月毎に補正

出来高査定は手聞を弄さず簡易な方法で行わ札最終持点の精査で正確に精算される。

場合によっては、予定出来高にもとづくキャッシュフロー(支出予定)を受注者から提

出させ、これに基づいたぺイメントスケジュール(支払い予定)を発注者は策定し、その

スケジューjレに基づいたスケジュールペイメント(予定表による支払い)を採用すること

もある。廉価の錦年金額の要求珂階に強い反面、支払い剣宇は受注者に対して有利に考

慮されている。受注者に有手リな支払い条件は、車操として金利負担等を軽減させ、契約金

額の引下げに寄与するので合理的な判断である、と考えられる。

マネジメント契約の場合には、工事会社の支出のリアルタイムに近づけた支払いによっ

て収支のタイムラグ短縮化を図る努力を果たす点にも、マネジメント実施者の存在意義が

ある、と考えられる。
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4・5・4・3 各機関の支払い規定の事例

個々の標準約款では、 (表 4・5・12)のように、当事者の判断の余地を残して、

基本原則だけを挙げている。支払い規定を簡略lこ記i遣し、具体的な規定を避けているのは、

当事者の判断に委ねる意圏があるからである、と考えられる。

(表 4・5・12) 各機関の封ムいの規定

機関 対象 y~ シ'メント契約 対価の形態 原価支払い方法 報酬支才ム方法

GSA νs総備金調 月次幼等分割払い 原価封ムいに含む

予定分割払い 向上
AGC 最高限度額保証型 Cost PlωFee 問r員顕面倒棚払い 原価支払い率に比例

アドバイザー型 向上 向上 向上

施 工 型 向上 向上 向上

AIA 施 工 型 Cost Plus Fee MCr醐留の目棚払い 原価支払い率に比例

アドパイザー型 向上 向上 規定なし

CMAA エサ4 エント型/量融緩舗法lCost PlωFee MCr員嫁面のH獄事払い 規定なし

νS(i総価金額) 月次分割封ムい 月次分割封ムい
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4-6 マネジメント契約(MG)の契約適性

米国の建設市場で採用される契約は、多段性に富んでいるために、建設プロジェクトの

種類や内容、実ず反軍晴、発注者の置かれる立j~や命1)約条件などによって、様々な契約形態

の採用が可能である。

4・6・1 契事情3態

通常、米国で採用されている建設難句の形態は‘ μ作のような体系に分類されている。

¢喫約書類の有無と完球責任の有無による分類

②契約に至る経緯による分類

信漠約者の位置による分類

@喫約分割殿による分類

告契約の範囲による分類:その 1

⑥契約の範囲による分類:その2(設計、品質などの責任範囲による分類)

也喫約金額の確定方法による種類

4・6・2 マネジメント契約(MC)への適用性

4・6・2・1 知情類の有無と完成責任の有無による分類

(1)直醤方式:Force Account 

この形態は、組織と個人の雇用期守である。従って、通常は小規模の補完目的のオーナ

ー裂の形態に採用が可能である。マネジメント実施者を企撤E織から調達する場合は、経

費や契約責任などの制約上から、不適当な形態である。

(2 )請負契約;ワーク契約

原則的には適用できなし、。但し、一旦マネジメン卜契約を締結したマネジメント謝踏

との聞で発注者が、後半の請負のワーク契約を締結する場合、サービス拡張型の部分の契

品切3態に、適用が可能である。

4・6・2・2 契約に至る経緯による分類

( 1)競争入宇頃約:Competi ti ve Bid Con出 ct

価格競争原理の契約形態は、設計、コンサルタント、弁言変士、会計士などと同様に、マ

ネジメント契約には馴染まない、と考えられる。その理由は、提供するサービスの価格低

減によるメリットよりも、サービスの質の低下の可能性が滞在し、その結果として工事価

格が上昇するデメリットのほうが、発注者にとって悪餅齢5大きいからである。従って、
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入札価格を第一義とするマネジメント実施者を選定する能l肢は好ましくない。制限された

条件や環境においてのみ適用可能である。その場合、事前資絡審査付き競争入札と同じ経

過の方法が採用されることがある。之の場合、通常の価格優先でなく、入中凶i前の資格審

査に重点が置か札審査を緩た業者の中から巌低価絡鍵示業者を選定する、という経過を

経る。

(2)競争提案契約:Competi ti ve ProPQsal Gontract 

品質競争によって選定した業者と契約するものであり、マネジメント難守に適性のある

契約方法である。

(3 )随意契約 :N巴，gotiatedContract 

交渉を通じて、マネジメント実施者としての資質を具体的に審査できる長所がある。競

争提案契約と組合せた適用例が多い。

(4)特命契約:Sole Soぽ ceContract、Sin，gleSource Gontract 

潜在力を持つ不特定多数の業者の参加機会を、事前に封じる方法である。契約相手の資

質や育E力が、確実に保証されていなければならない。特定分野の定評や特定の発注者との

長期の取引が定着している業者の採用に、適用が可能である。

4・6・2・3 契約者の位置による分類

( 1 )元請け契約:Prime Contract 

通常は、発注者とマネジメント実施者が、直接に契約を締結するという意味で、マネジ

メント契約(舵)は、元請け契約である、と言える。

(2)下請け契約:Subcontract 

マネジメント契約には、下請け知明な性格の存在もある。元請門業者がマネジメント

を、第三者に委託する可能性があるからである。(図 4・6・1)の事例では、発注者

にとってマネジメント実施者は、下請は業者であり、マネジメント実施者にとって元請け

業者が発注者である。

(図 4・6・1) 下請け契約のマネジメント契約の例
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4・6 2・4 難 扮lill.殿による分類

(1 )非分縦契約/一式契約 :Sing1e Contrac t 

マネジメント契約は、 ~p分音信君主初穂別である。マネジメントの榔良、権威を発揮樹寺

するには、ただ一つのマネジメント主体だりが存在し機能することか望ましい。マネジメ

ント契約には、非分離契約のみ適応の可能性がある。

(2)備銀約/分割契約:SeJ町 ateContract、険JltipleContract 

マネジメント契約は、分脅館約には適応、の可能性がない。複数のマネジメント系列が併

存することは、混乱のもとになる。複数のマネジメント実施者が併存する場合の契約は、

プログラムマネジメントと称し、個守に独立する複数のプロジェクトのそれぞれをマネジ

メントするケースに適用される。

4・6・2・5 契約の範囲による分類-その l

(1)総合契約:General Con七ract

工種や内容によって、一つのプロジェクトを分割して契約するごとがない、という点で、

マネジメント契約(MC)は、常に総合契約である。

(2)専門別分割契約:Special ty Contract、TradeContract 

マネジメント実施者は、専門色を活かす活動を行うが、マネジメント契約似C)に、専門

別分書館約を採用することはない。マネジメントの系列が混乱する恐れがある、と考えら

れるからである。→困のマネジメント実施者の有'EJJを超える場合、 JV (Joint Venture)を

組み、個々の弱点をカバーする方法を採用することがある。筆者は、米国で日本企業が発

注する工事に、米国の建設会社とJVを組んでマネジメント契約を最稀吉した乙とがある。

この場合、発注者の臼本的な経営感覚や品質保証に日本側が、工事見場の環境や米国の法

制度に米国側が、それぞれ優れた対応を示して成果を挙げ、発注者側から評価を受けたの

は、乙の例に当てはまるものである。

4・6・2・6 契約の範囲による分類:その2

設計などの技術問題の履行や責任に関する契特義務の有無による分類があるe

( 1 )設計施工備暁注契約:Design Awa吋 BuildContract(Design Award Constructio 

n伽 tract}

マネジメント実施者を起用するプロジェクトは、殆どこの形態である。

(2)設計施工契約:Design-Build Contract (Design-ωnstruction Contract) 

マネジメント実施者を起用するプロジェクトで、この形態は非常に少ない。設計施工の

選択は、ワーク実施者に対する発注者の信頼の産物である。設計と工事の聞のマネジメン

ト面の断続も解決できる。ただし忠清的には、マネジメント実施者が介在する可制笠は存
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在しうる。(図 4・6・2)は筆者が元請け業者の立場で経験した事例である。民間工

事の諒十施工のプロジェクトに、マネジメント謁路地担用されることがある。

(図 4・6・2) 設計施工におけるマネジメント契約の事例

(3)一括総価契約:Turn-Key Contract(Performance Specifi叫 ions}

マネジメント実施者を起用するプロジェクトで、乙の形態は存在しない。ターンキー契

最初態の選択の決断は、ワーク謁路への全幅なf訴買を物語っている。その信頼は、設計

施工の場合より巨大で、マネジメント実施者の介入の余地はなく、マネジメント契約シス

テムと競合する関係、にあると言える。

(4 )パッケージディール契約:Package Deal Contrョct

上記の (3)とおなじである。

4・6・2・7 勲雄額の確定方去による種類

( 1 )総価契約/固定金額契約:Lump Sum Con凶 ct、F以凶PriceCon回 ct

マネジメント契約(MC)の採用の可能f笠はあるが、発注者とマネジメント実施者(MCr)と

の金額を巡る対立、マネジメン卜謝在者(MCrJのインセンティプ低下などの欠陥が露呈する。

きわめて小規模、短期間、厳格な責任義務明示などの制限された条件と環境においてのみ、

適用可能であると言える。

(2 )単価漠約:Unit-Price Contract 

マネジメント契約の殆どは、この形態均鴇用されている。この形態は原価の調整に便利

なのでマネジメント契約に適している。

(3)実費精算契約:Cost Reimburs伺 entContract 

マネジメント難切基本形態である。しかし、あらゆる費用を精算対象にすると、冗費

の発生を抑える工夫が必要になる。

(4)報献伽算芝摸費精算契約:Cost P1us Fee Contract 

上記の (3)を改良した形態で、マネジメント契約の主涜である。報酬の確定に様々な
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種類粁註する。マネジメン卜実施者のインセンティプの紺寺酎易、発注者の利益擁護の

ための崩尺肢とし ι適用するととが出来る。

(5 )常備契約 :Ilay Account Contract/Day Spent Contract!Day Work Contract 

上記の (4)のマネジメント実施者の人件費の算定や精算に適用されることが多い。マ

ネジメント契約をこの形態だけで構成すると.人件費以外の費用負担に制約を与え、マネ

ジメン 卜実施者の活動を制限することになる。オーナー型など、マネジメント実施者地対前

E力的な立場にとどまる場合に、適用できる可能性がある。

(6)最副長度額保証契約:Guar釦国dMaximum Price Con回 ct

最高限度額保証型マネジメント契約とは、この方法が適用された形態を指している。

(7 )上閥面絡設定契約 :Ceili昭PriceContract 

上記の (6)とおなじである。

4・6・3 各契仰f~態のマネジメント契約への適用性の検証

米国で採用されている様々な期切怨のマネジメント契約に対する適用性を整理すると、

(表 4・6・1)に示すような結果になる。 Oが最適な選択と見なされる。
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(表 4・6・1) 各契車切3態のマネジメント契約(MClへの適用性

頒 契約形態 適用性 注記
責伽 直営(ForceAc∞unt) A 小規模なOCM
穣、主 請負 (WorkContract) 

ム ContrXlωなど
ど 委託管理(Manag句!entContract) 。

契約に 競争入札(CompetitiveBid Contract) ム 職扱鎚
至る草 競争提案(Competitive Pro卯 鉛1Contract) 。

韓 随意契約(NegotiatedContract) 。 E争態t繍み制

特命契約(SoleSoぽ ceContract) 。 脚劇協幡
勲者 元請け知力(PrimeContract) 。

の位置 下請げ錦司(Sub∞ntract) ム 着時鋭繍

知日 非分割契約(Si昭leContract) 。

鑓 分割契約(抑制teContract) × 

喜納町 総合契約(GeneralContract) 。

翻1専門別分割契約 (SpeclaltyContract) × 

塁数の 設計施工分書館注錦守(Design-A'阻止BuildCon回 ct) 。

趨2話十施工鮪守(Design-BuildContract) ム 聖油漏長

→E総価難。(Turn-KeyCon回叫 × 

勤皇 総{直漠約(Lump-SumContract) ム 4峨蜘工事

働雇 単価契約(Unit-PriceContract) 。

訪正 実質精算契約(Cost-Reimbぽ宮側四tCon位百ct) d 珊 l伽政輝

翻 1伽算裂実質精算契約(Cost-Plus-FeeContract) 。

常備契約(Ilay-AccountContractl 。

最高金額保謹契約(G凶 rantωdMa以mumPrice Contract) 。

。殆ど独占的に適用性がある O採用される機会が多い ム制限付きで採用される

×実際に採用されることがない
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第5章米国におげるマネジメント契約lMC)とワーク契約(WC)の比較検証(1)

{企薗と計画段階}

前主主でシステムとして明らかにされた米国のマネジメント契約について、プロジェクト

の企薗と計画$..Qj!皆におけるマネジメントの実用面で、従来の伝統的な建設生産システムで

あるワーク契約との比較検証を行う。

5-1 品質保証と設計

5・1・1 品質保証

5・1・1・1 品質保証の概念

( 1 )定義

品質保証は、 Qua1ity Assuranceの麗Rで、町下のように定義(*1.*2)される。

①受注者や製造者が顧客(発注者や需要者)に品質を保証することである。

②保留橡は、顧客に号|き渡す物の品質であり、引き渡した後の品質確認を含む。

③保証する品質は、顧客治主要求する品質水準である。

③保証するために、顧客の理解(または承認)のもとに活動計画を'~~主する。

⑤目的達成のために、活動計画に従って体系的な活動を行う。

⑥目的と活動の概念は、顧客の希望次第で変化する。

(2)品質保証と品質管理

我が国では、制措理(Q凶 lity Contr01)という語が、品質保証の概念と同義に使われて

いる。米国でも、深く考えずに同じ意味に使っている (UsedInterchang飽 bly)場合(*3)が

あるが、元来はQualityAs剖ranc巴(品質保証)とOualityControl (品質管理)は(表

5・1・1)に示されるように区別された認識(*l.刈，ホ5)がなされている。

品質管理は、品質保証の一部であり (*3)与えられた品質達成基準に従って製品や衛遺物

を完成させるという受銀鰭な性格を持っている。一方、品質保証は、品質達成基準を設定

し、その品質達成を顧客に保証する。品質保証に必要なことは、顧客と品質菅理者の簡に

介在して、顧客が求める品質水準を明らかにした上で品質管理者が守るべき品質の巨標を

与えることであり、顧客が求める品質の表現を工事遂行上で適用する品質の表現へ翻訳す

る役目を果たす。品質保証の役割の第一歩は、発注者と受注者の聞の品質に関する翻訳者

でなければならない。

(3)品質保証の体系

品質保証は次の4つの考え方から構成されると考えられる。

0品質規定 :目標の設定であって、顧客の要求に合致する品質を達成するための品質基準
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や仕様を規定する。

O品質管理.予防 ・維持の考え方であって、顧客の要求に合致する品質を作るために計画

・設計 ・魅隼工程をチェックし、再三具合を究明し対策をとる。

0検査:選別の考え方であって、騒客の要求品質に合致しているかどうかを選別する。

O信頼性管理.改良 ・改善の考え方であって、願客の手に渡った後も品質をチェックし、

次の設計に役立て、改善を図る。

(表 5 . 1 . 1) 品質保証と品質管埋

品質保証 品質管理

目 的 顧客への品質の保証 管理軍基準に対する品質達成

自 標 顧客が要求する品質水準 管理基準(仕様、規格、選諜など)

目標水準 顧客の要求次第(弾力的) 設定された基準(固定的)

目標設定者 顧客又は品質保証責任者 品筒呆認賀壬者

行動内容 計画設定と計画に従った行動 検査、分析、監視など

行動期間 設計から工事引渡し後まで 工翠期間中

行動実行者 品質保証責任者・品質管理者 品質管理者

行動評価 顧客 品質保証責任者

5・1・1・2 品質保証の実施計画

品質保証の実施計画は、品質面のマネジメントと検査を管理し統制する計画である。

以下に示すのは、米国で行われている品質保証の知器個の一例 (*6)である。

。品質実施計画の範囲の設定lOualityProgram Scope) 

。適用基準・規格の決定(Applicab1eS回ぬrds)

。品質実施計画のマネジメント方針の設定(ωalityProgr訓 Management)

O工事書類と基準 ・規格の整備(ConstructionDoωments飢 dStanぬrds)

O調達管理(Contro1of Purchぉ e)

。工事の管理と検査(Con計ractionωntroland Inspection) 

5・1・1・3 品質保証の役割分担

(1) マネジメント契約の品質保証

マネジメント契約における品質問題の役害仲責任は、マネジメント契約の形態によって、

以下に述べるような(ホ7)相違がある。

Oエージェント型

エージェント型では、発注者が工事業者と個別の契約を締結するので、品質問題を複雑
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化し、仕上がり品質に対する実質的な管理責任の所在地電献になる傾向がある。マネジメ

ノト実施者がJJJ号絵蓄をコーディネイションすると、ますますマネジメントカ勾慰霊になる。

設計者や発注者の品質問題に関する役割や責任が、具体的ではっきりしている場合、マネ

ジメン ト鶏踏の契約実任は、残された僅かの部分を分担することになるか、何等の役割

を期待されないことになる。契約上の責任を持たないマネジメント実施者が、品質問題で

発注者と同ーの目標を持たず、:判断を回避する可能性が出てくる。

0一瞬際主斤(GSA)

GSAでは、マネジメン卜実施者に直接の品贋責任を与える。マネジメン卜実施者は、制

度上は、Construct.ionOuali ty Manager(叩~)と呼ばれる。叫1の仕事は、総価契約や固定

報酬契約との両立が難しい。発注者もWCrも目標は利益の鮒寺(ProfitRetentionJにある。

一方、 ωMへの慌塁は単に人件費に比例する額(AWage Multiplier BasisJだけであり、従

って発注者と ωMの利害関係が喰せず、相互協力関係(Partnering)が機能しない。∞M

が設計段階で選定された場合には、設計の完成時点では未だ選定されていなかった請負業

者は、総領契約であることも手伝って、自分より早い脚皆に選定されていたマネジメント

実施者たちと持蚤の目標陥冊10nGoals)を持つことが出来ない。低額応宇議書である請負

業者の呂擦は利益の草創寺であるから、彼らに相互協力関係の活動を義務づけても、タイミ

ングとしては遅すぎて、その目標達成を詰負業者に期待することは非常に難しい。そのた

めにこの形態では‘∞Mの唯一の採用銀拠であるはずの品質問題が、発注者、 cω、請負業

者それぞれに異なった，恩惑を抱えることになって、有効に機能しなくなるという致命的な

欠陥が、出てくる怖れがある。

0最高限度額保語型

との形態では、設計期間中にマネジメント実施者の採用が決定する。マネジメント実施

者は設計開皆での予算編成(Budgeting)、工程作成(Scb凶uling)、施工性のチェック (ωns

tructib.il.i ty ReviewsJに参画し、発注者と共通の目標を持つことが出来る。他の関係者逮

刺国々に持っている目擦を受け入れることも可能である。設計段階でマネジメント期路

が発注者に、震高限度額の保証を言い出さなければ、総価契約の設定を防ぐととが出来る。

マネジメント実施者は、ワーク掲在者の選定以前に品質保証のプロセスと品質改善の方

法を遥切に定めること、ワーク笑筋者の選定プロセスの中に品質を実現する能力を考慮す

ること、工事段階で品質の実現進行に改良を加えることなどが可能である。

(2) ワーク契約の品質保証

各F鐙皆における品質保証の計画と実施の責任の所在凶ぷ下のようになる(*針。

0設計前段階・発注者が品質保証の方針や手順に責任を持つ。ワーク実施者の関与はない。

C設計段階.設計者(A-E)または発注者のスタッフ(In-HouseStaff)が品質保証の進捗と実

行の責任を持つ。ワーク実施者の関与はない。

0工事段階:ワーク笑施者に進渉の責任がある。発注者に品質管理の責任がある。
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0供用開始:ワーク実施者に多くの責任がある。その一方で発注者は品質保証の手順に準

拠したo"a1(管理カ毛必要である。

ワーク実施者が発注者に保証する品質は、発注者自身が決定した規定に基づく品質水準

である。業者はその規定を与件として、工事を完成させる義務があるだげで、それ以上の

自発性は必要ない。したがって発注者側に自らの責ー任で判断しが淀する知識と官V:J7.lS必
要になる。

(3)マネジメント契約とワーク契約とのf錯リ分担の比較

マネジメント実施者が最も極端な権限と責任を持つ最商l良度額保証型の形態とワーク契

約は、 (表 5・1・2)に示すような倒的担の相違がある。

(表 5・1・2) マネジメント契約とワーク契約の

品質保証の役割分担

品開 格設定 綿織 諮thけ 繍管理

マネジメント契訴句 発 t主 者 。 。 。

設 計 者 。 。

マネジメント実施者 。 。 。 。 。

ワーク実施者(言践者) 。

ワーク契約(諮効)発 注 者 。 。 。 。

設 計 者 。 。

ワーク実施者(語銭者) 。

。 主 導 的 儲U0補助的儲リ

5・1・2 設計

5・1・2・1 設計者

( 1 )個人(Architectand Engineer)の資格

F議磁 「謝錦

。 。

。 。

。 。

。 。

米国で、設計に携わる専門家は、 P.E(ProfessionalEngineerJ、R.A(RegistredArch.it 

ect)等の公的資格を持ち、 AIA(American Inst.i tute of Archi tects)， NSPE (National Sos 

iety of Professional EngineersJ等の職後団体による権威付け方勾子われている。

R.A.は我が国作噌建築士に相当する。建築物の設計行為の独占的な公認、織自民の身

分のj去的な保護、なと・我が国の建築士制度と共通しているところが多い。

P.E.は働時士と訳されている。我が国の捌I士に比べて騒音祉や法律上の櫛艮や樹IJが

(州毎に異なるが)大きく権威も高い。我が国に該当する制度はない。

米国には、ほかに州によって LicensedConstructorという個人資格がある。これは建
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設当官の営業認可や工事監督に必要な資格である。これも我が国に該当する制度がない。

いずれの資格制度も、所轄は州政府である。制度の仕組みゃ遼用は州毎に制定された法

律によって個々に異なっている。

取得した免許(Lisenω)は、外|によっては更新手続き均ぜ要である。厳密には、 Lisence

d(資格を取得した)と Register叫(更新手続きを済ませて有効である)の遠いがあり、法的

に Registerω を要求している州では、 Lisencedだけでは効力を発鐸しない。

取得した資格の肩書きを規制するTitle Sta旬旬、と業務行為を規制する PracticeS 

tatuteがあって、州によって両方又はどちらか片方が適用されている。

資格試験は州毎に実施している。 Nationa1Council of Architectぽ a1Registration B 

O紅白(全国建築士登録委員会協議会:NC錦町によるお蚤試験を使うことが多い。

AlAは米国建築士協会と訳される職能団体で、いずれかの州で、 R.A.の免許を取得した

有資格者が会員の推廊によって入会を認められる。

P E.の N'.'PE(全国技術士会)入会資格は AIAと同様だが、組織率は AIAほど高くない。

(2 )法人・企業(DesignFirm. AIE Firm) 

設計家やコンサルタント ・エンジニアは、以下のような形態 (*9.*10)で活動するごとが

可能である。

0倒ノ、経営(Indivisua1Proprietor功ip):法的に最も簡素な活動形態である。個人経営者

が、非法人河郷(UnincorporalωFormat)で直接個人的な嘗業 ・経営を行う。企業活動のた

めのj封守手続きは耳事である。彼は全ての契約的技術的 ・経営的責任を負う。

O組合(Partnership):複数の個人又は組織(Entities)が、 Partn巴rめipAgr蜘巴ntを交わ

して組織した非法人組合組織(Unincorporated俗sociation)である。米国では設計やコン

サルタン卜の組線で最も一般的制措である。個人的な専門家集団(lbelndividual Prof 

閥均n)の主体性が失われていない点で、個人経営と類似する。あらゆる契約上の義務(Co

nt四 ctualObligations)、樹:$.上の責任(Liぬilities)、損失(Debit)及ひ利潤(EarningA 

11 Profit)は、→国人ではなくて予め合意された比率で出資組合員遥が分担し配分される。

契約は組合の名前で締結され、最低限一人の出資組合員地喫約の署名を行う。その署名者

は免許取得者(Prof偲 sional)であることが必要。締結された契約は、イ也の出資組合員も拘

束する。州によって出資組合員逮全員もしくは一定以上の人主主の免許取得を義務づけてい

る。A!E.Architectsand Engineerちのように多機E的な権能を要求される場合には、それ

ぞれ別々の有資格者が必要である。

O会社(Corporation):寸姶社(GeneralBusiness Corporation)と専門会4土(Profession

alωrporation)がある。ー舟主会社は、我が国の株式会社に相当する。

専門会社は、有資格者(Professional)地再経営者となり株主となる法人だけに認められる

経営形態である。経営者や株主には免許の所持等の法的義務がある。期1良責任を負う代わ

りに、利益を課税対象外とする等の税詰l比の慌墨措置がある。
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会社が、設計やコンサルタントの活動を許可されている州は、 (表 5・1・3)に示

すとおりであるo (*11) 

(表 5・1・3) 一般会社と専門会社による活蹄午可

一般会社 専 門 錠t州の数|

許可 許可 32 

許可 不許可 4 

有守午可 許可 12 

有奇午可 不許可 2 

設計事務所の規模は、 AIAの 1987年の斑査による(表 5・1・4)に示すとおりで

ある。零細な組織が多い。

(表 5・1・4) AIA会員所有の欝十会社の規僕とpf縛の分布抗態

(028. No.l， Th巴 Firm:加 lntroduction.Illustration 1) 

規模(FirmSize) 数の分布(Distribution) 所得額の比率分布

設計者 l人 63.0% 4.3% 

2-4人 27.3 11. 4 

5-9人 6.4 17.8 

10-19人 2.2 19.1 

2 O.人以上 1.1 47.4 

5・1・2・2 設計者の選定

設計者やコンサルタン卜の選定に、僻.s1衣存型の競争入札方式は採用されない(*12)。通

常、発注者は以下の中から選定芳法を採用している。

( 1 )比較選定方法(ComparativeSelection) 通常、以下の手)1慎で行われる{本13)。

①複数の会社(その選定は様々である)の当該プロジェクトへの適応性を審査。

②その中から3-6f::土を選ぴ抜く。

③その会社にプロジェクトへの関心の有無を照会し、資格審査用書類の提出を求める。

④最適会社を趨尺。

③その会社に通知して、契約交渉に入る。

⑤双方、合意したら契約を締結する。

(2 )直樹旨名方法(Dir附 Selection) 発注者が、設計会社の官肋や資格の比較検討を
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行わずに、単純にi霊定する方法である。発注者が以前に採用したことがある設計会社と関

係を続けたい場合に、共通して採用される方法である (*14)。

(3)競争設計方法(DesignCompetiti ons) :設計会社紙発注者の示す設計方針や条件を

もとに設計を競い、その中から発注者が‘工期、工事費、技術的な問題の要素を考慮し、

最も好ましい設計を選択するものである。設計の採用がその設計会社のプロジェクト参画

に必ずしも酪吉しないところが米国の特徴である。競争諒十は完全公開もしくは参鵬リ限

(指名又は、資裕審査)の2通りがある。

5・1・2・3 設計契約(Design加国ct)

( 1 )語桝(CompensationMethod) 

専門サービス業務(Professiona1Services)を提供する設計者やコンサルタントに対する

支払方法(偽thωforCom阿批判)には、以下のような苅去作15)均準用されている。

q澗定金額(Stip山 tedSum)方式 :提供するサービス業務の→重の価値又は費用に見合う

金額として予め鮪曜に明文化した金額。

②エ家賃定率金額(Percen凶geof Constructionωst)方式・必要なサービス提供の費用を、

予め鶏鳴に明文化した、そのプロジェクトを建設する工事費に対する定率とする。

母瀬酬付き実賛精算(CostPlus-Fee)方式 ・実際にサービスの提供に要した時間と出費に

基づき妥当な利益額を含んで封ムわれる金額。俸給酎繍の倍数怖ltipleof Direct Sa 

lary Ex悶se)、人件貨の直接額の倍数(Mu1tip1eof Direct Personnel Expense)、報酬額

を加算した実質額(Profeぉ ionalFee P1us Expenses)、時間数又は日数に請求単価を乗じ

た金額(Hoぽ 1yor Daily Billing Rates)、等の算定方式がある。

④単価方式 (Uni七ーωst~おthod) :建設物の単位に基づいて金額を決める方式。例えば建築

物の合計面積、道路の総涯長などを基準とする対去である。

(2)謝責任とT腕担保責任(Professiona1Uability and Warraty) (*16) 

この問題は観世で広鎚固にわたる。範丘の傾向として、設計責任が厳しく問われるよう

になってきている。

責任の基準には、建築設計責任と工業製品の純益失責任(Strictprωuct Liability)が

ある。建築責任の場合には、被害者保IJは栂手(設計者)治ふ寸買の設計者に比べて怠慢や過失

があったことを立証しなければならない。ターン ・キ一物件や建て売り住宅では、艶童書

責任(ProductLiahi1ity:PL)の適用が多い、と言われる。過失責任は、議十あるいは竣工

してから欠陥が箆見するまで、と見なされる考え方が一般的になっている。実質的に時効

がないので、永久資任、ということになる。設計者遥は、専門外の仕事に口出しすること

を極端に範室するようになっている。ぞとで専門化がさらに高度で分化した専門化を生み、

専門的に特化 ・細分化したコンサルタントが出てくる職業上の土境が形成される。

以上の設計責任は設計者個人にある、とされている。契約に免責条項(Ind叩 ification)
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を明記することがあるが、設計者は普通人よりも専門的知識がある、とされて裁判で免責

が必ず認められるわけではない。設計者は危険回避(RiskHedge. Risk Manag償問t)の手段

として、語十環疲保険の付保を考慮するようになる。保険を掛ける代わりに、社内積み立

て(SelfInsured)をする事務所もある。米国では、協同責任(JointSevera1 Liability)の

原則から、 I回疲のある者は支払い能力があれば、資イ壬の割合に関わらず賠償に応じなけれ

ばならない。従って保険を掛け支払い官.EtJがあると訴えられる可能性が高くなるが、保険

を掛けていないと仕事を入手できない、というジレンマがある。

通常の設計液疲訴訟の結末は、示談(Miti伊tion)が多いと言われている。なお、保険金

は弁護士費用にも当てることが出来るという。米国の設計者の地位は高く、誇りも高い、

と言われるが、その一方で、課せられる責任も大きいことがうかがえる。

5・1・2・4 語十邸皆の儲lJ分担

(1 )マネジメント契約におげる設計業務の役割分担

GSA (*17) (*18)と AGC(*19) (*20)の2つのマネジメント ・プロセスでは、プロジェクト関

係者逮の設計業務の役割分担が、 (表 5・1・5)に示すような相違がある。

GSAはマネジメント実施者側Cr)に、話機務の管理を期待し、仰は管理よりも成果品

をもとに予算、仕様、工程の策定を期待していることが分かる。

(表 5・1・5) GSAと胤の設計邸皆における儲i扮担の比較

滋櫛殻簡(GSA) 経総額鰐盛会(AGC)

MCr 設計者 発注者 MCr 欝|者 発注者

設計スケジュール 。。 。。
設計図面完成 。 。
設計チェック 。 。
設計費用チェック 。 。
設計契約変更 。 。
設計作業報告 。 。。
Va1ue Engineering 。.o 。。
工事費の見積と検証 。。。。。。
工事仕様の決定 。。。
工事工程の作成 。。
全体工程の管理 。 。

。主導的羽生害fJ α南助的又は協力的な役割
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(2 )ワーク契約諜務における設計業務の役割分担

ワーク契約の設計者の役割として、 AIA(*2l)の事例を、 (表 5・1・6)に示すい22)。

(表 5・1・6)

ワーク契約の設計開皆における綿Jj分担

詩情 発注者1

設計スケジニLール 。

設計図面完成 。

設計チェック 。

設計費用チェック 。

設計契約変更 。

設計作業報告 。

Value Engineering 。 。

工事費の見積と検証 。 。

工 事仕様の決定 。

工 事工程の作成 。 。

全体工程の管理 。

。主導的な後宮j

(表 5・1・7)

設計者側錨Jjの比較

1~γ メント勲

(A∞) 

設計スケジュール 。

設計図面完成 。

設計チェック

設計費用チェック

設計契約変更

設計作業報告 。

Va1ue Engineering 。

工事費の見積と検証 。

工事仕様の決定 。

工事工程の作成

全体工程の管理

ワー夕刻

(AIA) 

。

。

。

。

。

。

o I 

0補助的又は協力的な役割 。主導的な役割 O補助的又は協力的な役創

(3)マネジメント契約とワーク鶏力の詩情の儲リ分担

設計者の役割は、 (1)に示した AGC(*19) (*20)のマネジメント契約の場合と、 (2) 

に示した AIA(*23)(*21)の設計鰍鳴鞠協によるワーク契約の場合を、 (表 5・1・

7)に示す。設計者の役割は、マネジメント契約とワーク契約との間では、大きな相違が

ないことが分かる。

マネジメン卜知牝ワーク契約乃設計段階における発注者側姐lを比較(*20)(凶作24)

すると、 (表 5・1・8)のようになる。発注者の役割立、マネジメント契約に比較し

て、ワーク契約の方が圧倒的に大きい。特に予算、イ土縁、工期等の作戒や決定、工樹鶴

等の責任には大きな相違がある。マネジメント契約では、この差をマネジメント実施者が

引き受げることになる。
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(表 5・1・8)発注者の役割の比較

1*γ メント~j ワー匁約

(AGC) (AIA) 

設計スケジュール

設計図面完成

設計チェック 。 。

設計費用チェック 。 。

設計契約変更 。

設計作業報告

Value Engineering 。

工事貨の見積と検証 。 。

工事仕様の決定

工事工程の作成 。

全体工程の管理 。

。主導的な役割 O補助的又は協力的な役割
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5-2 予算の作成

5.2・1 綬算

5・2・1・1 原価と積算

米国では、原価(Cost)と積算(Costing)、対価(Price)と見積(Pricing)は、 (表 5・2

・1)のように区別して呼ばれている。

(表 5・2・1) 原価と対価の用語

原価(積算)

価 額 Cost 

算出作諜 Costing 

Estimate 

提出物 Estimation 

5・2・1・2 積算の種類

積算には、次のような極類がある (*1)0 

a.設計積算(DesignEstimaies): 

対価 倶厳) 1 

Price 

Pricing 

Ouote 

Quotation 

発注者又は発仕者の依頼を受けた積算薄門家が設計の全邸皆で数度にわたって、行う積

算である。

a-1.参考積算(Orderof Magnitt出Estimates)

a-2.予備積3草(PreliminaryEstimates) 

a-3.確定積算(DefinitiveEstima七回)

a-4.基準積算(Engineer・sEstimates Based on Plans & Specifications) 
b.入札積算(BidEstimates) : 

請負契約を前提とした入札のために用意される積算である。

b-1 業者応札積算(Contractor'sBid Estimates) 

b-2.入札翻蹴算(FairPrice Estimates) 

c.管理積算(Contro1FstimaLes) : 

プロジェクトの各段階で管理のために作成される積算である。

c-l.予算積算(BudgetEstimates for Financing) 

c-2.プロジェクト営理用積算(ProjectContro1 Estimates) :発注者の出金管理

c-3.実施予算(ControlBudget) :ワーク実施者の原価管理に利用される。
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5・2・1・3 ワーク期ちとマネジメン卜契約の積算体系

ワーク鶏ワとマネジメント契約で採用される積算イ乍業の内容には、具体的な相違はない。

関係者のf錦 j分担には、 (表 5・2・2)に示すような相違がある。

(表 5・2・2) ワーク契約とマネジメント契約の積算作業のf錨日

ワ ク 契 約 マネジメント契約

設計施工分離 設計施工一括 7;γ j.'; 

発注者 ワーク籍者 発注者 ワータ箔信 発注者 ト実務 ワーク箔館 精度(%)

参考積算 。 。 。。 +50--30 
予備積算 。 。。 。 +30-ー15
確定積算 。 。 。 +15--5 
基準積算 。 。 。
業 者 応札 ;積算 。 。
入札評価積算 。 。
予算 積算 。 +30~ー 15

7'ロシ.L7ト管理積算 。 。
実施予算 。 。 。

5・2・1・4 積算の手法

積算の時期、目的、及ひ要求される精度によって、様々な手法が採用されている。

( 1 )機能からの推算法(Cost-per-FunctionEstimates) 

構造物や施設の機能から、概障害金額を推算する方法で、次の一般式によって計管される。

C，=C2 (F，/F2)・

但し、 C，:求めるコスト、 C2:即日のコスト、 F，:求める施設の機能 F会:既知の

施設の機能、.特有な指数催験買1)によって定まり、 0.4-0.8程度にあると言われる). 

ζれと同類の手法として、施設の面積や容積から概算金額を推算する、面崩霊算法(Squ

are-foot Cost Estimates)や、容積推算法(C凶 ic-footCost Estirnates)などがある。粗算

積算(ScreeningEstimat刷、速算積算(RapidEstimat倒、比率積算(RatioEstimates)、

因数積算(FactoredEsimates)等とも称される。この金額は、正確な金額ではないので、信

頼性に欠ける。授資計画の立案などを自的とする参考積算に採用される。

(2)係数積算法(刷ular-TakωffEstirnates) 

材料費を知って画委工家貨を、直接工事費を知って間接貨を含む工事貨をi工事費を知

って事業費全体を、というように既知の資料から得られた情報を使って積算する方法で、

計算結果の信頼精度を向上させるために、年次または時系夢l歴化の影響を考慮した建設費
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指数(Constructionlnd叫や、底知蹴による建設費用の棺遣を考慮しt;:i也樹首数(Lo叫

ion Factor or Area Correction Factor)による補正を行うことがある。参考積算や企業化

邸皆の発注者の予算の作成などの子備積算I~I閲される。

(3)数量推翁;法(Partial-TakeoffEsti鵬 tes)

レイアウト、主要工穏の概算数畳表、建物リスト、概略工程表などのデーターを用いて、

主要工程の数量をもとに作成する積算である。これと同類の手法として、主要留守面積か

らの推算法(PanelUni t Cost Estimat巴s)や、主要楠蓋物の寸法 ・数量からの?を算法(Para

rr陪terCost EstimaiεsJなどがある。プロジェクトの採算性の検討を目的とする予備積算に

採用され、プロジェクトの管理や契約に利用されるものではない。

( 4)詳細積算(DetailedEstimates) 

現地現況図、正確な平翻E置図、権造物の立面・平面図、数量表、業者引合い見積書、

土質資料、仕様書、工程表なと確定的なエンジニアリングデーターを積算資料として、作

成される演算である。個別積算法と単価法がある。固定積算(FirmEstimatesJとも称する。

プロジェクトの範囲やスケジュールが固まった時点で作成され、確定積算、基準積算、

業者応札積算、入キl評価滞算、予算清算、プロジェクト管理積算、実施予算など、その後

のプロジェクトの予算管理や入札 ・契約なと・の目的に利用される。

(5)積算手法の採用

かつて筆者が関与した米国の総合建設封土の社内マニュアル(制秘)や、公刊されて

いQ積算マニュアルなどをもとに、彼らが採用している(1)~ (4)から成る各種の積

算手法を挙げ、米国では精粗に応じた積算手法が確立され目的によって使い分げられてい

る積算の現状、を述べた。

日米の相違を述べることは当主主の主旨ではないが、両国の積算手法の現状の相違に若干、

触れたい。わが国の土木I$では、上記の (4)に該当する積み上げ式による積算手法の

一本槍である。穏算、 i塞算の採用は、むしろ邪道とされる空気がある。公共工事の予定価

格の稜算を積み上げによると規定しているごと、入キはi前の段階でも精査を良しとする気

風があること、組算 ・速算は仕事が粗いとして軽視する職人気質が尊重されること、など

が原因と思われる。精査を心がける姿勢は、資料情報に精密さを求めることにつながり、

その提供制1Iの発注者に絶えず情報の確度を要求することになる。プロジェクトの初期段階

に発注者側が作成する正確度 ・精密度の粗い資料↑輔に依存するかぎり、手法がいくら精

査な積算であっても、積算結果の信頼性が高いわけではない。むしろ発注者が正確に把握

しきらない情報を漠然と包含した粗算 ・速算法で概略金額を計算し、その後に進めるべき

確度の高い情報資料収集の方向付けにも役立てることが、適切と窓われる場合が多い。

5・2・2 予算 (Budget)
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5・2・2・1 予算の種類

建設プロジェクトの予算には、次のような種類がある。

a.技資予算(匂pi凶 Budget)

b.資金計画予算(FinancingBudget) 

c.収支管理予算(ControlledBudget) 

a.は事業者や企業者(必ずしも発注者とは限らない)に必要である。

b.は発注者に必要である。ワーク実施者が資金予定(CashFlow Forecasting)のために

編成することがあるが、その役割はプロジェクトチームではなく‘本社の財務部である。

c.は工事契約後の発注者の支出金管理、ワーク実施者の実施予算と表裏一体の存在と

なる。 a.b. c.いずれも必吾引笠は高いが、マネジメント面では、 c.が最重要である。

5・2・2・2 予算編成の目的

( 1 )発注者の目的

建設プロジェクトにおける発注者の予算編成は、経営活動の一部分である。プロジェク

トは完成後に華!監を生み出すが、工事中は、利益を生み出さない。発注者の予算は、プロ

ジェクト完成のための投資と完成後に得られる革l踏との対比を授資効果としてとらえられ

る。その投資効果に資することが経営の目的であり、その目的の一部に、建設プロジェク

卜の予算が位置づけされる。

(2)ワーク実施者の目的

一方、ワーク実施者の予算編成は、受注業者としての経営計画そのものである。その予

算の目的は、プロジェクトの実施によって利益を生み出すことである。

5・2・2・3 マネジメント鰯悦ワーク契約の予算編成の内容と節回

(1)マネジメント契約における予算編成

マネジメント契約では、マネジメント実施者の位置づけとその役割には、個々のプロジ

ェクト毎に特徴が出ている。

発注者にとって技資予算は、プロジェクトの基本であり、発注者自身地鴇成する。マネ

ジメント実施者は、発没者に代わって予算を編成する役割を担う場合があるが、その場合、

収支管理予算 (ControlledBudget)の編成に関わることが多い。マネジメント実施者が収支

管理予算を編成する際、発注者自身が工事を行う費用を算出する、という意味より、請負

業者が請求するだろうと推定される金額の算出に比重治寝室かれる。予算の内容は、発注者

の理解が不可欠であるが、その理解のために、計繁の精密度、採用情報の豊富さなどの予

算漏成の基本的要件に加え、発注者に対する説得力が重要となる。米国では、詳細な積み

重ねは必ずしも謝尋力を持たない。幾つかの積算方式の中から、時期に応じた車産な方法

を選択する必要が出てくる。
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マネジメント実施者が、収支管理予算を編成する場合‘発注者にとって予算は無駄な投

資をしない(つまり過剰反出をしない)というマイナス面を抑える期待に応えなければな

らない。そのために収支管理予算には‘状況に応じて常に五務行情報が反映されたものにな

っていなければならない。収支管理予算は、プロジェクトの進捗に応じながら絶えず修正

されることになる。刻々と更新される予算を最新ザ予算(TrendBudget)と称し、その作業を

最新積算(TrendEstimate)と言う。建設プロジェクトの期蜘問中、状況の推移と変化を

にらみながら、経侍予算の積算を繰り返すのがマネジメント実施者の役割であり、工事中

の予算管理の中核となる。筆者の米国における経験では、

①発注者の情想、が固まった時点で震初の予算を編成し、その後に、

②概略の設計方針が出来て主要な工種地171)挙された時点

信湛本設計が完了して工事規模が固まった時点

④主要工事の契約を終えて契約金額の大半か定まった時点

⑤工事全体発注が 40克まで進渉した時点

⑥工事全体が 70%まで進渉した時点、の各時点で予算を更新した。このうち③~⑥が経時

予算といえるものである。

通常、②③④はマネジメント実施者が作成する、と言われている。

(2)ワーク契約におりる予算鞠成

発注者が編成する予算は、前項 (1 )の内容や目的と合致する。

ワーク実施者が予算を編成する目的は利益を生み出すことであり、その目的はワーク実施

者の経営目的のすべてである。建設プロジェクトの投資予算は、ワーク実施者には無鳴で

ある。資金計画予算は、ワーク実施者均SJJ事に自己資金を使う場合に必要だが、その重要

度は発注者ほと商くない。ワーク謝踏の資金は、融制に発注者によって負担されるか

らであり、実際は、工朝℃金のー侍立替えを行っているわけである。

収支管理予算は、謝昔予算と一体で、}jIJ物ではない。ただし、ワーク実施者の期留予算

は、マネジメント期留者の収支管理予算と異なり、一旦編成されると固定され、原則とし

て動かさない。工事途中で予測される収支の変動は、基準となる期首予算との差額変化と

見なす。その差額の竣工時点の予測が、建設プロジェクトの領益の見通しにつながる。
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5-3 工程の編成

5・3・1 工程編成の特徴と概念

工F致蔚或は、わが国の建設プロジェクトでは工平監皆JJ![のー脅11として扱われる。米国や米

国景矢野下の現場では、工程編成(Sch吋ulingや SchぽlulePlann ing)は、工程管理(Progre

ss Manag四 entや ScheduleControl)とー殺を画している。米国のプロジェクトチームで

は、工程編成は、ProjectControl Manag巴rの役割であり、工程管理は、 ConstructionM 

anagerの役割である。プロジェクトチームの運営面で、工程編成と工程管理の二つの権能

が分離することで、微妙な関係を保ちつつ、チームの運営やプロジェクトの推進に、良い

毅操をもたらしている。

5・3・2 ワーク契約におげる工程編成

5・3・2・1 発注者の工程編成

発注者均主行う工程編成は、次のような特長がある。

①工事期間の設定を、最重点に置く。

②各部分の施工の)1即字、期間、忙しさのばらつきなと・細かい配慮は省かれる。採用される

工程や歩掛かりは、きわめて標準的である。

③工期の途中は、出来閣を移を重視する。発注者として支出金予定を立てる必要があるた

めである。

@湖ミ国では、ネットワークの他にランプス(RAMPS)、プレジデンス、ガート (GERT)などの開

発カ琴錦に紹介されているが、実際にはP町 ITI舵法とクリテイカノレパス法をとり入れたア

ローダイヤグラムを用いたネットワーク手法が実用上の全てである。

⑤霞適工期の確定には、建設費曲線を求めないで、クリテイカjレパスによってノ一マルク

イムを確定するという方法を採ることが多い。

⑥着工後もProjectControl Managerは、定期的に工程の編成答えを行う。その目的は、

オリジナル工程との相遣を確認し、竣工日の確認にある。米国では無理矢理工期を厳守と

いうことはしないので、工程が在ってくると、最も確からしい竣工臼を知ることが、工事

中の重要な仕事になる。

以上のように、発注者の工程編成の最大の目的は、工期の設定にある。完成した施設の

供用F劫古時期を決めるごとが重要だからである。途中伍晶は副次的な問露である。工期設

定の重要な意義l立、 (図 5・3・1)に示すように、発注者にとって最も経済的な工期

を意味する最適工期を見出すこと (*1)にある。
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くなるように

①各部分の作業の施工順序

②各部分の作業の施工期間

を定め、さらに

③全期間を通じて、忙しさの存度を均寸ヒするようにつとめ、

@すべての作業が、工期内に完了するように工程を編成する。

ワーク実施者が作成する工程図表は、ネットワークである。ワーク実施者から発注者な

どへ提出される工程図表は、ネットワークによることを、契約書などに規定されることが

多いためである。正式の提出工程図表は、ネットワークによってきる示されるが、ワーク実

施者自身が内輪で管理用に作られるものは、必ずしもネットワークではない。特に短期間
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管理用の図表は、パーチャー卜などが多い。

(2)工期設定の可能性

通常、ワーク菊簡は発注者が設定した工期を与件として、自らの工程計画を立てる。

問期

工期・建設費曲線

さらに、 (図 5・3・2)に示すような、早期完成による利益を、工期の設定に反映

させる考えがある。

5・3・1)(図

;でJ11主:
ムーご"-{
m 

T Dτ ・③一・4

r 

費

用
目標とする短縮期間

ーM

コ
ス
ト

間期
;企型空誌による利益

①発注者の想定虚綿(図 5・3・2)の脳¥liKDに該当

②応ヰL者の提案による断泉(I) ③応札者の提案による断泉(江)

④曲線(引をもとに、発注者地帯正した断袋

AÀ:f~件にもとづく入れ金額 B提案(I)による提案金額…採用

C提案(II)による提案金額…不孫用 D 発注者からの逆提案工期による金額

但し

日工期短縮による利益を考鼠した総建設費の畳l値

間期

M 総建設授の最小値但し

逆提案工期r 

l延長効果 m 短縮効果

p 入札時の設定工期 q 提案工期

工期短縮効果を考慮した費用曲線

5・3・2・2 ワーク実施者の工程編成

( 1 )工程編成の目的

ワーク実施者の工程編成の媛大の目的は、着工から竣工までのプロセスの組み立てにあ

5・3・2)(図

工期の修正

最初の計画時期は入札前で、との工程は施工計画や入利金額に反映される。但しこの工

期は、工事費が最も安くなる最摘期であるとは限らない。発注者側が、最摘工期よりさら

5.3・3)(図

り、その照準は、支出を短小に抑えることにある。

工期は、ワーク菊簡の工程編成において、発注者からの長重要な与条件である。

ワーク実施者は与条件の工期の枠の中で、ワーク実施者自身にとって支出金が最も少な
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に短いI期を設定していることが多いからであるa

ワーク実施者の中には与件の工期より.工事費がもっと安く出来る工期の設定を試みる

者が出てくる可古針生がある。特に入札価格を競う場合に、その婆望が強く出る。

入宇閣制こ代案条項がある場合、ワーク実施者は工期守変更して(多くの場合、工期の

延長)悩絡の低い代案を提示出来る。提示を受けた発注者は、その千思案について自分が工

期設定した際の短絡効果を上まわる延長効果(図 5・3・3の・B)均認められるなら

ば、代案を採用したほうがよいことになる。そうでない場合(図 5・3・3の・C)は

代案不採用をするか、逆に更に工期短縮(図 5・3・3の・D)した場合の代案提示を

求める余地がでてくる。

5・3・3 マネジメント契約における工程編成

5・3・3・1 発注者の工程編成

発注者の工F鼠編茨の恩的や、編成技法はワーク契約と変わりがない。しかし、マネジメ

ント契約では、マネジメント実施者が発注者に代わって工程の編成作業を行うことが多い

ので¥発注者の工程計画上の役割や作業範囲の相違がワーク契約とマネジメン卜契約との

相違ということになる。ワーク契約では、発注者は工程編成作業の全てに携わらなければ

ならないが、マネジメント契約では発注者はその大部分又は全てをマネジメント謁在者に

任せ、発注者は、マネジメント実施者が作戒する工程表を照査(Review)する程度の役割に

とどまる。

発注者が農も多くの役割を分担する寸甥睦庁(GSA)でも、マネジメント実施者(MCr)が

全ての工程表を作成することになっている。

5・3・3・2 マネジメント実施者の工程編成

マネジメント実施者は、発注者に代わって工手致厳Eのほとんど全ての作業を行う。

マネジメント実施者カヰ努わる作業では、以下のような特徴がある。

q溌注者から与えられる条件や資料の充足度は、皆無な状態から丁寧に書かれたパーチャ

ートに至るまで千差7J別である。

告編成上の，恩想は発注者と同じであるべきだが、発注者自身が作成する場合に抱く一方的

な過事蹴待の要素を入れない、というような客観的立場の品街寺が必要である。

③マネジメント実施者を採用するプロジェクトは、ワーク実施者を多く使用する分離契約

形態が不文俸とされるので、各ワーク実施者毎の着工、竣工を明白にし、それぞれの工期

管理が出来るようにマイルストーンを設定する。

④ワーク期儲の仕事が中断しないような考慮が必要である。ーヨ摂約では、特定の工程

の中断が容易だが、分青眼約では 1ワーク錨踏の中断は、その後の再開時の現場宴帰に
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支障均竺主じることがある。

5・3・3・3 迎車施工とマネジメント契約

( 1 )迅速施工と邸皆施工

マネジメント契約では、迅速施工や段間程工の採用により、工期幅縮成果が期待できる

ことがマネジメント契約システムの利点との意見(*2)が多い。

(図 5・3・4)は、迅速施工が採用される場合の工程比較であり、 Aと Bの差だ

り、工期が短縮されるとしている。これはモデル図であるが、説明には説得力がある。

1111H11!!1!!!!!!!!lH!!日1iIB

(図 5・3・4) 迅速施工手法の工期短縮効果

(2 )間働在工(PhasedConstruction)と邸髭契約(PhasぽjContractJ 

上記 (1)のように工程を編成して、迅速化施工を実現するには、段階契約が可能でな

ければならない。米国では、契約が締結されていなりれば、工事業者はZ草に着手しない

から、議十図や鄭告書類か唾わない段階に、見切り発車で工事を開始してしまうことはあ

り得ないからである。マネジメント契約と段階施工との間には、直接の因果関係はない。

すぐれた識査能力のあるマネジメント実施者の存在、その存在感による関係者の信鼠感、

マネジメント契約によって機能を発揮しやすいパートナリング恩忍などの相乗効果古墳H待

された場合には、開皆施工の効果が発揮されやすくなる、と考えられる。

(3)騨腕工の適用性

段階紘工の適用性を、 (区15・3・5)のプラント建設工事の設計工程を利用して、
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検証する。

① 

オンサイト:騨・姐;磁働る紛崎重(ポイラ-， jーピン、トヲt・ンク'‘キル~I:')

オフサイト.麟嚇・冊、脇嚇・~~臥滋錨:蝦bらな端的餓 (jì土倉庫、瓶詰本裁畝織繍制

(図 5・3・5) プラント建設の設計工程

個々の設計が完了するためには、図中の第2回VEを経て、鼠終的に設計全体の見直し

が済んでいなげればならない。設計完了後の工事の着手は(図 5・3・6)に示すよう

なl憤番になる。

つまり工事の若手順序は、 2長官工程の鵬亨と逆になる。従って設計の終了l頗に着工する、

という図式が描けない。このような工程上の特性は、寸史土木楠宣物、例えば橋梁などに

も共通する。その上発注者は、低廉なトータル ・コストを追求するので、全貌やトータル

・コストを確認せずに、→日分から工事を着手することに慎重となり、抵抗がある。

財批
(図 5・3・6) 工事見場におけるプラント建設の着且臨

段階施工を阻禽する大きな理由として、

①E街完了の順番が、工事着手の順番と必ずしも→主しない。

②トータル・コスト追求の観点から、全部Eの設計カ境了しないうちに、工事に着工するこ

とにj由泡惑がある。
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米国で、段階施工の利点が強調され、受け皿としてマネジメント契約が宣伝されるのは、

従来の契約上の思想が、関係者を金縛り抗態に追い込んだからである、と恩われる。

5・3・3・4 マネジメント契約における役割分担

実用されている約款(*3，*4， *5，時)によれば、マネジメント契約(MC)における工手議編成の

主なる役割は、以下の通りである。

(1)基本工程の編成(MasterSchedule Planning) 

(表 5・3・1)に示すように各機関の名称は様々だが、マネジメント実施者が作成

する点、は共通している。小規模プロジェクトを伊郎として、電子計算手法によるネットワ

ーク手法を要求している点も共通している。

(表 5・3・1) 基本工程の編成

機 関 作成工程表の名祢 作成時期 作成 p~査 承認

部蹴調達庁(GSA)Master Project Schedule 設計目IJ邸皆 7.t1'jント鶏吉

機合銭籍金(AGC)Project Schedule 語十段階 7.tγメント鶏音

精霊童士齢(AIA)Preliminary Project Schdule 訴十騨皆 マ4γメント殺害 設計者 発注者|

来自CM協会 (CMAA)Master Schedule 設計前F踏 す4シ，Iント幾百

(2)工輔可の工程編成

工事前の工程編成は、 (表 5・3・2)に示すように様々な規定がある。米国CM協

会仰lAA)がDesignPhase Milestone Schedule (MCr)、DesignSdledule (A!E)、 Pre-BidC 

ontruction Schedule(版;r)の工手釘乍成を義務つ'けているが、規定のないところもある。

設計工程の編成に関して、 GSAはマネジメント実施蓄に主導性を与え、側M は諾f者

自身に主体性を委ねているなど、機関によって規定が対照的である。

(表 5・3・2) 工輔t工程の編成

設計工程表 作成者 誠逮工程表 f慨者

量邦政肩書軒(GSA) 。7.tγメント実蹄 。すwメント実草者

機錨籍企(AGC) X X 

組建築士協会(AIA) X X 

組CM~会 (CMAA) 。 設計者 。マヰシ・ 1 フト努!~

0 規定あり X 規定なし

(3)工事工程の編成
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工事エ程の編成は(表 5・3・3)に示すような規定がある。工事工程の串戒の規定

がない機関(AGCと A1A)がある。工事工程の編成を行わずに工事を行うことはありえない

ので、工事契約(ワーク契約)で規定されるものとして取り扱っている、と恩われる。その

工濯編成を行うのはワーク実施者であり、発注者が照査 ・承認を行うことになる。

(表 5・3・3) 工事工程の編成

機 関 作成工程 作成 照査 承認

連邦政府調達庁(GSA)ConsなuctionSchedule ワー繍

来援縫殺事会(AGC)

ま自重要士協会(A1A)

畑CM協会 (CMAA)ConsなuctionSchedule ワ-'J実績 7*グメント実績

(4 )プロジェクト各段階の工程編成

GSAと CMAAのマネジメント契t悦句款には、 (表 5・3・4)に示すようなプロジェ

クトのライフ ・サイクルに沿った工程編成の規定がある。工程編成のほとんどすべての業

務1;1.実質的にマネジメント実施者の手に委ねられている。

(表 5・3・4) 工程編成の担当者

連邦政府一般調達庁防A) 米国 CM協会 (CMAA)

廓 作成工程表の名称 作 成 者 作成工程表の名称 作成者

編 Master Project Schedule 7WJ，i卜実績 Master S c h e d u 1 e 7*γメント実儲

Design円¥aseMilぉtoneScb凶. マヰシ4メyト実騎

主計Design Schedule 7.?-ジメY卜薄商 D e s i g n Schedule 設計者

董皇 Procurement Schedule 7*γメント薄弱 Pre-Bid Cons七四ctionSchedul巴 7~ ;，' j.i卜実績

工事 Construction Schedule ワーク実草書 Construction Schedule ワーク霊草書

5・3・4 マネジメント契約とワーク契約の比較

マネジメント契約とワーク契約のプロジェクト関係者たちの工程編成に関わる標準的な

役割分担は、 (表 5・3・o)のように覧理される。

ワーク契約では、発注者は、ライフ ・サイクルの全F錨皆にわたって、終始工程編成の実

務に携わることを余儀なくされる。マネジメント諮句では、構想邸皆の精度の低い工期や

工程の!J牒付けを行う以外には、工程編成の実務に携わることがない。
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(表 5・3・o) マネジメン卜契約とワーク契約の工程編成の{鰐l分担

マ ネ 1、ノ4・ メ ン ト 契 約 ワ ク 契 車ワ

ワーク鶏者 7ネシ・jント幾百 設計者 発注者 ワーク幾百 設計者 発注者

開!tjj!皆 作成 作成

計画段階 作成 照査 承認 作成

議十邸皆 作成 械I峨査 作成 承認

調童邸皆 作成 作成

工事段階 作成 照査 作成 照査
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